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　●　運営施行におきましては、アライＡＡ　ＨＰでのご確認および各会場で詳細をお尋ね下さい

平成２９年８月

　ここに「集約版」として纏めました。「規約冊子」（製本規約）と共に保管頂き、ご熟読の上、参加頂きますよう、お願い申し上げます。　

会員各位

　　　　　　　　　規　約　・　運　営　の　改　定　・　新　設　に　つ　い　て

－　Ｈ２２．４　～　Ｈ２９．４　規約改定集約版　－

　現在、アライオートオークショングループにおいては「規約全面変更」を準備中ではありますが、製本しております規約としましては、平成21年12月1日付のものとなります。

　※　規約の最新全体版としては、アライＡＡ　ＨＰ（http://www.araiaa.jp）内にて、ご覧頂けます。

　このたび、製本規約をお持ちの方を対象に、平成22年4月から平成29年4月1日までに行いました、規約の改定および新設、また規約に則った運営施行内容を

重要・保管



第一章 　 第１条　 改定 当規約は、荒井商事株式会社が主催する中古自動車・中古自動二輪車のオートオークションが公正に 当規約は、荒井商事株式会社及びアライオートオークション仙台株式会社が主催する中古自動車・中古

総　則 （目　的） 運営されることによって、第二章に定める会員及び流通業界の発展に寄与することを目的として、本規 自動二輪車のオートオークションが公正に運営されることによって、第二章に定める会員及び流通業界

定を以下のとおり定めるものとします。 の発展に寄与することを目的として、本規定を以下のとおり定めるものとします。

当規約は、荒井商事株式会社及びアライオートオークション仙台株式会社が主催する中古自動車・中古 当規約は、荒井商事株式会社及びアライオートオークション仙台株式会社が主催する中古自動車・中古

自動二輪車のオートオークションが公正に運営されることによって、第二章に定める会員及び流通業界 自動二輪車のオートオークションが公正に運営されることによって、第二章に定める会員及び流通業界

の発展に寄与することを目的として、本規定を以下のとおり定めるものとします。 の発展に寄与することを目的として、本規定を以下のとおり定めるものとします（アライ建機オークション

は別途規約）。

第２条　 改定 荒井商事株式会社が主催するオートオークションをアライオートオークションと称し、略称アライＡＡとしま 荒井商事株式会社が主催するオートオークションをアライオートオークションと称し、略称アライＡＡとしま

（名　称） す（以下アライＡＡと称する）。 す（以下アライＡＡと称する）。また、アライＡＡを運営する主体としての荒井商事株式会社及びアライオー

トオークション仙台株式会社をアライＡＡという場合もあります。

第３条　 改定 前項のアライＡＡが開催するすべてのオークションは、荒井商事株式会社において管理・運営するもの 前項のアライＡＡが開催するすべてのオークションは、アライＡＡにおいて管理・運営するものとします。

（運営・管理） とします。また、アライＡＡが作成する車両情報等の登録データの知的所有権ならびに使用権は、アラ また、アライＡＡが作成する車両情報等の登録データの知的所有権ならびに使用権は、アライＡＡに専

イＡＡに専属的に帰属するものとし、会員および第三者がアライＡＡの許可なくこれを転載するなど、再 属的に帰属するものとし、会員および第三者がアライＡＡの許可なくこれを転載するなど、再利用するこ

利用することを禁ずることとします。 とを禁ずることとします。

第５条 ２項（４）、３項（４） ２　　個人情報の利用目的は以下に限ります。 ２　　個人情報の利用目的は以下に限ります。

（個人情報の取扱） の改定 （１）　　アライＡＡの運営に伴うサービスの提供。 （１）　　アライＡＡの運営に伴うサービスの提供。

（２）　　サービスの改善または新たなサービスの開発を行うこと、及びその案内に関すること。 （２）　　サービスの改善または新たなサービスの開発を行うこと、及びその案内に関すること。

（３）　　他のオークション会場等との提携に基づくサービスの提供に関すること。 （３）　　他のオークション会場等との提携に基づくサービスの提供に関すること。

（４）　　その他アライＡＡの営業に関する行為。 （４）　　一般社団法人日本オートオークション協議会への提供

３　　取得した個人情報については、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者への開示は行い （５）　　その他アライＡＡの営業に関する行為。

　　　ません。 ３　　取得した個人情報については、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者への開示は行いま

（１）　　ご本人の同意がある場合。 　　　せん。　　

（２）　　法令等に基づき、裁判所、税務署、警察機関などの公共機関から開示の要請があった場合。 （１）　　ご本人の同意がある場合。

（３）　　サービスを提供するため、業務提携先、業務委託先及びそれらの候補先に預託する場合。 （２）　　法令等に基づき、裁判所、税務署、警察機関などの公共機関から開示の要請があった場合。

（４）　　上記の他、アライＡＡが運営を行う上で、正当な理由があると認められる場合。 （３）　　サービスを提供するため、業務提携先、業務委託先及びそれらの候補先に預託する場合。

（４）　　一般社団法人日本オートオークション協議会への提供（提供された情報は同法人の参加会場に

　 　　　よって共有されます）。

（５）　　上記の他、アライＡＡが運営を行う上で、正当な理由があると認められる場合。

第６条　 改定 アライＡＡの各会場の所在地はアライＡＡ小山会場を栃木県小山市粟宮548に、アライＡＡベイサイド会場 １　　アライＡＡの各会場の所在地は、アライＡＡ小山会場を栃木県小山市粟宮548に、アライＡＡベイサイ

（所在地） を神奈川県川崎市川崎区東扇島90に、アライＡＡ福岡会場を福岡県古賀市青柳132-16に、アライＡＡ仙 　　　ド会場を神奈川県川崎市川崎区東扇島90に、アライＡＡ福岡会場を福岡県古賀市青柳132-16に、　

台会場を宮城県黒川郡大和町宮床字森の腰135－1に置きます。 　　　アライＡＡ仙台会場を宮城県黒川郡大和町宮床字森の腰135－1に置きます。

２　　アライＡＡのうち、アライＡＡ小山会場、アライＡＡベイサイド会場及びアライＡＡ福岡会場は荒井商事

　　　株式会社が管理・運営し、アライＡＡ仙台会場は、アライオートオークション仙台株式会社が管理・

　　　運営します。

第二章 第７条 （３）　　古物商許可証を受けてから１年以上を経過していること。また、営業時間内に連絡の取れる営 （３）　　古物商許可証を受けており、また、営業時間内に連絡の取れる営業拠点もしくは整備工場を持

会　員 （会員資格） 　　　　 業拠点もしくは整備工場を持ち、現に営業活動を行っていること。 　　　　  ち、現に営業活動を行っていること。

（３）　　古物商許可証を受けており、また、営業時間内に連絡の取れる営業拠点もしくは整備工場を持 （３）　　事業設立及び古物商許可証を受けてから２年経過しており、また営業時間内に連絡の取れる営

　　　　 ち、現に営業活動を行っていること。 　　　　 業拠点もしくは整備工場を持ち、現に営業活動を行っていること。

第８条 １項（１）B、（２）Bの改定 前条の会員資格を有する者が、以下の手続きを行い登録するものとします。但し、アライＡＡが、他社 前条の会員資格を有する者が、以下の手続きを行い登録するものとします。但し、アライＡＡが、他社の

（会員登録）　 のオークション会場等との業務提携等により、当該他社の会員についてアライＡＡのオークションに参 オークション会場等との業務提携等により、当該他社の会員についてアライＡＡのオークションに参加す

加することを認めた場合は、以下の条件の適用を受けないこととします。尚、当該他社の会員につい ることを認めた場合は、以下の条件の適用を受けないこととします。尚、当該他社の会員についても、ア

ても、アライＡＡの会員として本規約に従うものとします。 ライＡＡの会員として本規約に従うものとします。

また、アライＡＡの判断により、登録条件・手続きが異なる場合があります。 また、アライＡＡの判断により、登録条件・手続きが異なる場合があります。
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１項（３）の改定

平成24年10月1日

平成29年4月1日

平成24年10月1日

平成24年10月1日

平成29年1月1日

新規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧

平成25年3月1日

平成27年11月1日

平成24年10月1日

平成24年10月1日



第二章 第８条 １項（１）B、（２）B １　　会員登録に関しましては、以下の書類の提出を行うものとします。 １　　会員登録に関しましては、以下の書類の提出を行うものとします。

会　員 （会員登録）　 【改定】 （１）　　会社法人の場合は、 （１）　　会社法人の場合は、

　　　　　Ａ．　入会申込書 　　　　　Ａ．　入会申込書

　　　　　Ｂ．　会員契約書 　　　　　Ｂ．　連帯保証書

　　　　　Ｃ．　古物商許可証の写し 　　　　　Ｃ．　古物商許可証の写し

　　　　　Ｄ．　ＩＤカード申請書、ＩＤカード用顔写真：代表者以外は身分証明書 　　　　　Ｄ．　ＩＤカード申請書、ＩＤカード用顔写真：代表者以外は身分証明書

　　　　　Ｅ．　展示場等の写真 　　　　　Ｅ．　展示場等の写真

　　　　　Ｆ．　会社登記簿謄本、会社印鑑証明 　　　　　Ｆ．　会社登記簿謄本、会社印鑑証明

　　　　　Ｇ．　代表者個人の印鑑証明 　　　  　Ｇ．　代表者個人の印鑑証明

（２）　　個人事業主の場合は、 （２）　　個人事業主の場合は、

　　　　　Ａ．　入会申込書 　　　　　Ａ．　入会申込書

　　　　　Ｂ．　会員契約書 　　　　　Ｂ．　連帯保証書

　　　　　Ｃ．　古物商許可証の写し 　　　　　Ｃ．　古物商許可証の写し

　　　　　Ｄ．　ＩＤカード申請書、ＩＤカード用顔写真：代表者以外は身分証明書 　　　　　Ｄ．　ＩＤカード申請書、ＩＤカード用顔写真：代表者以外は身分証明書

　　　　　Ｅ．　展示場等の写真 　　　　　Ｅ．　展示場等の写真

　　　　　Ｆ．　会社所在地（展示場等）の不動産登記簿謄本（借地の場合は賃貸借契約書コピー） 　　　　　Ｆ．　会社所在地（展示場等）の不動産登記簿謄本（借地の場合は賃貸借契約書コピー）

　　　　　Ｇ．　代表者個人の住民票、印鑑証明 　　　　　Ｇ．　代表者個人の住民票、印鑑証明

１項（１）H、（２）Hの新設 前条の会員資格を有する者が、以下の手続きを行い登録するものとします。但し、アライＡＡが、他社 前条の会員資格を有する者が、以下の手続きを行い登録するものとします。但し、アライＡＡが、他社の

のオークション会場等との業務提携等により、当該他社の会員についてアライＡＡのオークションに参 オークション会場等との業務提携等により、当該他社の会員についてアライＡＡのオークションに参加す

加することを認めた場合は、以下の条件の適用を受けないこととします。尚、当該他社の会員につい ることを認めた場合は、以下の条件の適用を受けないこととします。尚、当該他社の会員についても、ア

ても、アライＡＡの会員として本規約に従うものとします。 ライＡＡの会員として本規約に従うものとします。

また、アライＡＡの判断により、登録条件・手続きが異なる場合があります。 また、アライＡＡの判断により、登録条件・手続きが異なる場合があります。

１　　会員登録に関しましては、以下の書類の提出を行うものとします。 １　　会員登録に関しましては、以下の書類の提出を行うものとします。

（１）　　会社法人の場合は、 （１）　　会社法人の場合は、

　　　　　Ａ．　入会申込書 　　　　　Ａ．　入会申込書

　　　　　Ｂ．　連帯保証書 　　　　　Ｂ．　連帯保証書

　　　　　Ｃ．　古物商許可証の写し 　　　　　Ｃ．　古物商許可証の写し

　　　　　Ｄ．　ＩＤカード申請書、ＩＤカード用顔写真：代表者以外は身分証明書 　　　　　Ｄ．　ＩＤカード申請書、ＩＤカード用顔写真：代表者以外は身分証明書

　　　　　Ｅ．　展示場等の写真 　　　　　Ｅ．　展示場等の写真

　　　　　Ｆ．　会社登記簿謄本、会社印鑑証明 　　　　　Ｆ．　会社登記簿謄本、会社印鑑証明

　　　  　Ｇ．　代表者個人の印鑑証明 　　　  　Ｇ．　代表者個人の印鑑証明

（２）　　個人事業主の場合は、 　　　  　Ｈ．　誓約書

　　　　　Ａ．　入会申込書 （２）　　個人事業主の場合は、

　　　　　Ｂ．　連帯保証書 　　　　　Ａ．　入会申込書

　　　　　Ｃ．　古物商許可証の写し 　　　　　Ｂ．　連帯保証書

　　　　　Ｄ．　ＩＤカード申請書、ＩＤカード用顔写真：代表者以外は身分証明書 　　　　　Ｃ．　古物商許可証の写し

　　　　　Ｅ．　展示場等の写真 　　　　　Ｄ．　ＩＤカード申請書、ＩＤカード用顔写真：代表者以外は身分証明書

　　　　　Ｆ．　会社所在地（展示場等）の不動産登記簿謄本（借地の場合は賃貸借契約書コピー） 　　　　　Ｅ．　展示場等の写真

　　　　　Ｇ．　代表者個人の住民票、印鑑証明 　　　　　Ｆ．　会社所在地（展示場等）の不動産登記簿謄本（借地の場合は賃貸借契約書コピー）

　　　　　Ｇ．　代表者個人の住民票、印鑑証明

　　　  　Ｈ．　誓約書

２項（１）の改定 ２　　会社登録に関しましては、下記に従い連帯保証人をつけていただきます。 ２　　 会員登録に関しましては、下記に従い連帯保証人をつけていただきます。

（１）　　会社法人の場合は、 （１）　　会社法人の場合は、

　　　　　Ａ．　上場企業の場合 　　　　　Ａ．　上場企業の場合

　　　　　　　　保証人・保証金を不要とします。         　　　　 保証人・保証金を不要とします。

　　　　　Ｂ．　未上場で資本金が3,000万円以上の場合 　　　　　Ｂ．　未上場で資本金が3,000万円以上の場合

　　　　　　　　代表者が不動産を所有している場合は、代表者のみが保証人となります。 　　　 　　　　  代表者のみが保証人となります。

　　　　　　　　但し、代表者が不動産を所有していない場合は、もう１名、他の保証人の選任を要します。  　　　 　Ｃ．  未上場で資本金が3,000万円未満の場合

　　　　　Ｃ．  未上場で資本金が3,000万円未満の場合 　    　　 　　  代表者が保証人となり、代表者以外に１名の保証人を要します。

　　　　　　　　代表者が保証人となり、代表者以外に１名の保証人を要します。
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平成24年10月1日

平成27年11月1日

平成25年3月1日

施行年月日 旧 新規　　約/章 対象/条 対象/項・内容



第二章 第８条　 ２項（１）、（２）の改定 ２　　会員登録に関しましては、下記に従い連帯保証人をつけていただきます。 ２　  会員登録に関しましては、下記に従い連帯保証人をつけていただきます。

会　員 （会員登録）　 及び（３）の新設 （１）　　会社法人の場合は、 （１）　　会社法人の場合は、

　　　　　Ａ．　上場企業の場合 　　　　　Ａ．　上場企業の場合

        　　　　 保証人・保証金を不要とします。         　　　　 保証人・保証金を不要とします。

　　　　　Ｂ．　未上場で資本金が3,000万円以上の場合 　　　　　Ｂ．　その他の法人の場合・・・代表者とその他１名の連帯保証人を要します。

　　　 　　　　  代表者のみが保証人となります。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者が連帯保証人の条件に満たない場合は１名追加となります）

 　　　 　Ｃ．  未上場で資本金が3,000万円未満の場合 （２）　　個人事業主の場合は、

　    　　 　　  代表者が保証人となり、代表者以外に１名の保証人を要します。 　　　　　２名の連帯保証人を要します（代表者は入会申請者自身ですので、連帯保証人となることはで

（２）　　個人事業主の場合は、 　　　　　きません。

 　　　　代表者以外の保証人２名以上つけていただきます。 （３）　　アライＡＡは、会員の信用に問題があると判断場合には、会員に対して連帯保証人の追加その

　　 　　　　　他会員の信用を補完するに足りる担保の提供を要求することができるものとします。この場合

　　　　　 　　　　　会員は、 直ちに必要な担保等を提供しなければならないものとします。

６項の新設 ６　　アライＡＡは、必要に応じて、本条１項から５項と異なる取扱いの会員制度を設けることができるも

　　　のとします。

第９条　 １項、２項、３項の改定 １　　会員の登録期間は、アライＡＡが定めた日付より３年毎とします。 １　　会員の登録期間（契約期間）は、入会日より１年間とし、契約期間満了の３ヶ月前までにアライＡＡ

（会員期間） ２　　会員契約の更新は、登録期間満了日前に、その手続きを開始し、登録期間満了日までに行うも 　　　又は 会員のいずれからも書面による別段の意思表示がない場合には、契約期間は1年間延長され

　　　のとします。手続きが満了日を越えても完了していない場合は、その期間は取引停止とします。 　　　るものとし、以降も同様とします。ただし、アライＡＡが契約を終了する書面を会員の届出住所に宛

３　　契約期間内にその登録事項に変更が生じた場合は、登録期間に関わらず、変更手続きをする義 　　　てて送付 したにもかかわらず、当該書面が会員に到達しない場合には、当該書面が通常到達すべ

　　　務があります。尚、登録事項に変更が生じたにも関わらず、変更申請を怠った場合は、その時点 　　　きときに終了の意思表示がなされたものとみなします。

　　　で会員資格が失効する場合があります。 ２　　アライＡＡは、必要に応じて随時、会員の情報を確認でき、会員の登録事項に変更があったは場合

　　　には、会員を取引停止とします。

３　　会員は、登録事項に変更が生じた場合には、速やかにアライＡＡに対して変更事項を届出なければ

　　 　　　ならないものとし、変更が生じてから２週間以内に届出がなされない場合には、アライＡＡは会員を

　　　取引停止又は会員資格の失効とすることができる。

第三章 平成24年6月1日 　　第三章　オークションの基本的な仕組み

オークションの基本的 １　　アライＡＡが開催するオークションに会員登録をした参加者が出品または応札による参加をし、中

　な仕組み　新設 　　　古車の売買を行ないます。この時アライAAは、中古車売買の仲介を行うと共に、売買契約に基づく

　　　義務履行を仲立ちします。

＊以降の各章を ２　　オークションへの出品・落札については、第七章　出品、第八章　落札およびその他本規約に則り、

   繰り下げ 　　　 行うものとします。

３　　売買契約の成立は、アライＡＡが会員に対し確認意思表示を行なったときとします。なお、意思確認

　　　表示とは、ポス・コンピュータシステムによる落札の場合において、最終応札者の使用するポス・コ

　　　ンピュータシステムに落札確認のブザーがなり、コンピュータ画面上に落札者の会員番号が表示さ

　　　れることをいうものとします（インターネット等での落札も含む）。

　　　また、商談による落札の場合は、商談を申し込まれた側の会員が、商談を承諾する旨の意思表示

　　　を行ったときに、売買契約が成立するものとします。

４　　流札（売買契約が成立しなかった場合）した場合、会場ごとにアライＡＡが定めた所定の申請方法に

　　　より、商談の申込みができるものとします。尚、商談については第八章　落札にて定めるものとしま

　　　す。

５　　落札した場合（商談による売買契約の成立を含む）は、第十章　車両代金等の決済に定める決済

　　　を行なっていただきます。

６　　成約した場合（出品した車両の売買契約が成立した場合および商談による売買契約の成立を含

　　　む）は、第九章　書類に定める譲渡書類等のアライＡＡへの送付を行なっていただきます。

７　　オークションにおける売買代金等の請求はすべてアライＡＡが行うものとし、その支払もすべてアラ

　　　イＡＡ宛に行うものとします。
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旧 新施行年月日

平成27年11月1日

平成27年11月1日

平成27年8月1日

対象/項・内容規　　約/章 対象/条



第三章 ３項の改定 平成25年3月1日 ３　　売買契約の成立は、アライＡＡが会員に対し確認意思表示を行なったときとします。なお、意思確 ３　　売買契約の成立は、アライＡＡが会員に対し確認意思表示を行なったときとします。なお、意思確認

オークションの 　　　認表示とは、ポス・コンピュータシステムによる落札の場合において、最終応札者の使用するポ 　　　表示とは、ポス・コンピュータシステムによる落札の場合において、最終応札者の使用するポス・コ

　基本的な仕組み 　　　ス・コンピュータシステムに落札確認のブザーがなり、コンピュータ画面上に落札者の会員番号が 　　　ンピュータシステムに落札確認のブザーがなり、コンピュータ画面上に落札者の会員番号が表示さ

　　　表示されることをいうものとします（インターネット等での落札も含む）。 　  　れることをいうものとします（インターネット等での落札も含む）。また、商談による落札の場合は、商

　　　また、商談による落札の場合は、商談を申し込まれた側の会員が、商談を承諾する旨の意思表 　　　談を申し込まれた側の会員が、商談を承諾する旨の意思表示を行ったときに、売買契約が成立す

　　　示を行ったときに、売買契約が成立するものとします。 　  　るものとします。但し、アライＡＡにおける売買契約は本規約第４７条第１項に基づく アライＡＡ によ

　　　る解除権を留保したものとし、アライＡＡは、出品店と落札店との間で売買契約が成立した場合であ

　　　っても、出品店と落札店との関係、出品又は落札価格、出品から落札に至る経過その他諸般の事

    　情に鑑み、オークション取引として適当でないと判断したときは、当該売買契約を解除して無効にす

    　ることができるものとします。

５項の改定 平成25年3月1日 ５　　落札した場合（商談による売買契約の成立を含む）は、第十章　車両代金等の決済に定める決済 ５　　落札した場合（商談による売買契約の成立を含む）は、第十章　車両代金等の決済に定める決済

　　　を行なっていただきます。 　　　を行なっていただきます。

　　　尚、アライＡＡの判断により、車両代金等の決済が完了するまで、落札車両の搬出を制限する取扱

　　　いをすることがあります。

第四（旧三）章 第16条　 ３項の改定 平成27年11月1日 ３　　会員が第39条に定める落札車両代金を遅延している間は、次回以降の当該オークション、またそれ ３　　会員が第39条に定める債務の履行を遅延している間、その他本規約に違反している間、またはア

会員の権利義務 （制限） 　　　以外のアライＡＡが開催するオークションについても落札する権利を有しないものとします。 　　　ライＡＡとのその他契約に違反している間は、会員は次回以降の開催オークション取引、オークショ  

　　　ン以外の物品取引、その他AI-NETを含むアライＡＡが提供する一切のサービスを利用する権利を

　　　有しないものとします。

第17条　 ９項の新設 平成25年3月1日 ９　　その他本規約に違反したとき。

（取引制限・

　　一時取引停止）

10項の新設 平成27年8月1日 10　　アライＡＡは、会員の取引実績及びその他諸般の事情に応じて、会員の取引を制限できるものと

　　　 する。

改定 平成27年11月1日 会員が以下の各号の1つに該当した場合は、何らの通知催告を要せず、会員の取引制限や一時取引 １　　会員が以下の各号の1つに該当した場合は、何らの通知催告を要せず、会員の取引制限や一時取

停止の措置ができるものとします。 　　　引停止の措置ができるものとします。

１　　第16条 第３項に定める支払いの遅延があったとき。 （１）　　第39条に定める債務の履行を遅延したとき。

２　　会員又は会員の役職員に関して、刑事事件に関与もしくは報道機関による不正行為の情報 （記 （２）　　会員又は会員の役職員に関して、刑事事件に関与もしくは報道機関による不正行為の 情報（記

　　　事掲載及び報道）等の類似した不安要素が判明したとき。 　　　　 事掲載及び報道）等の類似した不安要素が判明したとき。

３　　代表者が長期不在のとき。 （３）　　代表者が長期不在のとき。

４　　営業状態が確認できないとき。 （４）　　営業状態が確認できないとき。

５　　会場内外において粗暴行為（暴言も含む）があったとき。 （５）　　会場内外において粗暴行為（暴言も含む）があったとき。

６　　会場よりの指示指導に従わないとき。 （６）　　会場よりの指示指導に従わないとき。

７　　業務携しているオークション会場等から提供された提携先での規約違反または債務不履行等の （７）　　業務提携しているオークション会場等から提供された提携先での規約違反または債務不履行の

　　　情報等が判明したとき。 　　　　 情報等が判明したとき。

８　　会場の判断及び決定・裁定事項に従わないとき。 （８）　　会場の判断及び決定・裁定事項に従わないとき。 

９　　その他本規約に違反したとき。 （９）　　その他本規約、またはアライＡＡとのその他契約に違反したとき。

10　　アライＡＡは、会員の取引実績及びその他諸般の事情に応じて、会員の取引を制限できるものと ２　　本条１項にかかわらず、アライＡＡは、会員の取引実績及びその他諸般の事情に応じて、会員の取

　　　する。 　　　引を制限できるものとする。

第19条　　 ３項の改定 平成25年3月1日 ３　　自出品車に対して、出品者自らセリに参加すること。または、それに類似の行為をすること。 ３　　自出品車に対して、出品者自らセリに参加、又は意思を通じた第三者をして参加させること。

（禁止行為）　 　　　または、第三者等を利用して意図的に価格吊り上げを図るなど公正なオークション取引の成立を妨

　　　げ、若しくは不当な取引の成立を図ること。

第22条　 ４項、６項の改定 平成27年11月1日 ４　　落札者として支払いを遅延したとき。 ４　　アライＡＡに対する債務の履行を遅延したとき。

（契約の解除） ７項の新設 ６　　その他、アライＡＡの会員として、ふさわしくない行為があったとき。 ６　　アライＡＡの会員として、ふさわしくない行為があったとき。

７　　その他本規約、またはアライＡＡとのその他契約に違反したとき。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新



第五（旧四）章 第24条　 １項、２項の改定 平成26年1月1日 １　　連帯保証人は、本規約に基づき、アライＡＡ及びアライＡＡが業務提携等により参加可能となった １　　連帯保証人は、本規約に基づき、アライＡＡ及びアライＡＡが業務提携等により参加可能となった他

連帯保証人 （連帯保証人） ３項の新設 　　　他社オークションに対する会員の債務について、連帯して責任を負うこととします。 　　　社オークションにおいて負担する一切の債務、並びにオークションに限らず会員が荒井商事株式会

２　　前項により、連帯保証人に生じる責任は、5,000万円を限度とします。 　　　社またはアライオートオークション仙台株式会社との全ての取引において負担する一切の債務につ

　　　いて、連帯して責任を負うこととします。

２　　前項により、連帯保証人に生じる責任は、現在及び将来の債務を対象とし、5,000万円を限度としま

　　　す。　　　

３　　連帯保証人は、会員が第二章第９条に基づく更新後においても、会員の債務について連帯して責任

　　　を負うものとします。

第六（旧五）章 第25条 「各会場手数料」 平成24年6月1日 ※手数料区分 ※手数料区分

手数料 （手数料） ※手数料区分　 　小　型［現状含む］ 軽自動車・普通自動車・商用車・バン 　小　型［現状含む］ 軽自動車・小型自動車・普通自動車

小型、中型Ⅰ区分 積載量１．５ｔ以上４ｔ未満のトラック・バン 積載量０．７５ｔ以上４ｔ未満のトラック

改定及びコメントの １ナンバー車（４ｔベース車除く） フレーム付バン　１ナンバー車（４ｔベース車除く）

追加 積載量４ｔ以上５ｔ未満（車両総重量８ｔ未満・４ｔベース車含む） 積載量４ｔ以上５ｔ未満（車両総重量８ｔ未満・４ｔベース車含む）

速度表示灯の装置がない車両 速度表示灯の装置がない車両

バス［乗車定員11人以上30人未満］ バス［乗車定員11人以上30人未満］

積載量５ｔ以上（車両総重量８ｔ以上） 積載量５ｔ以上（車両総重量８ｔ以上）

速度表示灯の装置が付いている車両 速度表示灯の装置が付いている車両

大型バス（乗車定員30人以上） 大型バス（乗車定員30人以上）

ラフタークレーン（20ｔ吊り以上のもの）・特大建機 ラフタークレーン（20ｔ吊り以上のもの）・特大建機

＊建設機械・産業機械手数料区分に関しましては会場毎に規定を別途定めます。

「各会場手数料」 平成22年8月1日 アライＡＡ小山４Ｗ手数料 アライＡＡ小山４Ｗ手数料

※手数料区分　

「AA在庫」始動

　に伴う改定

（後日商談手数料

　の削除）

　

（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。 （注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

アライＡＡ小山ＶＴ手数料 アライＡＡ小山ＶＴ手数料

（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。 （注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容

　中型Ⅰ［現状含む］ 　中型Ⅰ［現状含む］

　中型Ⅱ［現状含む］ 　中型Ⅱ［現状含む］

　大 　型［現状含む］ 　大 　型［現状含む］

　特　大［現状含む］ 　特　大［現状含む］

料金区分 出品料 成約料
落札料

料金区分 出品料 成約料
落札料

ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員 ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

8,000円 12,000円 15,000円前日出品 8,000円 8,000円 8,000円 12,000円 15,000円

上記同額 上記同額 当日出品 上記に1,000円ﾌﾟﾗｽ

前日出品 8,000円 8,000円

上記同額 上記同額

記念AA 上記に1,000円ﾌﾟﾗｽ 上記同額 記念AA 上記に1,000円ﾌﾟﾗｽ 上記同額

当日出品 上記に1,000円ﾌﾟﾗｽ

商談手数料 上記同額 15,000円 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ 商談手数料 上記同額 15,000円 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

逆商談手数料 10,000円 10,000円 上記同額 逆商談手数料 10,000円 10,000円 上記同額

後日商談手数料 上記同額 20,000円

料金区分 出品料 成約料
落札料

料金区分 出品料 成約料
落札料

ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員 ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

小型・中型Ⅰ[現状・産業機械含む] 　8,000円　 　8,000円　 　8,000円　 12,000円 15,000円 小型・中型Ⅰ[現状・産業機械含む] 　8,000円　 　8,000円　 　8,000円　 12,000円 15,000円

中型Ⅱ[現状・産業機械含む] 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 18,000円 中型Ⅱ[現状・産業機械含む] 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 18,000円

大型[現状・産業機械含む] 15,000円 15,000円 15,000円 20,000円 23,000円 大型[現状・産業機械含む] 15,000円 15,000円 15,000円 20,000円 23,000円

特大[現状・産業機械含む] 20,000円 30,000円 30,000円 35,000円 38,000円 特大[現状・産業機械含む] 20,000円 30,000円 30,000円 35,000円 38,000円

当日出品 上記に1,000円プラス 上記同額 当日出品 上記に1,000円プラス 上記同額

記念ＡＡ 上記に1,000円プラス 上記同額 記念ＡＡ 上記に1,000円プラス 上記同額

商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ 商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

逆商談手数料 上記同額 逆商談手数料 上記同額

後日商談手数料 上記同額　 落札料ﾌﾟﾗｽ10,000円

施行年月日 旧 新



第六（旧五）章 第25条 「各会場手数料」 平成22年8月1日 アライＡＡ仙台４Ｗ手数料 アライＡＡ仙台４Ｗ手数料

手数料 （手数料） ※手数料区分　

「AA在庫」始動

　に伴う改定

（後日商談手数料

　の削除）

　

（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。 （注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。 （注3）VT大型の商談手数料は落札料と同額の15,000円となり、VT特大の商談手数料も落札料と同

（注3）VT大型の商談手数料は落札料と同額の15,000円となり、VT特大の商談手数料も落札料と 　　　　額の30,000円となります。（ﾗｲﾌﾞ会員商談除く）　　

　　　　同額の30,000円となります。（ﾗｲﾌﾞ会員商談除く）　　

「各会場手数料」 平成27年1月1日 アライAA小山　建機オークション手数料

※手数料区分　

アライＡＡ小山建機

オークション手数料の　

新設

「各会場手数料」 平成28年1月1日 アライAA小山　建機オークション手数料 アライAA小山　建機オークション手数料

※手数料区分　

アライＡＡ小山建機

オークション手数料の

改定
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旧 新規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日

料金区分 出品料 成約料
落札料

料金区分 出品料 成約料
落札料

ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員 ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

普通車・小型・中型Ⅰ［現状・産業機械含む］ 6,000円 7,000円 7,000円 12,000円 15,000円 普通車・小型・中型Ⅰ［現状・産業機械含む］ 6,000円 7,000円 7,000円 12,000円 15,000円

中型Ⅱ［現状・産業機械含む］ 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 18,000円 中型Ⅱ［現状・産業機械含む］ 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 18,000円

大型［現状・産業機械含む］ 15,000円 15,000円 15,000円 20,000円 23,000円 大型［現状・産業機械含む］ 15,000円 15,000円 15,000円 20,000円 23,000円

特大［現状・産業機械含む］ 20,000円 30,000円 30,000円 35,000円 38,000円 特大［現状・産業機械含む］ 20,000円 30,000円 30,000円 35,000円 38,000円

当日出品 上記に1,000円ﾌﾟﾗｽ 上記同額 当日出品 上記に1,000円ﾌﾟﾗｽ 上記同額

記念AA 上記に1,000円ﾌﾟﾗｽ 上記同額 記念AA 上記に1,000円ﾌﾟﾗｽ 上記同額

商談手数料 上記同額 10,000円 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ 商談手数料 上記同額 10,000円 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

逆商談手数料 10,000円 10,000円 上記同額 逆商談手数料 10,000円 10,000円 上記同額

後日商談手数料 上記同額 20,000円 商談手数料同額

料金区分 出品料 成約料 落札料

ミニミニ 8,000円 12,000円 10,000円

ミニ 12,000円 18,000円 15,000円

小型 15,000円 25,000円 20,000円

中型 20,000円 30,000円 25,000円

大型 30,000円 50,000円 30,000円

超大型 50,000円 50,000円 50,000円

当日出品

記念ＡＡ

商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

逆商談手数料 上記同額

料金区分 出品料 成約料 落札料 料金区分 出品料 成約料 落札料

ミニミニ 8,000円 12,000円 10,000円 ミニミニ 8,000円 12,000円 10,000円

ミニ 12,000円 18,000円 15,000円 ミニ 12,000円 18,000円 15,000円

小型 15,000円 25,000円 20,000円 小型 15,000円 25,000円 20,000円

中型 20,000円 30,000円 25,000円 中型 20,000円

大型 30,000円 50,000円 30,000円 大型 30,000円

30,000円 25,000円

50,000円 30,000円

50,000円 50,000円

100,000円 100,000円

50,000円 50,000円 超大型 50,000円超大型 50,000円

記念ＡＡ 当日出品

当日出品 超超大型 100,000円

商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ 記念ＡＡ

逆商談手数料 上記同額 商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

逆商談手数料 上記同額



第六（旧五）章 第25条 「各会場手数料」 平成28年6月10日 アライAA小山　建機オークション手数料 アライAA小山　建機オークション手数料

手数料 （手数料） ※手数料区分　

アライＡＡ小山建機　

オークション手数料の

改定

（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

平成29年1月1日 アライAA小山　建機オークション手数料 アライAA小山　建機オークション手数料①

建設機械

（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。 　　（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

　　（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

　　（注3）建設機械の詳細は別紙建設機械オークション機種別区分表を参照下さい。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

出品料 成約料 落札料
料金区分 出品料

落札料
成約料

ミニミニ 8,000円 12,000円 10,000円 ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

料金区分

ミニ 12,000円 18,000円 15,000円 ミニミニ 8,000円 12,000円 10,000円 15,000円 18,000円

小型 15,000円 25,000円 20,000円 ミニ 12,000円 18,000円 15,000円 20,000円 23,000円

中型 20,000円 30,000円 25,000円 小型 15,000円 25,000円 20,000円 25,000円 28,000円

大型 30,000円 50,000円 30,000円 中型 20,000円 30,000円 25,000円 30,000円 33,000円

超大型 50,000円 50,000円 50,000円 大型 30,000円 50,000円 30,000円 35,000円 38,000円

超超大型 100,000円 100,000円 100,000円 超大型 50,000円 50,000円 50,000円 55,000円 58,000円

当日出品 超超大型 100,000円 100,000円 100,000円 105,000円 108,000円

記念ＡＡ 当日出品

商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ 記念ＡＡ

逆商談手数料 上記同額 商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

逆商談手数料 上記同額

料金区分 出品料 成約料
落札料

ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

料金区分 出品料 成約料
落札料

ミニミニ 8,000円 12,000円 10,000円 15,000円 18,000円 ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

ミニ 12,000円 18,000円 15,000円 20,000円 23,000円 ミニミニ 8,000円 15,000円 12,000円 17,000円 20,000円

小型 15,000円 25,000円 20,000円 25,000円 28,000円 ミニ 12,000円 25,000円 15,000円 20,000円 23,000円

中型 20,000円 30,000円 25,000円 30,000円 33,000円 小型 15,000円 35,000円 20,000円 25,000円 28,000円

大型 30,000円 50,000円 30,000円 35,000円 38,000円 中型

超大型 50,000円 50,000円 50,000円 55,000円 大型58,000円 35,000円

25,000円 50,000円 25,000円 30,000円

38,000円

33,000円

40,000円 80,000円 30,000円

55,000円 58,000円超超大型 100,000円 100,000円 100,000円 105,000円 108,000円

超超大型 150,000円 150,000円 100,000円

超大型 100,000円 100,000円 50,000円

上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

105,000円 108,000円

記念ＡＡ 当日出品

当日出品

逆商談手数料 上記同額

商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ 記念ＡＡ

逆商談手数料 上記同額 商談手数料



第六（旧五）章 第25条 「各会場手数料」 平成29年1月1日 アライAA小山　建機オークション手数料②

手数料 （手数料） ※手数料区分　 フォークリフト・建機系機械・小物

アライＡＡ小山建機

オークション手数料の

改定

　　（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

　　（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

　　（注3）フォークリフト・建機系機械・小物の詳細は別紙建設機械オークション機種別区分表を参照下さい。

「各会場手数料」 平成29年4月1日 アライAA小山　建機オークション手数料①

※手数料区分　 建設機械

アライＡＡ小山建機　

オークション手数料の

削除

　　（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

　　（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

　　（注3）建設機械の詳細は別紙建設機械オークション機種別区分表を参照下さい。
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新規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧

料金区分 出品料 成約料
落札料

ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

小物 5,000円 5,000円 5,000円 10,000円 13,000円

ミニミニ 8,000円 12,000円 10,000円 15,000円 18,000円

ミニ 12,000円 18,000円 15,000円 20,000円 23,000円

小型 15,000円 25,000円 20,000円 25,000円 28,000円

中型 20,000円 30,000円 25,000円 30,000円 33,000円

大型 30,000円 50,000円 30,000円 35,000円 38,000円

超大型 50,000円 50,000円 50,000円 55,000円 58,000円

当日出品

記念ＡＡ

商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

逆商談手数料 上記同額

【削除】

料金区分 出品料 成約料
落札料

ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

ミニミニ 8,000円 15,000円 12,000円 17,000円 20,000円

ミニ 12,000円 25,000円 15,000円 20,000円 23,000円

小型 15,000円 35,000円 20,000円 25,000円 28,000円

中型 25,000円 50,000円 25,000円 30,000円 33,000円

大型 40,000円 80,000円 30,000円 35,000円 38,000円

超大型 100,000円 100,000円 50,000円 55,000円 58,000円

超超大型 150,000円 150,000円 100,000円 105,000円 108,000円

逆商談手数料 上記同額

当日出品

記念ＡＡ

商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ



第六（旧五）章 第25条 「各会場手数料」 平成29年4月1日 アライAA小山　建機オークション手数料②

　手数料 　（手数料） ※手数料区分　 フォークリフト・建機系機械・小物

アライＡＡ小山建機　

オークション手数料の

削除

　　（注1）ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員･ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員で、ｱﾗｲAA未入会の場合は、出品できません。

　　（注2）ﾗｲﾌﾞ落札手数料に関しては、記念AAのﾌﾟﾗｽはございません。

　　（注3）フォークリフト・建機系機械・小物の詳細は別紙建設機械オークション機種別区分表を参照下さい。

「各会場手数料」 平成24年6月1日

※手数料区分　 　　重・建機及び産機コーナーにつきましては、下表を原則とし［特大］［大型］［中型］［小型］と区分

アライＡＡＶＴ重・建機 　　させて頂きます。 ◎アライＡＡ　ＨＰ「ＡＡ会場案内」→「小山会場」内の告知へ変更

及び産機コーナー区分

「表」の削除

＊大物のセット出品は受付け出来ません。また、タイヤ等は１台分を１セットとします。但し、部品を

　 付けて１台となる場合の付属品はセットとしてみなします。

＊部品等の箱詰めでの出品の場合は、１箱毎の出品とみなします。

＊バケット等は単品出品とし、セット出品は受付けできません。

《注》　区分に困難な場合の出品については、アライＡＡ判断とさせていただきます。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

【削除】

料金区分 出品料 成約料
落札料

ﾗｲﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員 ﾗｲﾌﾞﾚｷﾞｭﾗｰ会員

小物 5,000円 5,000円 5,000円 10,000円 13,000円

ミニミニ 8,000円 12,000円 10,000円 15,000円 18,000円

ミニ 12,000円 18,000円 15,000円 20,000円 23,000円

小型 15,000円 25,000円 20,000円 25,000円 28,000円

中型 20,000円 30,000円 25,000円 30,000円 33,000円

大型 30,000円 50,000円 30,000円 35,000円 38,000円

超大型 50,000円 50,000円 50,000円 55,000円 58,000円

当日出品

記念ＡＡ

商談手数料 上記同額 上記に5,000円ﾌﾟﾗｽ

逆商談手数料 上記同額

※アライＡＡＶＴ　　重・建機及び産機コーナー区分 【削除】

種別/区分 特大［手数料区分：特大］ 大型［手数料区分：大型］ 中型［手数料区分：中型Ⅱ］ 小型［手数料区分：小型＆中型Ⅰ］

油圧ｼｮﾍﾞﾙ PC300以上 PC100以上もしくはﾌﾞｰﾑｼﾘﾝﾀﾞｰ2本付き PC10以上～PC100未満 PC10未満

ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰ KLD80以上
ﾊｼｺﾞがあるものもしく
は陸運局でﾅﾝﾊﾞｰが

交付されるもの

ﾊｼｺﾞがあるものもしく
は陸運局でﾅﾝﾊﾞｰが

交付されるもの
ﾎﾞﾌﾞｷｬｯﾄ等

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ -
定員2名以上もしくは
陸運局でﾅﾝﾊﾞｰが交

付されるもの

定員1名もしくは役所
または役場でﾅﾝﾊﾞｰ
が交付されるもの

-

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ D8以上 D30以上 D30未満 -

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ - 大型のみ - -

ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ - 大型のみ - -

ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟ - MST1100以上のもの 運転席があるもの 手押しﾀｲﾌﾟ

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 最大荷重10t以上 最大荷重４t以上 ４t未満 １t以下

農作業機械 - 特大農機 基本として中型のみ D席なし

発電機 - ﾄﾗｯｸのｴﾝｼﾞﾝ付き 乗用車のｴﾝｼﾞﾝ付き 小型ｴﾝｼﾞﾝ[単気筒]

ACｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ - 200V以上　※大きさにより、ｱﾗｲAAにて判断させて頂きます。 100V以下

その他

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ ｸﾙｰｻﾞｰ（大型船） ｸﾚｰﾝ ｵｰﾄﾊﾞｲ

（ｸﾚｰﾝが組立式のもの） ｷｬﾋﾞﾝ ﾊﾞｹｯﾄ ｼﾞｪｯﾄｽｷｰ

重ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 荷台・荷箱等 ﾘﾌﾄ ﾊﾞｷﾞｰ

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ（発動ﾀｲﾌﾟ） ﾀｲﾔ

高所作業車(E/G・ﾓｰﾀｰ付き) 工具[小物]

高所作業車(手押しﾀｲﾌﾟ)



第六（旧五）章 第25条 「各会場手数料」 平成29年3月4日 アライＡＡベイサイド2W・福岡2W手数料

　手数料 　（手数料） ※手数料区分　

アライＡＡﾍﾞｲｻｲﾄﾞ２W・　

福岡２W手数料の削除

「その他の手数料」 平成22年8月1日 ・ＡＩ－ＮＥＴ（４ＷＡＡ在庫）料金 0円

AI‐NET（4WAA在庫） 通常成約料に5,000円割増

AI‐NET（2WAA在庫） 通常落札料

料金の追加 ・ＡＩ－ＮＥＴ（２ＷＡＡ在庫）料金 0円

通常成約料に1,000円割増

通常落札料

「その他の手数料」 平成29年3月4日 （1） ・AI-NET（2W入札）料金

２W　AI-NET入札・リア （2） ・AI-NET（2Wリアル）料金

ル・AA在庫不在応札料 （3） ・AI-NET（2WAA在庫）料金

金の削除 （4） ・2W不在応札（FAX受付・事務局受付）

「その他の手数料」 平成27年1月1日 ・アライＡＡ小山　建機オークション搬出遅延ペナルティ　　　出品料同額

アライＡＡ小山建機

オークション搬出遅延

ペナルティの新設

「その他の手数料」 平成28年1月1日 ・アライＡＡ小山　建機オークション搬出遅延ペナルティ　　　出品料同額 ・アライＡＡ小山　建機オークション搬出遅延ペナルティ　　　出品料同額

アライＡＡ小山建機

オークション搬出遅延

ペナルティの改定

平成29年1月1日 ・アライＡＡ小山　建機オークション搬出遅延ペナルティ　　　出品料同額 ・アライＡＡ小山　建機オークション搬出遅延ペナルティ　　　出品料同額

建設機械

（注）建設機械の詳細は別紙建機オークション機種別区分表を参照下さい。

　フォークリフト・建設系機械・小物

（注）フォークリフト・建機系機械・小物の詳細は別紙建機オークション機種別区分表を参照下さい。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

【削除】
希望金額／出品区分 出品料 成約料 成約料

5万円未満 2,500円 3,000円 3,000円

10万円未満 3,000円 3,500円 3,500円

15万円未満 4,000円 4,500円 4,500円

20万円未満 4,500円 5,000円 5,000円

30万円未満 5,000円 5,500円 5,500円

40万円未満 5,500円 6,000円 6,000円

40万円以上 6,000円 6,500円 6,500円

事故不動車 10,000円 成約金額に準ずる 成約金額に準ずる

出品料

成約料

落札料

出品料

成約料

落札料

【削除】

ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 備考

1週目 8,000円 12,000円 15,000円 20,000円 30,000円 50,000円 1（遅延週数）×手数料

2週目 16,000円 24,000円 30,000円 40,000円 60,000円 100,000円 2（遅延週数）×手数料

3週目 24,000円 36,000円 45,000円 60,000円 60,000円 150,000円 3（遅延週数）×手数料

ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 備考 ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 超超大型 備考

1週目 8,000円 12,000円 15,000円 20,000円 30,000円 50,000円 1（遅延週数）×手数料 1週目 8,000円 12,000円 15,000円 20,000円 30,000円 50,000円 100,000円 1（遅延週数）×手数料

2週目 16,000円 24,000円 30,000円 40,000円 60,000円 100,000円 2（遅延週数）×手数料 2週目 16,000円 24,000円 30,000円 40,000円 60,000円 100,000円 200,000円 2（遅延週数）×手数料

3週目 24,000円 36,000円 45,000円 60,000円 60,000円 150,000円 3（遅延週数）×手数料 3週目 24,000円 36,000円 45,000円 60,000円 90,000円 150,000円 300,000円 3（遅延週数）×手数料

ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 超超大型 備考

1週目 8,000円 12,000円 15,000円 20,000円 30,000円 50,000円 100,000円 1（遅延週数）×手数料 ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 超超大型 備考

2週目 16,000円 24,000円 30,000円 40,000円 60,000円 100,000円 200,000円 2（遅延週数）×手数料 1週目 8,000円 12,000円 15,000円 25,000円 40,000円 100,000円 150,000円 1（遅延週数）×手数料

3週目 24,000円 36,000円 45,000円 60,000円 90,000円 150,000円 300,000円 3（遅延週数）×手数料 2週目 16,000円 24,000円 30,000円 50,000円 80,000円 200,000円 300,000円 2（遅延週数）×手数料

3週目 24,000円 36,000円 45,000円 75,000円 120,000円 300,000円 450,000円 3（遅延週数）×手数料

小物 ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 備考

1週目 5,000円 8,000円 12,000円 15,000円 20,000円 30,000円 50,000円 1（遅延週数）×手数料

2週目 10,000円 16,000円 24,000円 30,000円 40,000円 60,000円 100,000円 2（遅延週数）×手数料

3週目 15,000円 24,000円 36,000円 45,000円 60,000円 90,000円 150,000円 3（遅延週数）×手数料



第六（旧五）章 第25条 「その他の手数料」 平成29年4月1日 ・アライＡＡ小山　建機オークション搬出遅延ペナルティ　　　出品料同額

　手数料 　（手数料） アライＡＡ小山建機 建設機械

オークション搬出遅延

ペナルティの削除

（注）建設機械の詳細は別紙建機オークション機種別区分表を参照下さい。

　フォークリフト・建設系機械・小物

（注）フォークリフト・建機系機械・小物の詳細は別紙建機オークション機種別区分表を参照下さい。

第七（旧六）章 第27条 改　定 平成25年3月1日 １　　出品の申込みは、所定の出品票に必要事項を明記のうえ、出品車に具備するものとします。 １　　出品の申込みは、所定の出品票に必要事項を明記のうえ、出品車に具備するものとします。

　出　品 （出品の申込み） 　　　その際、誤解を招くような紛らわしい記入、不正確もしくは不適切な記入、申告漏れがあった場合、 　　　その際、誤解を招くような紛らわしい記入、不正確もしくは不適切な記入、申告漏れがあった場合、

　　　アライＡＡの裁定によりペナルティを科すものとします。 　　　アライＡＡの裁定によりペナルティを科すものとします。

２　　出品票記載後、オークション開催日において訂正等を希望される場合、当該車両のセリ開始１時 ２　　アライＡＡは、会員の記載した落札希望価格が相場から著しく乖離していると判断したときは、当該

　　　間前までとし、セリ直前の訂正、口頭での訂正はできない場合があります。また、それにかかわり 　　　会員に対し、出品前に、当該落札希望価格を設定した理由等を確認することができるものとし、会

　　　生じた問題に対するすべての責任は出品者にあるものとします。 　　　員はこれに誠実に対応しなければならないものとします。アライＡＡは、その出品が適当でないと判

　　　断したときは、出品を認めないことができるものとします。

３　　出品票記載後、オークション開催日において訂正等を希望される場合、当該車両のセリ開始１時間

　　　前までとし、セリ直前の訂正、口頭での訂正はできない場合があります。また、それにかかわり生じ

　　　た問題に対するすべての責任は出品者にあるものとします。

１項の改定 平成29年4月1日 １　　出品の申込みは、所定の出品票に必要事項を明記のうえ、出品車に具備するものとします。 １　　出品の申込みは、所定の出品票に車両の車検証内容を確認し必要事項を明記のうえ、出品車に

　　　その際、誤解を招くような紛らわしい記入、不正確もしくは不適切な記入、申告漏れがあった場合、 　　　備えるものとします（トラック車両を出品する際の出品票「形状欄」には車検証に記載する形状では

　　　アライＡＡの裁定によりペナルティを科すものとします。 　　　なく、車両の上物形状を記載するものとします）。また、出品票を記入する際には、第十一章〔Ⅱ〕

　　　 第７条に基づく軽自動車・普通自動車・商用自動車・バン及びトラック専用クレーム処理細則事項

　　　において、クレーム内容に該当するおそれがある事項を含め、車両の品質状況等についても出品

　　　票に申告するものとします。その際に、誤解を招くような紛らわしい記入、不正確もしくは不適切な

　　　記入、申告漏れがあった場合、アライＡＡの裁定によりペナルティやクレームの対象とする場合が

　　　あります。（出品票の記入については、アライＡＡホームページ内「出品票の書き方」を参照下さい。）

第29条 １項の改定 平成25年3月1日 車両の搬出は、以下に定めるとおり、おこなっていただきます。 車両の搬出は、以下に定めるとおり、おこなっていただきます。

（車両の搬出） １　　車両は所定の搬出カードの提出により搬出することができます。 １　　車両は所定の搬出カードの提出により搬出することができます。但し、アライＡＡの判断により、落

　　　札車両代金等の決済が完了するまで車両の搬出を制限することがあります。

「車両搬出入管理要綱」 平成24年1月1日 ※第２・３駐車場（重建機コーナー）・第４駐車場の利用につきましては、8：00～20：00と制限させて ※第２駐車場の利用については別途定めます。小山会場までお問い合わせ下さい。

アライＡＡ小山ＶＴ搬出 　 いただきます。 ※第４駐車場の利用につきましては、8：00～20：00と制限させていただきます。

入表、補足文章の

改定
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

【削除】
ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 超超大型 備考

1週目 8,000円 12,000円 15,000円 25,000円 40,000円 100,000円 150,000円 1（遅延週数）×手数料

2週目 16,000円 24,000円 30,000円 50,000円 80,000円 200,000円 300,000円 2（遅延週数）×手数料

3週目 24,000円 36,000円 45,000円 75,000円 120,000円 300,000円 450,000円 3（遅延週数）×手数料

小物 ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 備考

1週目 5,000円 8,000円 12,000円 15,000円 20,000円 30,000円 50,000円 1（遅延週数）×手数料

2週目 10,000円 16,000円 24,000円 30,000円 40,000円 60,000円 100,000円 2（遅延週数）×手数料

3週目 15,000円 24,000円 36,000円 45,000円 60,000円 90,000円 150,000円 3（遅延週数）×手数料



第七（旧六）章 第29条 「車両搬出入管理要綱」 平成27年1月1日 　■アライＡＡ小山　建機オークション

　出　品 （車両の搬出） アライＡＡ小山建機オー

クション会場　車両搬

出入管理要綱の新設

※アライＡＡ小山建機オークションでの当週開催分における出品搬入受付時間は

　 火曜日17:00迄と します。

「車両搬出入管理要綱」 平成29年4月1日 　■アライＡＡ小山　建機オークション

アライＡＡ小山建機オー

クション会場　車両搬

出入管理要綱の削除

※アライＡＡ小山建機オークションでの当週開催分における出品搬入受付時間は

　 火曜日17:00迄と します。

「車両搬出入管理要綱」 平成29年3月4日 アライＡＡベイサイド2W

アライＡＡベイサイド２Ｗ

アライＡＡ福岡２Ｗ

※搬入時間外はモータープールにﾃ24時間搬入可能
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

月 9：00～17：00

曜日 搬入受付時間 搬出受付時間

日 禁止 9：00～17：00

月 9：00～17：00 9：00～17：00

火
当週オークションの締め

9：00まで
9：00～17：00

水
次週以降扱い

禁止
9：00～17：00

木
次週以降扱い

禁止
9：00～17：00

金
次週以降扱い

禁止
9：00～17：00

土
次週以降扱い 成約・流札車両ともに

9：00～17：00 該当車のセリ終了後から

【削除】
曜日 搬入受付時間 搬出受付時間

日 禁止 9：00～17：00

9：00～17：00

火
当週オークションの締め

9：00まで
9：00～17：00

水
次週以降扱い

禁止
9：00～17：00

木
次週以降扱い

禁止
9：00～17：00

金
次週以降扱い

禁止
9：00～17：00

土
次週以降扱い 成約・流札車両ともに

9：00～17：00 該当車のセリ終了後から

【削除】
曜日 搬入受付時間 搬出受付時間

日 9:00から20:00まで 9:00から20:00まで

月 9:00から24時間 禁止

火 12:00まで セリ後から21:00まで

水 9:00から20:00まで 9:00から20:00まで

木 9:00から20:00まで 9:00から20:00まで

金 9:00から20:00まで 9:00から20:00まで

土 9:00から20:00まで 9:00から20:00まで



第七（旧六）章 第29条 「車両搬出入管理要綱」 平成29年3月4日 アライＡＡ福岡2W

　出　品 （車両の搬出） アライＡＡ福岡２Ｗの

削除

第八（旧七）章 第31条 平成24年6月1日 第31条（商談）

　落　札 （商談）を新設 １　　会員が流札車両の購入を希望する場合は、アライＡＡが定めた所定の申請方法にて購入を申し込

　　　むことができます。アライＡＡは出品者の同意を得て、購入を希望する会員と出品者との仲介（商談）

＊以降の各条を 　　　を致します。この場合、申込者が提示した希望購入金額を出品者が承諾した時点をもって売買契約

  繰り下げ 　　　が成立し、アライＡＡは規約で定めた商談手数料にて処理を致します。

２　　出品者が流札車両の売却を希望する場合は、アライＡＡが定めた所定の申請方法にて売却を申し

　　　込むことができます。アライＡＡは優先権を持つ応札者の同意を得て、出品者と応札者との仲介（逆

　　　商談）を致します。この場合、出品者が提示した希望購入金額を応札者が承諾した時点をもって売

　　　買契約が成立し、アライＡＡは規約で定めた逆商談手数料にて処理を致します。

３　　前２項の商談及び逆商談（本規約において特に断りのない限り「商談」とは逆商談を含むものとしま

　　　す）に関する詳細事項は、会場毎に定めるものと致します。

第九（旧八）章 第32（旧31）条 １項（１）の改定 平成24年6月1日 （１）　　成約車両の譲渡書類は、オークション開催日当日より８日以内に当該開催事務局に提出しなけ （１）　　成約車両の譲渡書類は、オークション開催日当日より８日以内に当該開催事務局に提出しなけ

　書　類 （譲渡書類） 　　　　 ればならないものとします。但し、軽２輪に関しては、アライＡＡ２輪規約に準じます。 　　　　 ればならないものとします。

１項（12）の改定 平成27年11月1日 （12）　出品者は、出品票に明記した付属書類、部品等は、原則として譲渡書類に添付して提出しなけ （12）　出品者は、出品票に明記した付属書類を原則として譲渡書類に添付して提出しなければならない

　　　　ればならないものとします。後日提出の場合は、譲渡書類提出後８日以内に当該開催事務局に 　 　　 ものとします。後日提出の場合は、開催日を含む８日以内に当該開催事務局に提出するものとし

　　　　提出するものとします。尚、車内に放置し紛失しても、アライＡＡは一切管理責任を負いません。  　　　 ます。尚、車内に放置し紛失しても、アライＡＡは一切管理責任を負いません。

１項（14）の改定 平成27年1月1日 （14）　油圧ショベル・ブルドーザー・ホイールローダー等の車両は、メーカー発行の譲渡証明書もしくは、 （14）　建設機械・産業機械を出品し成約とした出品者は、開催日を含む８日以内に、メーカー発行の譲

　　　　出品者による盗難物品でないことの書面（別紙の確認書）と出品者の譲渡証明書（販売証明可） 　　　　渡証明書もしくは出品者による譲渡証明（販売証明可）にアライＡＡが定める出品者による盗品そ

　　　　を提出するものとします。 　 　　 の他、犯罪性のないことを出品前に確認済みとする「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓

　 　　 約書」を添え当該アライＡＡに提出しなければなりません。

１項（15）の改定 平成27年1月1日 （15）　小型船舶を売買した場合は、船舶手帳・船舶検査証等の譲渡するための必要な書類を提出する （15）　出品者が、１項（14）に記載の各証明書及び「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」

　　　　ものとします。 　 　　 の提出期限を延長する場合、または提出ができない場合には、第33条（譲渡書類の罰則）１項、

　　　  ２項、３項に記載の内容に準じ、処理を行うものとします。

１項（16）の新設 平成27年1月1日 （16）　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」は、アライＡＡ指定のもので、原本を提出する

　 　　　ものとし、ＦＡＸ等のコピーは受付できません。

　　　　※「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」はアライＡＡが保管し、落札者には提出しま

　　　　　せん。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

【削除】
曜日 搬入受付時間 搬出受付時間

日 9:00から18:00まで 禁止

月 9:00から20:00まで 禁止

火 10:00まで セリ後から20:00まで

水 9:00から20:00まで 9:00から18:00まで

木 9:00から20:00まで 9:00から18:00まで

金 9:00から20:00まで 9:00から18:00まで

土 9:00から20:00まで 9:00から18:00まで



第九（旧八）章 第32（旧31）条 １項（14）の改定 平成28年1月1日 （14）　建設機械・産業機械を出品し成約とした出品者は、開催日を含む８日以内に、メーカー発行の （14）　建設機械・産業機械を出品し成約した出品者は、開催日を含む８日以内に、譲渡証明書（販売証

　書　類 （譲渡書類） 　　　　譲渡証明書もしくは出品者による譲渡証明（販売証明可）にアライＡＡが定める出品者による盗  　　　 明可）及びアライAAが定める出品者による盗品その他、犯罪性のないことを出品前に確認済みと

　　　　品その他、犯罪性のないことを出品前に確認済みとする「盗難履歴等の出品事前確認義務にお 　　　  する「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」を添え当該アライＡＡに提出しなければな

　　　　ける誓約書」を添え当該アライＡＡに提出しなければなりません。 　 　　 りません。但し、日本建設機械工業会が発行する譲渡証明書を提出する場合または陸運支局管

　 　　 轄のナンバープレートを付けた車両（機械）を成約した場合に限り、この「盗難履歴等の出品事前

　 　　 確認義務における誓約書」の提出は不要と致します。クレーン車両及び陸運支局管轄のナンバー

　 　　 プレー ト付き車両（機械）として成約した際に提出する譲渡書類については、全国の陸運支局で登

　 　　 録が可能なものでなければなりません。

１項（14）として新たに 平成29年3月4日 （14）　アライＡＡは、落札者による落札車両の代金決済と引換えに、当該落札車両等の譲渡書類の引渡

新設 　　　　しをするものとします。尚、落札者は、当該オークション開催日に、車両を出品しており、出品成約

（14）～（16）を繰り下げ 　 　　 車両がある場合は、落札車両等の代金決済に加えて、全ての出品成約車両等の譲渡書類の当該

　 　　 開催事務局への提出と引換に当該落札車両等の譲渡書類の引渡をするものとします。

（14）　建設機械・産業機械を出品し成約した出品者は、開催日を含む８日以内に、譲渡証明書（販売 （15）　建設機械・産業機械を出品し成約した出品者は、開催日を含む８日以内に、譲渡証明書（販売証

　　　　証明可）及びアライＡＡが定める出品者による盗品その他、犯罪性のないことを出品前に確認済 　　 　 明可）及びアライＡＡが定める出品者による盗品その他、犯罪性のないことを出品前に確認済みと

　　　　みとする「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」を添え当該アライＡＡに提出しなけ  　　　 する「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」を添え当該アライＡＡに提出しなければな

　　　　ればなりません。但し、日本建設機械工業会が発行する譲渡証明書を提出する場合または陸 　 　　 りません。但し、日本建設機械工業会が発行する譲渡証明書を提出する場合または陸運支局管

　　　　運支局管轄のナンバープレートを付けた車両（機械）を成約した場合に限り、この「盗難履歴等 　 　　 轄のナンバープレートを付けた車両（機械）を成約した場合に限り、この「盗難履歴等の出品事前

　　　　の出品事前確認義務における誓約書」の提出は不要と致します。クレーン車両及び陸運支局管 　　　  確認義務における誓約書」の提出は不要と致します。またクレーン車両及び陸運支局管轄のナン

　　　　轄のナンバープレー ト付き車両（機械）として成約した際に提出する譲渡書類については、全国 　 　　 バープレー ト付き車両（機械）として成約した際に提出する譲渡書類については、全国の陸運支局

　　　　の陸運支局で登録が可能なものでなければなりません。 　 　　 で登録が可能なものでなければなりません。

（15）　出品者が、１項（14）に記載の各証明書及び「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」 （16）　出品者が、１項（15）に記載の各証明書及び「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」

　　　　の提出期限を延長する場合、または提出ができない場合には、第33条（譲渡書類の罰則）１項、 　　 　 の提出期限を延長する場合、または提出ができない場合には、第33条（譲渡書類の罰則）１項、

　　　　２項、３項に記載の内容に準じ、処理を行うものとします。また、その際の代金決済に関しまして 　　 　 ２項、３項に記載の内容に準じ、処理を行うものとします。また、その際の代金決済に関しまして

　　　　は、第十章　車両代金等の決済　第39（出品者に対する成約車両代金の支払い）にもとづいて処 　　　　は、第十章　車両代金等の決済　第40（出品者に対する成約車両代金の支払い）にもとづいて処

　　　　理することとします。 　 　　　　理することとします。 　 

（16）　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」は、アライＡＡ指定のもので、原本を提出するも （17）　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」は、アライＡＡ指定のもので、原本を提出するも

　　　　のとし、ＦＡＸ等のコピーは受付できません。 　 　　　のとし、ＦＡＸ等のコピーは受付できません。

　　　　※「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」はアライＡＡが保管し、落札者には提出しま 　　　　※「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」はアライＡＡが保管し、落札者には提出しま

　　　　　せん。 　　　　　せん。

１項（15）（16）、の改定 平成29年4月1日 （15）　建設機械・産業機械を出品し成約した出品者は、開催日を含む８日以内に、譲渡証明書（販売 （15）　建設機械・産業機械を出品し成約した出品者は、オークション開催日を含む８日以内に、アライＡ

　　　　証明可）及びアライＡＡが定める出品者による盗品その他、犯罪性のないことを出品前に確認済 　　　　Ａが定める「誓約書兼販売証明書」を当該アライＡＡに提出しなければなりません。但し、日本建設

　　　　みとする「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」を添え当該アライＡＡに提出しなけ 　　　　機械工業会が発行する譲渡証明書を提出する場合、または陸運支局管轄のナンバープレ ートを

　　　　ればなりません。但し、日本建設機械工業会が発行する譲渡証明書を提出する場合または陸 　　　　付けた機械（車両）を成約した場合に限り、提出は不要と致します。またクレーン車両及び陸運支

　　　　運支局管轄のナンバープレートを付けた車両（機械）を成約した場合に限り、この「盗難履歴等  　      局管轄のナンバープレー ト付き機械（車両）の譲渡書類については、全国の陸運支局で登録が可

　　　　の出品事前確認義務における誓約書」の提出は不要と致します。またクレーン車両及び陸運支 　　     能なものでなければなりません。　　

　　　　局管轄のナンバープレー ト付き車両（機械）として成約した際に提出する譲渡書類については、

　　　　全国の陸運支局で登録が可能なものでなければなりません。

（16）　出品者が、１項（15）に記載の各証明書及び「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」 （16）　出品者が、1項（15）に記載する「誓約書兼販売証明書」の提出期限を遅延する場合、または提出

　　　　の提出期限を延長する場合、または提出ができない場合には、第33条（譲渡書類の罰則）１項、 　　　  ができない場合には、第33条（譲渡書類の罰則）１項、２項、３項に記載の内容に準じ、処理を行う

　　　　２項、３項に記載の内容に準じ、処理を行うものとします。また、その際の代金決済に関しまして 　　　　ものとします。また、その際の代金決済に関しては、第十章　車両代金等の決済　第40条（出品者

　　　　は、第十章　車両代金等の決済　第40（出品者に対する成約車両代金の支払い）にもとづいて処 　　　　に対する成約車両代金等の支払い）にもとづ いて処理を行います。

　　　　理することとします。 　    　
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新



第九（旧八）章 第32（旧31）条 １項（17）の改定 平成29年4月1日 （17）　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」は、アライＡＡ指定のもので、原本を提出す （17）　「誓約書兼販売証明書」は、アライＡＡ指定のもので原本を提出するものとし、FAX等のコピーや

　書　類 （譲渡書類） 　　　　るものとし、ＦＡＸ等のコピーは受付できません。 　 　　　記載内容に於ける訂正、誤字、空欄等がある場合は、受付致しません。

　　　　※「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」はアライＡＡが保管し、落札者には提出し 　　　　※「誓約書兼販売証明書」はアライＡＡが保管し、落札者には提出しません。

　　　　　ません。

第33（旧32）条  ３項、４項、６項の改定 平成24年6月1日 ３　　出品者が譲渡書類の引渡しができない場合または、書類遅延日数23日以上で落札者よりキャン ３　　出品者が譲渡書類の引渡しができない場合、速やかにその旨を当該開催事務局に連絡することと

（譲渡書類の罰則） 　　　セル希望との連絡があった場合、成約車両の契約を解除することができるものとします。その際、   　　 し、原則キャンセル対応とします。その際、出品者はペナルティ（書類細目事項３．書類遅延ペナル

　　　出品者にペナルティ100,000円及び実費を負担するものとし、実費には、販売利益は含まないもの 　 　　ティ及び紛失等によるペナルティ参照　書類遅延ペナルティは含まない）、及び実費を負担するも

　　　とします。  　　　のとします。

４　　登録識別情報が通知されている車両または、ＯＣＲシートへの記載ミスにより、移転登録等に弊害 ４　　登録識別情報が通知されている車両または、ＯＣＲシートへの記載ミスにより、移転登録等に弊害

　　　が生じた場合には、ペナルティ（10,000円）を出品者に科すものとし、落札者の申告日から８日以内 　　　が生じた場合には、出品者は落札者の申告日から８日以内に登録できるように対応することとしま

　　　に登録ができるように対応することとします。これを遅延した場合には７日を遅延するごとに 　　　す。これを遅延した場合で申告日から９日以降10,000円、且つ７日を遅延するごとに10,000円を加

　　　10,000円を加算するものとし、上限金額を50,000円までとします。また、落札者の申告日から２３ 　　　算するものとし、上限金額を50,000円までとします。また、落札者の申告日から ２３日以上経過し

　　　日以上遅延した場合は、前項と同様の扱いとします。 　　　た場合はキャンセル可能とし、申告日を起算とし、前項と同様の扱いとします。

６　　落札者の受領した譲渡書類が不備の場合、当該開催事務局に連絡があった日を起算日としてペ ６　　落札者の受領した譲渡書類に不備がある場合、または移転登録等の手続に弊害が生じた場合に

　　　ナルティ(10,000円)の対象とし、差替を必要とする場合には、当該開催事務局に提出した日を起算 　　　は、当該開催事務局に連絡があった日を起算日として、譲渡書類の差替を必要とする場合には、

　　　日とします。また、落札者の申告日から８日以内に登録ができるように対応するものとし、これを 　　　当該開催事務局に譲渡書類を提出した日を起算日として、それぞれペナルティ（10,000円）の対象

　　　遅延した場合には７日をのとし、上限金額を50,000円までとします。但し、通常の書類提出期限内 　　　とします。出品者は起算日より８日以内に登録ができる書類を当該開催事務局に提出することとし、

　　　は、ペナルティの対象外とします。 　　　これを遅延した場合には７日を遅延するごとにペナルティ10,000円を加算するものとします。但し、

　　　通常の書類提出期限内は、ペナルティの対象外とします。また、落札者の申告日から２３日以上経

　　　過した場合は、第33条３項と同様の扱いとし、起算日は落札者からの申告日とします。

　　　

 ６項、７項の改定 平成27年11月1日 ６　　落札者の受領した譲渡書類に不備がある場合、または移転登録等の手続に弊害が生じた場合に ６　　落札者の受領した譲渡書類に不備があり差替えを必要とする場合は、当該開催事務局に譲渡書

　　　は、当該開催事務局に連絡があった日を起算日として、譲渡書類の差替を必要とする場合には、 　　　類を提出した日を起算日とし、遅延ペナルティの対象とします。また、移転登録等の手続きに弊害

　　　当該開催事務局に譲渡書類を提出した日を起算日として、それぞれペナルティ（10,000円）の対象 　　　が生じた場合には、当該開催事務局に連絡があった日を起算日とし、遅延ペナルティの対象としま

　　　とします。出品者は起算日より８日以内に登録ができる書類を当該開催事務局に提出することと 　　　す。それぞれの起算日より２３日以上未提出の場合、落札者はキャンセル可能とします。

　　　し、これを遅延した場合には７日を遅延するごとにペナルティ10,000円を加算するものとします。但

　　　し、通常の書類提出期限内は、ペナルティの対象外とします。また、落札者の申告日から２３日以

　　　上経過した場合は、第33条３項と同様の扱いとし、起算日は落札者からの申告日とします。

７　　出品者が出品票に明記した付属書類等の提出期限を過ぎた場合はペナルティ（10,000円）とし、紛 ７　　出品者が出品票に明記した付属書類等の提出期限を過ぎた場合はペナルティ（10,000円）とし、紛

　　　失等で提出できない場合はクレームの対象とします。また、部品等はクレーム規約に 準じます。 　　　失等で提出できない場合はクレーム対象とします。

      

 11項の改定 平成24年6月1日 11　 落札者が、成約後に旧所有者等への直接連絡、出品者が開示請求による落札者等への直接連 11　 落札者が、成約後に旧所有者等への直接連絡をした場合、出品者が成約後に落札者等へ直接連

　　　絡をした場合には、ペナルティ50,000円を科すものとします。尚、アライＡＡの裁定によりペナルテ 　　　絡をした場合には、ペナルティ50,000円を科すものとします。尚、アライＡＡの裁定によりペナルティ

　　  ィ金額の変動および、参加取引停止等のペナルティを科すものとします。 　　　金額の変動および、参加取引停止等のペナルティを併科するものとします。

第34（旧33）条 １項、３項の改定 平成24年6月1日 １　　落札者は、オークション開催月の翌月末まで、または譲渡書類の有効期限以内（出品票記載、早 １　　落札者は、オークション開催月の翌月末まで、または譲渡書類の有効期限以内（出品票記載、早

（名義変更と抹消 　　　期名義変更を含む）に移転登録等の手続きをしなければならないものとします。      　　　期名義変更を含む）に移転登録等の手続きをしなければならないものとします（軽自動車、自動２

　依頼） 　　　輪の場合、出品票に有効期限（名変期限）等の記載があるものは名義変更期限とし、この期限を

　　　経過しても名義変更未了の場合には第34条１項同様の処理とします）。

３　　軽自動車の税止めは、落札者の責任において行うものとし、名義変更完了通知に転出申告書の ３　　軽自動車、自動２輪の税止めは、落札者の責任において行うものとし、名義変更完了通知に転出

　　　添付も必要とします。 　　　申告書の添付も必要とします。

９項、10項の新設 平成28年1月1日 ９　　クレーン車両の上物について、名義変更（検査証書替）等を必要とする場合は、落札者はオークシ

　　　 ョン開催月の翌月末までに手続きをしなければならないものとします。

10　 上物書類「有」にて車両を成約した場合で、落札者より廃止の依頼があった場合には、出品者にて

　　　廃止するものとします。但し、廃止依頼はオークション終了後30分までとし、上物のプレート回収

　　　等の費用（3,000円）については落札者負担とします。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新



第九（旧八）章 第35（旧34）条 ９項の改定 平成24年6月1日 ９　　低価格車両（成約金額200,000円未満の車両）についてはペナルティ金額の取扱いを通常金額の ９　　低価格車両（成約金額200,000円未満）については、キャンセルペナルティ金額の取扱いを通常金

　書　類 （名義変更の罰則 　　　半額とします。 　　　額の半額とします。

　・その他の罰則）

11項の新設 平成28年1月1日 11　 クレーン車両の上物について、名義変更（車検証書替）が必要なもので、オークション開催月の翌月

　　　末を経過しても名義変更（車検証書替）が未完了の場合には、名義変更遅延ペナルティ 10,000円を

　　　科すものとし、以降週ごとに10,000円を加算するものとします。但し、上限 金額を 100,000円をまで

　　　とします。        

第36（旧35）条 ２項の改定 平成24年6月1日 ２　　リサイクル料金預託済み車両で出品者による申告のないものに関しては、車両金額に当該リサイク ２　　リサイクル料金預託済み車両で出品者によるリサイクル料金預託済み額の申告のないものに関し

（リサイクル料金） 　　　ル料金相当額を含むものとし、再精算は行わないものとします。 　　　ては、車両金額に当該リサイクル料金相当額を含むものとし、再精算は行わないものとします。

第37（旧36）条 ６項の改定 平成24年6月1日 ６　　自動車税の軽課、重課税等の申告があった場合、当該開催事務局に連絡し確認が取れたもの ６　　自動車税に差額が生じた場合は、同年度内に限り再精算します。但し、当該開催事務局に連絡し確

（自動車税） 　　　のみ再精算するものとします。 　　　認が取れたもののみ精算するものとします。

２項の改定 平成28年1月1日 ２　　軽自動車の自動車税は名義変更保証金（10,000円）として落札者より預かり、名義変更後の車検 ２　　軽自動車の自動車税は名義変更保証金（15,000円）として落札者より預かり、名義変更後の車検証

　　　証等の写しを提出することにより精算します。 　　　等の写しを提出することにより精算します。

第38（旧37）条 ３．書類遅延ペナルティ 平成24年6月1日 書類細目 書類細目

（クレーム細目） 　　の改定 ３．書類遅延ペナルティ 〇開催日当日より８日以降の場合、下記のとおりのペナルティ ３．書類遅延及び紛失 〇開催日当日より８日以降の場合、下記のとおりのペナルティ

　　の対象となります。 　　等によるペナルティ 　　の対象となります。

〇譲渡書類の引渡しができない場合または、書類遅延日数が 〇出品者が譲渡書類の引渡しができない場合または、開催日

　23日以上でキャンセル可能とします。 　当日より23日以上未提出の場合、落札者はキャンセル可能

　キャンセルペナルティ100,000円及び実費 　とします。

　開催日当日を起算日としキャンセルペナルティ及び実費の

　支払を要するものとします。

 　キャンセルペナルティは下記のとおりになります。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

９日以上１６日未満の遅延の場合 　10,000円 ９日以上１６日未満の遅延の場合 　10,000円

１６日以上２３日未満の遅延の場合 　20,000円 １６日以上２３日未満の遅延の場合 　20,000円

　30,000円 ２３日以上３０日未満の遅延の場合 　30,000円

３０日以上３７日未満の遅延の場合 　50,000円 ３０日以上３７日未満の遅延の場合 　50,000円

２３日以上３０日未満の遅延の場合

　　　３７日以上遅延の場合　週ごとに10,000円の加算 　　　３７日以上遅延の場合　週ごとに10,000円の加算

申告が開催日当日より８日以内の場合 　100,000円

９日以上１６日未満の場合 　110,000円

１６日以上２３日未満の場合 　120,000円

２３日以上３０日未満の場合 　130,000円

３０日以上３７日未満の場合 　150,000円

　　　　３７日以上の場合　週ごとに10,000円の加算



第九（旧八）章 第38（旧37）条 ５．継続検査用納税証 平成24年6月1日 書類細目 書類細目

　書　類 （クレーム細目） 　　明書の改定 ５．継続検査用納税証明書 〇開催日の翌月末以内で納税証明書の添付が無い場合は、書類 ５．継続検査用納税証明書 〇車検満了日が開催日の翌月末以内で納税証明書の添付が無い

   不備の扱いとします。    場合は、書類不備の扱いとします。

〇車検満了日が同年度内（翌年４月・５月を含む）で成約車両の 〇車検満了日が同年度内（翌年４月・５月を含む）であるときは、

   納税証明書は原則として、譲渡書類に添付して提出とします。    原則として成約車両の納税証明書を譲渡書類に添付して提出しな

〇落札者は車検満了日の１ヶ月前より出品者に請求できるものと 　ければなりません。

　します。 〇落札者は車検満了日の１ヶ月前より出品者に請求できるものと

〇出品者は落札者の請求日より８日以内に提出し、９日以降 　します。

   5,000円、それ以降７日遅延するごとに5,000円のペナルティと 〇出品者は落札者の請求日より８日以内に提出し、９日以降

   します。（上限30,000円まで）    5,000円、それ以降７日遅延するごとに5,000円のペナルティと

〇自動車税未納が発覚した場合は、出品者にペナルティを科す    します。（上限30,000円まで）

  ものとします。 〇自動車税未納が発覚した場合は、出品者にペナルティを科す

  ものとします。（ペナルティの金額は10,000円とし自動車税を立て

　替えた場合は自動車税相当額及び実費を出品者に請求するもの

　とします。）

12．登録識別情報の 書類細目 書類細目

　　ペナルティの改定 12．登録識別情報の 　〇移転及び抹消登録ができない場合、出品者にペナルティ 12．登録識別情報の 　〇移転及び抹消登録ができない場合、落札者の申告日より

　　　ペナルティ 　　　ペナルティ 　　　９日以降10,000円、且つ７日を遅延するごとに10,000円加算

　○落札者に申告日より９日以降10,000円、且つ７日を遅延する 　　　するものとします。（上限50,000円）

　　 ごとに10,000円を加算するものとします。 　○移転及び抹消登録が可能な処置が落札者からの申告日より

　○移転及び抹消登録が可能な処置が落札者からの申告日より 　　  23日以上遅延した場合は、第32条３項と同様の扱いとします。

　　  23日以上遅延した場合は、第32条３項と同様の扱いとします。 　　　但し、起算日は落札者からの申告日とします。

15．自動車税の改定 平成28年1月1日 書類細目 書類細目

15．自動車税 　【名義変更後の精算精算方法】普通車 15．自動車税 　【名義変更後の精算精算方法】普通車

　○同月内に抹消⇒全額落札者に支払い 　○同月内に抹消⇒全額落札者に支払い

　○翌月以降に抹消⇒繰越した月分を出品者に支払い、残額を 　○翌月以降に抹消⇒繰越した月分を出品者に支払い、残額を

　　　　　　　　　　　　　　落札者に返金 　　　　　　　　　　　　　　落札者に返金

　○軽自動車及び自動二輪車は、名義変更後に全額落札者へ 　○軽自動車及び自動二輪車は、名義変更後に全額落札者へ返金

　　返金します。但し、年度末までのＡＡで落札された車両が新年 　　　します。但し、年度末までのＡＡで落札された車両が新年度以

　　度以降に名義変更された場合は、下記の通りに精算します。 　　　降に名義変更された場合は、下記の通りに精算します。

　

出品者戻し⇒年税相当額

落札者戻し⇒名義変更保証金（1,500円）より年税相当額を引いた

*年税相当額を出品者へ支払うこととします。 　　　　　　　　　残金

（地域により金額が異なる事があります。）

18．付属書類、部品等 平成27年11月1日 書類細目 書類細目

　　の提出の改定 18．付属書類、部品等の 　〇出品者は、譲渡書類を事務局提出８日以内 18．付属書類、部品等の 　〇出品者は、開催日を含む８日以内の提出

　　 提出 　○落札者は、譲渡書類発送後10日以内に当該事務局に申告し、 　　 提出 　○落札者は、譲渡書類発送後10日以内に当該事務局に申告し、申

　　 申告期限を過ぎたものは、ペナルティの対象外とします。 　　 告期限を過ぎたものは、ペナルティ（クレーム）の対象外とします。
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平成24年6月1日

規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

　　 10,000円を科すものとします。

　○移転登録⇒全額出品者に支払い 　○移転登録⇒全額出品者に支払い

二輪・4ナンバー 5ナンバー

出品店戻し 4,000円 ＊7,200円

落札店戻し 6,000円 2,800円



第十（旧九）章 第39（旧38）条 ４項の改定 平成25年3月1日 ４　　落札金額1,000万を超える車両については、第３章第16条１項に基づき、落札者に対し入金後搬 ４　　落札車両の落札金額が1,000万円を超える場合、その他アライＡＡが相当と判断した場合は、落札

車両代金等の決済 （車両代金等 　　　出の対応を行います。そのため、出品者に対しては、落札者の入金後の支払い対応をする場合 　　　者が落札代金等の決済を完了するまで、当該落札車両の搬出を認めないものとします。

　　　　　の決済） 　　　があります。

１項～６項の改定 平成27年11月1日 　第39（旧38）条　　（車両代金等の決済）　 　第39（旧38）条　　（代金等の決済）　

７項、８項の新設 １　　落札者はアライＡＡにおいて落札した場合は、車両代金・落札手数料・自動車税等を一括して当該 １　　アライＡＡは、会員と行う全取引（オークション取引、オークション以外の物品取引、その他ＡＩ－ＮＥ

　　　　　 　　　開催日を含めて７日以内にアライＡＡに現金で支払わなければならないものとします。但し、アライ 　　　Ｔを含むアライＡＡが提供する各サービスの利用）により発生する債権・債務について、その取引内

       ＡＡでの着金確認をもって決済とします。尚、小切手による支払いは、認めないものとし ます。 　　　容、債権・債務に対する金額を記載した明細（以下「オークション計算書」という）をオークション開催

      　　　毎にファクシミリにて会員に送付するものとします。

２　　落札者は、落札車両に対するクレームがあってもその解決とは別に、前項の期間内に車両 代金・ ２　　会員は、アライＡＡからオークション計算書が送付されない場合、または送付されたオークション計

　　　落札手数料・自動車税等を支払わねばならないものとします。 　　　算書の内容に相違がある場合は、速やかにアライＡＡへ申告しなければならないものとします。

３　　アライＡＡの各開催で発生した支払い等については、その開催会場のみで処理するものとし、他会 ３　　会員が、アライＡＡに対して債務を履行する場合、オークション開催日を含む７日以内に当該アライ

　　　場の開催との相殺は認めないものとします（但し、アライＡＡ事務局が認めた場合はこの限りではあ 　　　ＡＡに銀行振込にて行うものとし、全債務の履行を一括で完了するものとします。その際、アライＡ

       りません）。 　　　Ａは、着金確認をもって決済するものとします。尚、小切手による支払いは、認めない ものとします。

４　　落札車両の落札金額が1,000万円を超える場合、その他アライＡＡが相当と判断した場合は、落札 ４　　会員は、クレームの有無、またその解決にかかわらず、本条３項に記載の期間内に債務の履行を

　　　者が落札代金等の決済を完了するまで、当該落札車両の搬出を認めないものとします。 　　　完了しなければならないものとします。

５　　アライＡＡは、会員に対し各開催で発生した請求・支払い及び累計残高を記載した計算書をファク ５　　アライＡＡは、車両代金が1,000万円を超える場合、その他アライＡＡが相当と判断した場合は、会員

　　　シミリにて送信することにより精算するものとします。 　　　が債務の履行を完了するまで、当該車両の搬出を認めないものとします。

６　　車両代金等の決済において発生する振込手数料は送金側の負担とします。 ６　　アライＡＡは、アライＡＡが特別に認めた場合を除き、オークション開催で発生した会員の債務処理を

　　　開催会場のみで処理するものとし、他会場の開催で発生した債権との相殺は認めないものとします。

７    会員の債務の履行において、発生する手数料等は会員が負担しなければならないものとします。

８　　会員の債務の履行時期がアライＡＡの休業日となる場合、アライＡＡは、当該期限の変更を 行うも

　　　のとし、変更後の期限をアライＡＡ各会場での掲示及びホームページ（URL：http://www.araia.jp/）

　　　に掲載するものとします。

　　

第40（旧39）条 １項の改定 平成25年3月1日 １　　出品者に対する成約車両代金・自動車税等の支払いは、原則として当該開催日の成約車両すべ １　　アライＡＡによる出品者に対する成約車両代金・自動車税等（以下「成約車両代金等」といいます。）

（出品者に対する 　　　ての登録書類が揃わなければお支払いいたしません。但し、高額車両（成約金額1,000万以上の 　　　の支払いは、原則として当該オークション開催日に出品者が出品した全成約車両に係る登録書類

成約車両代金等 　　　車両）については、落札者の入金確認後のお支払いとなる場合もあります。 　　　を提出しなければ行いません。ただし、出品者が全成約車両の登録書類を提出した場合であっても、

の支払い） 　　　成約車両１台あたりの成約車両代金等が１０００万円を超えたとき、その他アライＡＡが相当と判断

　　　したときは、落札者による成約車両代金等の入金が確認された後に支払うものとします。

 　　　

２項の改定 平成27年8月1日 ２　　成約車両代金・自動車税等の支払期日は、当該開催日の成約車両すべての登録書類がアライＡ ２　　成約車両代金・自動車税等の支払期日は、当該開催日の成約車両すべての登録書類がアライＡ

　　　Ａ営業日の午前中に入庫・完備となった場合、翌銀行営業日のお支払いとなります。 　　　Ａ営業日の午前中に入庫・完備となった場合、翌銀行営業日のお支払いとなります。

　　　但し、上記アライ営業日に土曜・日曜・祭日は含まないものとします。

第41（旧40）条 １項、２項の改定 平成24年10月1日 第41条（旧40条）　　（所有権の保留） 第41条（旧40条）　　（落札車両の取扱）

（落札車両の取扱） ３項、４項、５項の新設 １　　落札者が落札車両代金をアライＡＡに支払う前に､アライＡＡが出品者に対して成約車両代金を支 １　　落札車両の所有権は、本条２項の場合を除き、落札者が落札代金及び手数料等をアライＡＡに払

　　　払った場合は、支払い時に落札車両の所有権はアライＡＡに移転し、落札者が落札車両代金を支 　　　い込んだ時、出品者から落札者に移転します。

　　　払った時に落札車両の所有権は落札者に移転するものとします。 ２　　アライＡＡが出品者に落札車両代金等を立替払いしたにもかかわらず、落札者が定められた期日ま

２　　落札代金の支払遅延等で落札車両の所有権がアライＡＡに留保されている車両については、アラ 　　　でに落札車両代金及び手数料等を払い込まなかった時は、アライＡＡは、出品者に通知して、落札

　　　イＡＡは落札者の承諾なしに当該車両を引き上げることができるものとします。 　　　車両の所有権をアライＡＡに移転させることができます。この場合、落札者は、アライＡＡが本条４項

　　　に基づいて落札車両を他に処分するまでは、落札車両代金、手数料等、第43条に定める遅延損害

　　　金、ペナルティ等をアライＡＡに払い込んで、落札車両の所有権をアライＡＡから取得することができ

　　　ます。

３　　本条２項によって落札車両の所有権がアライＡＡに移転した場合でも、本条４項による処分がなされ

　　　るまでの間に落札車両に課される自動車税及び名義変更等にかかる費用は落札者が負担するも

　　　のとします。
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第十（旧九）章 第41（旧40）条 １項、２項の改定 平成24年10月1日 ４　　アライＡＡは、次の各号のいずれかの場合、落札者に事前に通知することなく、本条２項によってア

車両代金等の決済 （落札車両の取扱） ３項、４項、５項の新設 　　　ライＡＡに所有権を移転させた落札車両を他に処分し、処分代金から処分に要した費用を控除した

　　　残額をもって落札車両代金立替金、手数料等、遅延損害金及びペナルティ等を精算することがで

　　　きます。

（１）　　落札者が、落札車両代金、手数料等、遅延損害金及びペナルティ等の払い込みを遅延したとき。

（２）　　落札者について、第21条及び第22条に規定する事由のいずれかが生じたとき。

５　　アライＡＡに出品されて流札した車両及び落札された車両のうち、アライＡＡが出品者又は落札者に

　　　警告等をしても搬出されない車両がある場合、アライＡＡは、当該車両を他に処分できるものとし、処

　　　分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって、手数料等、遅延損害金及びペナルティ等を

　　　精算することができます。

第44（旧43）条 １項、２項の改定 平成24年10月1日 第44（旧43）条　　（遅延損害金等） 第44（旧43）条　　（遅延損害金等・債権債務の相殺）

（遅延損害金等・ ３項の新設 １　　会員がアライＡＡに対して、有する債務の支払いを怠ったときは、日歩４銭の割合による遅延損害 １　　会員がアライＡＡに対して、有する債務の支払いを怠ったときは、日歩４銭の割合による遅延損害金

債権債務の相殺） 　　　金を支払うものとします。 　　　を支払うものとします。

２　　アライＡＡを主催する荒井商事株式会社と会員との間に中古自動車・中古二輪車以外の物品取引 ２　　アライＡＡを主催する荒井商事株式会社と会員との間に中古自動車・中古二輪車以外の物品取引

　　　が生じた場合における代金決済についても本章の処理基準によるものとし、支払を怠った場合、前 　　　が生じた場合における代金決済についても本章の処理基準によるものとし、支払を怠った場合、前

　　　項の遅延損害金を基本とし、支払うものとします。 　　　項の遅延損害金を基本とし、支払うものとします。

３　　荒井商事株式会社が会員に対して債権を有し、アライオートオークション仙台株式会社が会員に対

　　　して債務を負担する場合において、債権を有し、または債務を負担する会社は、会員に対して相殺

　　　を主張することができるものとし、会員は当該相殺について予め承諾するものとする。

　　　アライオートオークション仙台株式会社が会員に対して債権を有し、荒井商事株式会社が会員に対

　　　して債務を負担する場合も同様とします。

第十二（旧十一）章 第45（旧44）条 １項の改定 平成24年1月1日 １　　落札車両について以下の各号の１つに該当する事由が存する場合には、落札者はそれぞれの １　　落札車両について以下の各号の１つに該当する事由が存する場合には、落札者はそれぞれの項

契約の解除　 （重大な瑕疵と 　　　項目に定められた日数内に限り売買契約を解除することができるものとします。尚、落札車両が、 　　　目に定められた日数内に限り売買契約を解除することができるものとします。尚、落札車両が、差

　契約解除） 　　　差押え車、盗難車、抵当権設定車（解除不能）、犯罪関与車などの所有権移転に法的問題のある 　　　押え車、盗難車、抵当権設定車（解除不能）、犯罪関与車などの所有権移転に法的問題のある車

　　　車両であった場合、クレーム期限は無期限とします（ペナルティの対象となります）。 　　　両であった場合、契約解除とし、出品者に車両が返還されない場合でも車両代金、実費を支払うも

　　　また、アライＡＡの各会場が指定する特定の地域については適宜延長するものとします。 　　　のとします。尚、クレーム期限は無期限とします。（ペナルティの対象となります。）

平成29年4月1日 １　　落札車両について以下の各号の１つに該当する事由が存する場合には、落札者はそれぞれの １　　落札車両について以下の各号の１つに該当する事由が存する場合には、落札者はそれぞれの項

　　　項目に定められた日数内に限り売買契約を解除することができるものとします。尚、落札車両が、 　　　目に定められた日数内に該当する事由をアライＡＡに申告するとともに、アライＡＡが落札者からの

　　　差押え車、盗難車、抵当権設定車（解除不能）、犯罪関与車などの所有権移転に法的問題のある 　　　申告を認めた場合に限り売買契約を解除することができるものとします。尚、落札車両が、差押え

　　　車両であった場合、契約解除とし、出品者に車両が返還されない場合でも車両代金、実費を支払 　　　車、盗難車、抵当権設定車（解除不能）、犯罪関与車などの所有権移転に法的問題のある車両で

　　　うものとします。尚、クレーム期限は無期限とします。（ペナルティの対象となります。） 　　　あった場合、契約解除として、出品者に車両が返還されない場合でも車両代金、実費を支払うもの

　　　とします。尚、法的に問題がある車両のクレーム期限は無期限とします（ペナルティの対象となり

　　　ます）。

３項の改定 平成29年4月1日 ３  　本条項によって契約が解除された場合には、当該車両の出品者は落札者がこうむった一切の損 ３  　本条項によって契約が解除された場合には、当該車両の出品者は落札者かこうむった一切の損害

　　　害を賠償しなれけばならないものとし、アライＡＡは一切損害賠償の責を負わないものとします。     　（販売利益は含まない）を賠償しなければならないものとし、アライＡＡは一切損害賠償の責を負わな

     　いものとします。

第46（旧45）条 １項の改定 平成29年4月1日 １　　落札車両に前条以外の隠れたる瑕疵が存したとき、または、出品票の記載事項と成約車両の品 １　　落札車両に前条以外の隠れたる瑕疵が存したとき、または、出品票の記載事項と成約車両の品質

（通常の瑕疵と 　　　質が重要な部分において相違するときは、落札者は４ＷＡＡでは開催日当日（含む）から日曜日を 　　　が重要な部分において相違するときは、落札者は軽自動車・小型自動車・普通自動車の場合では

　契約解除） 　　　除く４日以内、ＶＴＡＡでは開催日当日（含む）から日曜日を除く５日以内に限り、売買契約の解除 　　　オークション開催日から日曜日を除く４日以内、中型以上のトラック・バス車両での場合は、５日以

　　　または、売買代金減額の請求をすることができるものとします。尚、45条１項同様アライＡＡの各 　　　内に相違する内容をアライＡＡに申告するとともに、アライＡＡが落札者からの申告内容を認めた場

　　　会場が指定する特定地域については期日を適宜延長するものとします。　　 　　　合に限り、売買契約の解除または、売買代金減額の請求をすることができるものとします。

３項の改定 平成29年4月1日 ３　  上記契約解除に伴い、落札者は出品者に対して当該損害の賠償を請求するものとし、アライＡＡ ３　  上記契約解除に伴い、落札者は出品者に対して当該損害（販売利益は含まない）の賠償を請求す

　　　は一切損害賠償の責を負わないものとします。 　　　るものとし、アライＡＡは一切損害賠償の責を負わないものとします。
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第十二（旧十一）章 新たに、第47条 １項～６項を新設 平成25年3月1日 １　　アライＡＡは、出品者と落札者との間で売買契約が成立した場合であっても、出品者と落札者との

契約の解除　 （アライＡＡによる 　　　関係、出品又は落札価格、出品から落札に至る経過その他諸般の事情に鑑み、オークション取引

契約解除）を新設 　　　として適当でないと判断したときは、当該売買契約を解除して無効にすることができるものとします。

　　　ただし、成約車両代金等の支払い及び車両の搬出がいずれも完了しているときは、この限りではな

　　　いものとします。

２　　アライＡＡは、出品者と落札者との間で成立した売買契約がオークション取引として適当でない疑い

　　　があるときは、出品店及び落札店から事情を聴取し、又はこれらの者に資料等の提出を要求する

　　　など、必要な調査を行うことができるものとします。この場合、出品者及び落札者は、アライＡＡの

　　　調査に誠実に対応しなければなりません。

３　　アライＡＡは、前項の調査が完了するまでの間、落札者に対して成約車両の搬出を制限し、出品者

　　　に対して成約車両代金等の支払いを停止することができるものとします。

４　　アライＡＡは、第２項の調査が終了し、当該売買契約を解除するときは、その旨を出品者及び落札

　　　者に通知するものとします。

５　　アライＡＡは、相当と認める場合は、落札者が第38条第１項に定める支払期日までに成約車両代

　　　金等を支払わないこと等を条件として、第１項の解除を行うことができるものとします。

６　　本条による売買契約の解除その他アライＡＡの措置により会員に損害が生じたとしても、アライＡＡ

　　　はその損害を賠償する責任はないものとします。

　第47条（出品車両の所有に関する疑義）以下、48条、49条、50条、51条、52条を48条以下として順位を

　繰下げ、改定

第49（旧47）条 1項、2項の改定 平成25年3月1日 １　　第44条、第45条、第46条によって契約が解除された場合には、出品者または落札者は直ちにその １　　第45条、第46条、第47条によって契約が解除された場合には、出品者または落札者は直ちにその

（契約解除の通知 　　　旨をアライＡＡに通知しなければならないものとします。 　　　旨をアライＡＡに通知しなければならないものとします。

　と手数料） ２　　第44条、第45条、第46条の規定によって解除された場合には、アライＡＡは出品者から受領済みの ２　　第45条、第46条、第47条の規定によって解除された場合には、アライＡＡは出品者から受領済みの

　　　出品手数料・成約手数料は返還しないものとします。 　　　出品手数料・成約手数料は返還しないものとします。

第50（旧48）条 １項（２）以降に、小山 平成24年6月1日 （２）　　落札価格が200万円以上の車両については、落札価格の3％（但し、100円未満は切り捨て） （２）　　落札価格が200万円以上の車両については、落札価格の3％（但し、100円未満は切り捨て）

（解約） 会場規約を新設 　　　　 但し、小山会場にて開催されるバン・トラックオークションにつきましては、下記の通りといた

　　　 　します。

（１）　　落札価格が100万円未満の車両については、100,000円

（２）　　落札価格が100万円以上の車両については、落札価格の10％（但し、100円未満は切り捨て）

　　

１項の改定 平成29年1月1日 １　　落札車両の売買当事者双方は、当該車両の落札時より１時間以内までとし、オークション終了時 １　　落札車両の売買当事者双方は、当該車両の落札時より１時間以内までとし、オークション終了時

　　　においても１時間以内ならば、お互いに相手方に対して以下の解約金を支払うことにより、相手方 　　　においても１時間以内ならば、お互いに相手方に対して以下の解約金を支払うことにより、相手方

　　　の承諾を得ず当該車両の売買契約を解約することができます。この場合においては、解約を申し 　　　の承諾を得ず当該車両の売買契約を解約することができます。この場合においては、解約を申し

　　　出た当事者がアライAAに対して、当該車両の出品手数料、成約手数料、落札手数料を支払わな 　　　出た当事者がアライＡＡに対して、当該車両の出品手数料、成約手数料、落札手数料（ＡＩ-ＮＥＴ入

　　　ければならないものとします（但し、会場により異なることがあります）。 　　　札料・ＡＩ-ＮＥＴ落札料割増含む）を支払わなければならないものとします（但し、会場により異なる

（１）　　落札価格が200万円未満の車両については、50,000円 　　　ことがあります）。

（２）　　落札価格が200万円以上の車両については、落札価格の3％（但し、100円未満は切り捨て） （１）　　落札価格が200万円未満の車両については、50,000円

　　　 　但し、　小山会場にて開催されるバン・トラックオークションにつきましては、下記の通りといたし （２）　　落札価格が200万円以上の車両については、落札価格の3％（但し、100円未満は切り捨て）

　　 　　ます。 　　　 　但し、小山会場にて開催されるバン・トラックオークション及びアライＡＡ小山建機オークションに

（１）　　落札価格が100万円未満の車両については、100,000円 　　　　 つきましては、下記の通りといた

（２）　　落札価格が100万円以上の車両については、落札価格の10％（但し、100円未満は切り捨て） （１）　　落札価格が200万円未満の車両については、100,000円

（２）　　落札価格が200万円以上500万円未満の車両については、200,000円

（３）　　落札価格が500万円以上の車両については、300,000円

平成29年4月1日 　　　　但し、小山会場にて開催されるバン・トラックオークション及びアライＡＡ小山建機オークションに 　　　　但し、小山会場にて開催されるバン・トラックオークションにつきましては、下記の通りといたします。

　　　　つきましては、下記の通りといたします。 　　
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第十三（旧十二）章 第52（旧50）条 平成24年10月1日 本規約に関して会員とアライＡＡを管理運営する荒井商事株式会社の間に紛争が生じた場合には、当 本規約に関して会員とアライＡＡの間に紛争が生じた場合には、当該紛争の管轄裁判所は各会場の所

紛争の処理 （合意管轄）の改定 該紛争の管轄裁判所は各会場の所在地を管轄する地方裁判所とします。 在地を管轄する地方裁判所とします。

平成27年8月1日 本規約に関して会員とアライＡＡの間に紛争が生じた場合には、当該紛争の管轄裁判所は各会場の所 アライＡＡでの取引、運営、その他本規約に関して会員とアライＡＡの間に紛争が生じた場合には、東京

在地を管轄する地方裁判所とします。 地方裁判所又は東京簡易裁判所を当該紛争に関する第一審の専属的管轄裁判所とします。

第十四（旧十三）章 第53（旧51）条 平成24年10月1日 本規約の改訂は、アライＡＡがその運営上必要且つ相当であると合理的に認める場合、アライＡＡを運 本規約の改訂は、アライＡＡは、その運営上必要且つ相当であると認める場合、本規約を改訂できるも

規約の改定 （本規約の改定） 営、管理する荒井商事株式会社が改訂できるものとします。この場合、会員の権利義務その他アライ のとします。この場合、会員の権利義務その他アライＡＡの運営・管理に関する条件は、変更後の規約

ＡＡの運営・管理に関する条件は、変更後の規約によるものとします。尚、変更規定の内容は、オーク によるものとします。尚、変更規定の内容は、オークション会場内にて開示する他、書面での通知、アラ

ション会場内にて開示する他、書面での通知、アライＡＡのホームページ等にて行うものとします。 イＡＡのホームページ等にて行うものとします。

附則 平成29年4月1日 本規約は、昭和62年 6月 1日から施行します。 本規約は、昭和62年 6月 1日から施行します。

第１条（施行） 本規約は、昭和62年10月 1日一部改正 本規約は、昭和62年10月 1日一部改正、施行。

の改定 本規約は、平成 2年10月 1日一部改正 本規約は、平成 2年10月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成 5年 8月 1日一部改正 本規約は、平成 5年 8月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成 8年10月 1日一部改正 本規約は、平成 8年10月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成10年 4月 1日一部改正 本規約は、平成10年 4月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成15年 1月 1日一部改正 本規約は、平成15年 1月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成16年 5月 1日一部改正 本規約は、平成16年 5月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成17年11月 1日一部改正 本規約は、平成17年11月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成18年10月 1日一部改正 本規約は、平成18年10月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成21年12月 1日一部改正 本規約は、平成21年12月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成22年 4月 3日一部改正、施行。

本規約は、平成22年 8月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成23年 7月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成24年 1月13日一部改正、施行。

本規約は、平成24年 6月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成24年10月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成24年12月10日一部改正、施行。

本規約は、平成25年 3月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成26年 1月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成27年 1月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成27年 8月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成27年 11月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成28年 1月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成28年 6月 10日一部改正、施行。

本規約は、平成29年 1月 1日一部改正、施行。

本規約は、平成29年 3月 4日一部改正、施行。

本規約は、平成29年 4月 1日一部改正、施行。

附則 平成27年8月1日 第２条（平成27年8月1日の一部改訂に伴う経過措置）

第２条（（平成27年 １　　改訂前の会員に対する第９条１項の適用は、本改定後に最初に到来する登録期間満了の際から 

8月1日の一部改訂 　　　適用されるものとします。

に伴う経過措置） ２　　登録期間が満了しているにもかかわらず、更新の手続がなされないまま会員資格を有している会

を新設 　　　員については、登録期間の満了の度に登録期間が自動更新されたものとみなして、前項の適用を

　　　行うものとします。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新



第十一章（旧十章） 第３条 12項～18項を改訂、 平成22年4月3日 12　　建設機械・産業機械の出品基準については、以下のとおりとします。 12　　産業機械の出品基準については、以下のとおりとします。

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車両規定） 19項を新たに新設 家電・家具等・ワレ物・危険物・その他小物類・犯罪関与品・抵当権設定品・ 家電・家具等・ワレ物・危険物・その他小物類・犯罪関与品・抵当権設定品・

（重建機の出品車両 差し押さえ品・車体No.不鮮明・部品取り済み品・オイル漏れ大のもの 差し押さえ品・車体No.不鮮明・部品取り済み品・オイル漏れ大のもの

規程を追加） 大型発電機等で分解されているもの 大型発電機等で分解されているもの

カギを必要とするものでカギがないもの カギを必要とするものでカギがないもの

E/G・T/M不良のもの（移動不能のもの）※自走可能な車両のみ出品受付 E/G・T/M不良のもの（移動不能のもの）※自走可能な車両のみ出品受付

部品欠品により正常な機能を果たせないもの 部品欠品により正常な機能を果たせないもの

アライAAにて車体No.・コーションプレート・製造No.のいずれかの確認が取 アライAAにて車体No.・コーションプレート・製造No.のいずれかの確認が取

れないもの れないもの

車両の一部切断による出品に際し、車体No.の打刻がそのまま残っているもの 車両の一部切断による出品に際し、車体No.の打刻がそのまま残っているもの

通常作動ができないもの 通常作動ができないもの

アライ検査員により出品不可と判断したもの アライ検査員により出品不可と判断したもの

13　　建設機械・産業機械の出品に関しては、以下のとおりとします。 13　　産業機械の出品に関しては、以下のとおりとします。

（１）　　新車時（メーカー発行）譲渡証明書または、出品店の譲渡証明書（販売証明可）の提出を必要と （１）　　新車時（メーカー発行）譲渡証明書または、出品店の譲渡証明書（販売証明可）の提出を必要と

　　　　 します。 　　　　 します。

（２）　　車体No.・コーションプレート・製造No.が無いものの出品に関しては、メーカーでの証明書が必要 （２）　　車体No.・コーションプレート・製造No.が無いものの出品に関しては、メーカーでの証明書が必要

　　　　 になる場合があります。 　　　　 になる場合があります。

（３）　　産業機械においてエンジン・ミッション等を出品の目的とする場合は、単体のみでの出品とします。 （３）　　エンジン・ミッション等を出品の目的とする場合は、単体のみでの出品とします。

14　　建設機械（油圧ショベル・ブルドーザー・ホイルローダー等）を出品する際は、メーカー発行の譲渡 14　　重建機・産業機械を出品する際には、オイル洩れ・燃料洩れ等、危険性が無いものとします。また、

　　　 証明書を必要とします。メーカー発行の譲渡証明書が無い場合は、出品者による確認及び譲渡 　 　　オイル洩れ、燃料洩れ等がある場合、アライAA判断により搬入をお断りする場合や、出品を取消

　　　 証明書の提出を必要とします（書類規約第31条・１項（14）に準ずる）。 　 　　とする場合があります。

15　　建設機械・産業機械を出品する際には、オイル洩れ・燃料洩れ等、危険性が無いものとします。 15　　小型船舶を出品する場合、船舶検査期限等を明記したうえで登録に必要な譲渡書類等の提出を

　　　 また、オイル洩れ、燃料洩れ等がある場合、アライAA判断により出品を取消とする場合があり ま 　 　　必要とします（書類規約第31条・１項（15）に準ずる）。

　 　　す。 16　　産業機械で、部品単体（エンジン・クレーン等）での動作確認ができないもののクレーム期限は開

16　　小型船舶を出品する場合、船舶検査期限等を明記したうえで登録に必要な譲渡書類等の提出を 　　　 催日当日より30日とし、期限を過ぎた場合はクレーム対象外となります。

　　　 必要とします（書類規約第31条・１項（15）に準ずる）。 17　　重建機の出品基準については、以下の基準に適合した機械とします。

17　　産業機械で、部品単体（エンジン・クレーン等）での動作確認ができないもののクレーム期限は開 （１）　　機械として名称の用途が成すもの

　　　 催日当日より30日とし、期限を過ぎた場合はクレーム対象外となります。 （２）　　自走可能なもの

18　　建設機械・産業機械の年式、製造年月日違いについては、クレーム期間を書類発送後10日とし、 （３）　　機械は分解されていないもの（但し、輸送上、やむを得ず分解の必要な機械はこの限りではあり

　　　 期限を過ぎた場合はクレーム対象外となります。 　　　 　ません）

（４）　　危険性が無いもの（故障等により操作上危険がある場合は出品取消しとします）

（５）　　犯罪関与品、抵当権設定品、差し押さえ品でないもの

（６）　　車体番号の確認ができるもの（ナンバープレート発行対象の機械は打刻の車体番号が確認でき

　　　　 るもの）

18　　重建機（油圧ショベル・ブルドーザー・ホイルローダー等）を出品する際は、メーカー発行の譲渡証

　　 　明書を必要とします。メーカー発行の譲渡証明書が無い場合は、出品者による確認及び譲渡証明

　　 　書の提出を必要とします（書類規約第31条・１項（14）に準ずる）。

19　　重建機・産業機械の年式、製造年月日違いについては、クレーム期間を書類発送後10日とし、期

　　 　限を過ぎた場合はクレーム対象外となります。

１項の（７）、（８）を改定 平成24年1月1日 （７）　　国産車の未登録車両は完成検査終了証の有効期限が事務局到着時点で３ヶ月以上あること。 （７）　　未登録車両を出品する場合は、国内での登録ができる車両とします。また、登録する際に必要

新たに（７）として統一 （８）　　輸入車の未登録車両は、通関証明、予備検査証の有効期限が事務局到着時点で２ヶ月以上あ 　　　　 な費用については落札者が負担するものとします。

※（９）以降を繰上げ 　　　　ること。

　　

17項（６）の改定 平成27年1月1日 （６）　車体番号の確認ができるもの（ナンバープレート発行対象の機械は打刻の車体番号が確認でき （６）　　車体番号の確認ができるもの（ナンバープレート発行対象の機械は打刻の車体番号が確認でき

 　　　るもの）  　　　　るもの）。但し、アライＡＡ小山　建機オークションにつきましては、車体番号がプレート（コーショ

　　　 　ンプレート）または打刻にて確認ができるもの（ナンバープレート付き車両は打刻による確認がで

　　　　 きるもの）
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

出品不可商品 出品不可商品

出品取消 出品取消



第十一章（旧十章） 第３条 20項の新設 平成27年1月1日 20　　アライＡＡ小山　建機オークションの出品機は、検査機関にて全機を対象に放射線量測定の検査を

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車両規定） 　　 　行い、0.3μシーベルト/時間未満であることを確認しております。

　　　 但し、弊社はこの測定値を保証するものではありませんし、この測定値は恒久的に0.3μシーベル

　　　  ト/時間未満を保証するものではありません。測定箇所や経過時間により、機械の放射線量に変化

　　　 が生じる可能性も考えられますが、その際の測定結果及び輸入国側の数値基準に対して、弊社と

　　　  しては責任を負いかねます。建機オークションい参加されるお客様には、予めご了承頂きますよう

　　 　お願い申し上げます。

12項～20項の改定 平成27年8月1日 12　　産業機械の出品基準については、以下のとおりとします。 12　　アライＡＡでは、建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）に出品す

家電・家具等・ワレ物・危険物・その他小物類・犯罪関与品・抵当権設定品・ 　　　 る出品物を、以下の区分に分け運営を行います。

差し押さえ品・車体No.不鮮明・部品取り済み品・オイル漏れ大のもの 　　　　・「機械」として区分するものは、出品された品物自体で稼働(作動)することができるもの

大型発電機等で分解されているもの 　　　　　（発電機・コンプレッサー等）。

カギを必要とするものでカギがないもの 　　　　・「物品（パーツ）」として区分するものは、出品された品物自体では稼働（作動）することができな

E/G・T/M不良のもの（移動不能のもの）※自走可能な車両のみ出品受付 　　　　　いもの（エンジン・ミッション・アタッチメント等）。また輸送上、転倒や油脂類が漏洩する等の危

部品欠品により正常な機能を果たせないもの 　　 　　 険性がある物品を出品する場合は、予め、予防策を施してから出品をしなければな らないもの

アライAAにて車体No.・コーションプレート・製造No.のいずれかの確認が取 　　  　　とします。

れないもの 13　　建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）に関する出品の基本を

車両の一部切断による出品に際し、車体No.の打刻がそのまま残っているもの 　 　　以下の通りとします。

通常作動ができないもの （１）　　機械・物品を出品する際には、綿密に品質を確認するとともに、仕様、瑕疵の程度等を誠実に申

アライ検査員により出品不可と判断したもの 　 　　   告すること。

13　　産業機械の出品に関しては、以下のとおりとします。 （２）　　出品する全ての機械・物品について、製造番号あるいは車体番号が打刻またはコーションプレー

（１）　　新車時（メーカー発行）譲渡証明書または、出品店の譲渡証明書（販売証明可）の提出を必要と  　　　　ト（ステッカー）により確認できること（製造時から番号の無いものは除く）。

　　　 　します。 　　　　　＊製造番号とは、各出品機械・物品の製造番号のこと。

（２）　　車体No.・コーションプレート・製造No.が無いものの出品に関しては、メーカーでの証明書が必要 　　　　　＊エンジン等の部品番号は製造番号としない。

　　　　 になる場合があります。 （３）　　機械・物品（パーツ）の製造番号または車体番号は、正規な番号のものであり、改ざん等がない

（３）　　エンジン・ミッション等を出品の目的とする場合は、単体のみでの出品とします。 　　　　 こと。

14　　重建機・産業機械を出品する際には、オイル洩れ・燃料洩れ等、危険性が無いものとします。ま （４）　　出品前に盗難品、犯罪関与品、抵当権設定品、質権、差押、仮差押、ローン中、その他法的問

　 　　た、オイル洩れ、燃料洩れ等がある場合、アライAA判断により搬入をお断りする場合や、出品を 　　　 　題の対象となっていないことを確認していること。

　 　　取消とする場合があります。 （５）　　出品する機械・物品については、出品者（出品店）が完全な所有権を有していること。

15　　小型船舶を出品する場合、船舶検査期限等を明記したうえで登録に必要な譲渡書類等の提出を （６）　　所轄官庁発行の登録ナンバー（役所ナンバー）付の場合は、所定の手続きにて返納し、登録を抹

　 　　必要とします（書類規約第31条・１項（15）に準ずる）。  　　　　消して出品とすること。

16　　産業機械で、部品単体（エンジン・クレーン等）での動作確認ができないもののクレーム期限は開 （７）　　出品者は、成約した全ての機械・物品について、規約第九章　書類　第32条（譲渡書類）１項（14）

　　　 催日当日より30日とし、期限を過ぎた場合はクレーム対象外となります。 　　　 　号で定める書類を当該アライＡＡに提出すること。

17　　重建機の出品基準については、以下の基準に適合した機械とします。 14　　建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）の出品について、下記内

（１）　　機械として名称の用途が成すもの 　　　 容に該当する場合には、出品できないものとします。また記載内容に該当しない場合でもアライＡＡ

（２）　　自走可能なもの 　　　 の判断により出品ができない場合があります。

（３）　　機械は分解されていないもの（但し、輸送上、やむを得ず分解の必要な機械はこの限りではあ （１）　　燃料漏れ、オイル漏れ等が著しく酷い場合、またはアライＡＡが危険と判断した場合。

　　　 　りません） （２）　　出品する機械が、正常に作動や走行ができない、あるいは大きな損傷や作業上重大な欠陥があ

（４）　　危険性が無いもの（故障等により操作上危険がある場合は出品取消しとします） 　　 　　る場合。

（５）　　犯罪関与品、抵当権設定品、差し押さえ品でないもの （３）　　出品する機械の主要部品に欠陥があり、正常な機能をなさない場合（カギ・バッテリー・燃料タン

（６）　　車体番号の確認ができるもの（ナンバープレート発行対象の機械は打刻の車体番号が確認で 　　　　 ク等）。

　　　 　きるもの） （４）　　部品、装備品が取り外された（分解）状態の場合。

18　　重建機（油圧ショベル・ブルドーザー・ホイルローダー等）を出品する際は、メーカー発行の譲渡証 　　　　 但し、輸送都合で取り外しの必要があると認めた場合は、この限りではないものとする。

　　　 明書を必要とします。メーカー発行の譲渡証明書が無い場合は、出品者による確認及び譲渡証 （５）　　機械に付随するアタッチメント等が作動不良のため、走行ができない場合。

　　 　明書の提出を必要とします（書類規約第31条・１項（14）に準ずる）。 （６）　　建設機械用アタッチメントで、著しい割れや破損がある場合。

19　　重建機・産業機械の年式、製造年月日違いについては、クレーム期間を書類発送後10日とし、期 （７）　　梱包されていて、中身の確認ができない場合。

　　　 限を過ぎた場合はクレーム対象外となります。 （８）　　製造番号、車体番号の確認が明確でないとアライＡＡが判断する場合。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

出品不可商品

出品取消



第十一章（旧十章） 第３条 12項～20項の改定 平成27年8月1日 20　　アライＡＡ小山　建機オークションの出品機は、検査機関にて全機を対象に放射線量測定の検査 （９）　　盗難品、犯罪関与品、抵当権設定品、質権、仮差押、ローン中等による、正常な取引を行うこと

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車両規定） 　　　 を行い、0.3μシーベルト/時間未満であることを確認しております。 　　　　 ができない場合。

　　　 但し、弊社はこの測定値を保証するものではありませんし、この測定値は恒久的に0.3μシーベル （10）　　セット品として出品する場合。但し、建設機械を出品する場合で、該当の機械用に付属としてア

　 　　 ト/時間未満を保証するものではありません。測定箇所や経過時間により、機械の放射線量に変 　　　　　タッチメントがある場合は、セット品として出品を認めるものとします。

　　　 化が生じる可能性も考えられますが、その際の測定結果及び輸入国側の数値基準に対して、弊 （11）　　バッテリー動力の機械で、充電が不十分な場合、またはアライＡＡが不十分と判断した場合。

　　 　社としては責任を負いかねます。建機オークションい参加されるお客様には、予めご了承頂きます 15　　アライＡＡ小山建機オークションの出品については、下記のとおりとします。

　　 　ようお願い申し上げます。 （１）　　アライＡＡ小山建機オークションの出品は、本条12項から14項を基本とします。

（２）　　アライＡＡ小山建機オークションに出品する機械が搬入時バッテリー上がりの場合は、査定並び

　　　 　に移動等の弊害となるため、アライＡＡが新品バッテリーに交換をいたします。尚、その際の交換

　　　　 費用をアライＡＡは出品者へ実費請求するものとします。

（３）　　アライＡＡ小山建機オークションでは、機械が汚れたままの状態で出品された場合は、アライＡＡ

　　　　 が洗車を行います。またその際には、洗車費用としてアライＡＡ小山建機オークション手数料の出

　　　　 品料と同額を出品者に請求するものとします。

（４）　　アライＡＡ小山建機オークションでは、出品する全機械に対し、放射線量の測定値を「0.3μシーベ

　　　　 ルト/時間未満」と定めると共に、検査機関による放射線量の測定を実施します。また測定の結果、

　　　　 規定値を超えた機械については、出品を認めないものとします。

（５）　　本項（４）号における測定検査結果については、測定箇所や経過時間により変化が生ずる可能性

　　　　 もあることより、アライＡＡ小山建機オークションでは、測定結果及び輸入国側の数値基準に対し、

　 　　　一切の責任を負わないものとします。

16　　建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）に関する出品規定並び

　　　 に運営は、アライＡＡ各会場毎に定めるものとし、その詳細をアライＡＡホームページ内、各会場「出

　　　  品規定内」に掲載するものとします。

17項の新設 平成27年11月1日 17　　アライＡＡ検査規定では、出品車両を以下に区分するものとします。

車両区分

13項（２）の改定 平成28年1月1日 （２）　　出品する全ての機械・物品について、製造番号あるいは車体番号が打刻またはコーションプレ （２）　　出品する全ての機械・物品について、製造番号あるいは車体番号が打刻またはコーションプレー

　　　　 ート（ステッカー）により確認できること（製造時から番号の無いものは除く）。 　　　　  ト（ステッカー）により確認できること（建設用アタッチメント、製造時から番号の無いもの は除く）。

　　　　　＊製造番号とは、各出品機械・物品の製造番号のこと。 　　　　　＊陸運支局管轄のナンバープレート付き車両（機械）については、打刻による車体番号の確認       

　　　　　＊エンジン等の部品番号は製造番号としない。 　　　　　　ができるものとします。

　　　　　＊製造番号とは、各出品機械・物品の製造番号のこと。 

　　　　　＊エンジン等の部品番号は製造番号としない。

15項（６）の新設 平成28年6月10日 （６）　　アライＡＡ小山建機オークションでは、出品機が海外使用機の場合、またはアライＡＡ判断により

　　　 　海外使用機の疑いがある機械に関しては出品を認めないものとします。

13項（７）の改定 平成29年3月4日 （７）　　出品者は、成約した全ての機械・物品について、規約第九章　書類　第32条（譲渡書類）１項 （７）　　出品者は成約した全ての機械・物品について、第九章　書類　第32条（譲渡書類）１項（15）号で

　　　 　（14）号で定める書類を当該アライＡＡに提出すること。 　　　 　定める書類を当該アライＡＡに提出すること。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

小　型 軽自動車・小型自動車・普通自動車　積載量０．７５t未満

中型Ⅰ
積載量０．７５t以上４t未満のトラック

フレーム付バン　1ナンバー車（４tベース除く）

中型Ⅱ
積載量４ｔ以上５ｔ未満（車両総重量８t未満・４tベース車含む）

バス（乗車定員11人以上30人未満・バン、特殊車両等）

大　型
積載量５t以上（車両総重量８t以上）

大型バス（乗車定員３０人以上）

特　大
ラフタークレーン（２０t吊り以上のもの）・クローラークレーン

（クレーンが組み立て式のもの）・重ダンプトラック

産業機械

建設機械

現　　　状



第十一章（旧十章） 第３条 １項の改定 平成29年4月1日 １　　出品車両は以下の基準に適合した車両とします。但し、基準適合の判定はアライＡＡの裁定によ １　　出品車両は以下の基準に適合した車両とします。但し、基準適合の判定はアライＡＡの裁定による

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車両規定） 　　　るものとします。（事故現状車両及び現状車両、瑕疵車両等は除きます）。 　　　ものとします。（事故現状車両及び現状車両、瑕疵車両等は除きます）。

（１）　　車両に著しい欠陥等がないもの（商品価値、残存価値としてあるもの）。 （１）　　車両に著しい欠陥等がないもの（商品価値、残存価値としてあるもの）。

（２）　　バッテリーでの始動が正常なこと。 （２）　　バッテリーでの始動が正常なこと。

（３）　　燃料は最低10リットル以上の貯油であること（貯油がない時は3,000円のペナルティを科します）。 （３）　　自走できること。

（４）　　車両の室内及び荷台等にゴミ等が無いこと。           （４）　　燃料は最低10リットル以上の貯油であること（貯油がない時は3,000円のペナルティを科します）。

（５）　　スペアタイヤ・ジャッキ・ホイルレンチ等が付いていること。　 （５）　　車両の室内及び荷台等にゴミ等が無いこと。           

（６）　　ナンバー付車両の場合は、車検まで翌月以上有効期限のある車両で、自賠責保険証書付のも　 （６）　　スペアタイヤ・ジャッキ・ホイルレンチ等が付いていること。　

　　　　 のであること。　 （７）　　ナンバー付車両の場合は、車検まで翌月以上有効期限のある車両で、自賠責保険証書付のも　

　　　　 万が一自賠責保険証書のない車両が出品され、成約した場合は出品票記載の有無にかかわ　　　　  　　　　 のであること。　

　　　　 らず出品者側にて加入するものとします。　　  　　 　　　　 万が一自賠責保険証書のない車両が出品され、成約した場合は出品票記載の有無にかかわ　　　　  

（７）　　未登録車両を出品する場合は、国内での登録ができる車両とします。また、登録する際に必　　　   　　　　 らず出品者側にて加入するものとします。　　  　　 

　　　　 要な費用については落札者が負担するものとします。　 （８）　　未登録車両を出品する場合は、国内での登録ができる車両とします。また、登録する際に必要　　　   

（８）　　ガス漏れ、オイル漏れ等の火災の危険性がないこと。            　　　　 な費用については落札者が負担するものとします。　

（９）　　出品車両は、ユーザー保護及びトラブル防止の観点から、自社名義での出品を原則とします。　 （９）　　予備検査付きで車両を出品する場合は、自動車予備検査証の有効期限を明記すること。

（10）　　ラジコン、リモコン、ナビロム等の部品及び車両出品時における社外品等の取外しの容易な部　 （10）　　職権打刻による予備検査をつけた車両を出品する場合は、その旨を明記するとともに、自動車

　　　　  品等は書類と共に事務局へ提出するものとします。　 　 　　　 予備検査証の有効期限が翌月末以上あるものとします。

（11）　　車検の有効期限内にある普通車を出品する場合は、ナンバープレートおよび封印が付いてい          （11）　　ガス漏れ、オイル漏れ等の火災の危険性がないこと。

　 　　　 ることとします。また、車検の有効期限内にある軽自動車をナンバーの無い状態で出品する場　 （12）　　出品車両は、ユーザー保護及びトラブル防止の観点から、自社名義での出品を原則とします。　

 　　　　 合は、その理由を出品者は出品票に申告したうえで車両の出品をすることを義務とします。           （13）　　ラジコン、リモコン、ナビロム等の部品及び車両出品時における社外品等の取外しの容易な部　

（12）　　営業ナンバーでの出品は不可とします。           　　　　  品等は書類と共に事務局へ提出するものとします。　

            （14）　　車検の有効期限内にある普通車を出品する場合は、ナンバープレートおよび封印が付いてい          

　 　 　　　 ることとします。また、車検の有効期限内にある軽自動車をナンバーの無い状態で出品する場合　

　 　　　 は、その理由を出品者は出品票に申告したうえで車両の出品をすることを義務とします。           

（15）　　営業ナンバーでの出品は不可とします。           

７項～17項の改定 平成29年4月1日 ７　　危険物運送車両等の特殊車両、３トン吊り以上のクレーン車等を出品する場合は別途、必要書類 ７　　特殊燃料（LPG・CNG等）を使用する車両の出品は、燃料の残量が十分な状態での出品を義務とし

　　　の有無の明記を必要とします。 　　　ます。尚、燃料切れの場合には、アライＡＡ判断においてクレームとする場合があります。

８　　特殊燃料（LPG・CNG等）を使用する車両の出品は、燃料の残量が十分な状態での出品を義務と ８　　車両の走行距離数を記載する場合はキロメートル（㎞）での記載を基本とします。マイル表示のみ

　　　します。但し、燃料切れの場合には、アライＡＡ判断において、クレームとする場合があります。        の車両は、走行表示マイルに１．６１倍をしたキロメートル（㎞）に換算をして記載し出品をするもの

　　  また、燃料タンクの容器証明書類等の有無の明記を必要とします。尚、期限切れは書類無しとみ 　　　とします。

       なします。 ９　　走行不明及びメーター改ざん車両として出品する場合は、走行不明及び改ざん内容を明記したう

９　　車両の走行距離数を記載する場合はキロメートル（㎞）での記載を基本とします。マイル表示のみ        えで出品することを基本とします。

　　　の車両は走行表示マイルに１．６１倍をしたキロメートル（㎞）に換算をして記載、出品をするものと 10　　書類等で確認できるメーター改ざん車の出品に関しては、書類等で確認できる過去の最長距離数

　　　します。 　　　 の記載を必要とします。

10　　走行不明及びメーター改ざん車両として出品する場合は、走行不明及び改ざん内容を明記した 11　　アライＡＡでは、建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械「以下、産

　　　 うえで出品することを基本とします。 　　　 業機械」と称します。）に関する運営をアライＡＡ各会場毎に定めるものとし、その詳細をアライＡＡ

11　　書類等で確認できるメーター改ざん車の出品に関しては、書類等で確認できる過去の最長距離 　　　 ホームページ内、各会場「出品規程」に掲載するものとします。

　　　 数の記載を必要とします。 12　　アライＡＡでは、建設機械・産業機械に於ける出品物を下記内容にて区分致します。

12　　アライＡＡでは、建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）にに出 　　　　・「機械」として区分するものは、出品された品物自体で稼働（作動）することができるもの

　　　 品する出品物を、以下の区分に分け運営を行います。 　　　　　（発電機・コンプレッサー等）。

　　　　・「機械」として区分するものは、出品された品物自体で稼働（作動）することができるもの 　　　　・「物品（パーツ）、（以下、物品と称します。）」として区分するものは、出品された品物自体では稼

　　　　　（発電機・コンプレッサー等）。 　　　　 働（作動）することができないもの（エンジン・ミッション・アタッチメント等）。

　　　　・「物品（パーツ）」として区分するものは、出品された品物自体では稼働（作動）することができ 13　　建設機械・産業機械に関する出品の基本を以下のとおりとします。

　　　　 ないもの（エンジン・ミッション・アタッチメント等）。また輸送上、転倒や油脂類が漏洩する等の危 （１）　　機械・物品を出品する際には、綿密に品質を確認するとともに、仕様、瑕疵の程度等を誠実に

　　　　 険性がある物品を出品する場合は、予め、予防対策を施してから出品しなければならないもの 　　　　 申告すること。

 　　　　とします。 （２）　　出品する全ての機械・物品について、製造番号あるいは車体番号が打刻またはコーションプレ

13　　建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）に関する出品の基本を、 　　　　 ート（ステッカー）により確認できること（建機用アタッチメント、製造時から番号の無いものは除く）。

　　　 以下のとおりとします。

26/58

規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新



第十一章（旧十章） 第３条 ７項～17項の改定 平成29年4月1日 （１）　　機械・物品を出品する際には、綿密に品質を確認するとともに、仕様、瑕疵の程度等を誠実に 　　　　　　＊陸運支局管轄のナンバープレート付き車両（機械）については、打刻による車体番号の確

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車両規定） 　　　　 申告すること。 　　　　　　　 認ができるものとします。

（２）　　出品する全ての機械・物品について、製造番号あるいは車体番号が打刻またはコーションプレ 　　　　　　＊製造番号とは、各出品機械・物品の製造番号のこと。

　　　　 ート（ステッカー）により確認できること（建機用アタッチメント、製造時から番号の無いものは除く）。 　　　　　　＊エンジン等の部品番号は製造番号としない。

　　　　　　＊陸運支局管轄のナンバープレート付き車両（機械）については、打刻による車体番号の確 （３）　　機械・物品の製造番号または車体番号は、正規な番号のものであり、改ざん等がないこと。

　　　　　　　 認ができるものとします。 （４）　　出品前に盗難品、犯罪関与品、抵当権設定品、質権、差押、仮差押、ローン中、その他法的問

　　　　　　＊製造番号とは、各出品機械・物品の製造番号のこと。 　　　　 題の対象となっていないことを確認していること。

　　　　　　＊エンジン等の部品番号は製造番号としない。 （５）　　出品する機械・物品については、出品者が完全な所有権を有していること。

（３）　　機械・物品（パーツ）の製造番号または車体番号は、正規な番号のものであり、改ざん等がない （６）　　所轄官庁発行の登録ナンバー（役所ナンバー）付の場合は、所定の手続きにて返納し、登録を

　　　　 こと。 　　　　 抹消して出品すること。

（４）　　出品前に盗難品、犯罪関与品、抵当権設定品、質権、差押、仮差押、ローン中、その他法的問 （７）　　出品者は、成約した全ての機械・物品について、第九章 書類 第32条（譲渡書類）１項（15）号で

 　　　　題の対象となっていないことを確認していること。 　　　　 定める書類を当該アライＡＡに提出すること。

（５）　　出品する機械・物品については、出品者（出品店）が完全な所有権を有していること。 （８）　　輸送上、転倒や油脂類が漏洩する等の危険性がある機械・物品を出品する場合は、 予め予防

（６）　　所轄官庁発行の登録ナンバー（役所ナンバー）付の場合は、所定の手続きにて返納し、登録を 　　　　 策を施してから出品をしなければならないものとします。

　　　　 抹消して出品すること。 14　　建設機械・産業機械の出品について、下記内容に該当する場合は出品できないものとします。

（７）　　出品者は、成約した全ての機械・物品について、第九章 書類 第32条（譲渡書類）１項（15）号で 　　　 また記載内容に該当しない場合でもアライＡＡの判断により出品ができない場合があります。

　　　　 定める書類を当該アライＡＡに提出すること。 （１）　　燃料漏れ、オイル漏れ等が著しく酷い場合、またはアライＡＡが危険と判断した場合。

14　　建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）の出品について、下記　　　 （２）　　出品する機械が、正常に作動や走行ができない、あるいは大きな損傷や作業上重大な欠陥があ

　　　 内容に該当する場合には、出品できないものとします。また、記載内容に該当しない場合でもア 　　　　 る場合。

　　　 ライＡＡの判断により出品ができない場合があります。      （３）　　出品する機械の主要部品に欠品があり、正常な機能をなさない場合（カギ・バッテリー ・燃料タ

（１）　　燃料漏れ、オイル漏れ等が著しく酷い場合、またはアライＡＡが危険と判断した場合。       　　　　  ンク等）。

（２）　　出品する機械が、正常に作動や走行ができない、あるいは大きな損傷や作業上重大な欠陥が （４）　　部品、装備品が取り外された（分解）状態の場合。但し、輸送都合で取り外しの必要性があると

　　　　 ある場合。 　　　　 アライＡＡが認めた場合は、この限りではないものとする。

（３）　　出品する機械の主要部品に欠品があり、正常な機能をなさない場合（カギ・バッテリー ・燃料タ （５）　　機械に付随するアタッチメント等が作動不良のため、走行ができない場合。

　　　　 ンク等）。 （６）　　建設機械用アタッチメントで、著しい割れや破損がある場合。

（４）　　部品、装備品が取り外された（分解）状態の場合。但し、輸送都合で取り外しの必要性があると （７）　　梱包されていて、中身の確認ができない場合。

 　　　　認めた場合は、この限りではないものとする。 （８）　　製造番号、車体番号の確認が明確でないとアライＡＡが判断する場合。

（５）　　機械に付随するアタッチメント等が作動不良のため、走行ができない場合。 （９）　　盗難品、犯罪関与品・抵当権設定品、質権、差押、仮差押、ローン中等による、正常な取引を行

（６）　　建設機械用アタッチメントで、著しい割れや破損がある場合。 　　　　 うことができない場合。

（７）　　梱包されていて、中身の確認ができない場合。 （10）　 セット品として出品する場合。但し、建設機械を出品する場合で、当該の機械用に付属としてア

（８）　　製造番号、車体番号の確認が明確でないとアライＡＡが判断する場合。  　　　　タッチメントがある場合は、セット品として出品を認めるものとします。

（９）　　盗難品、犯罪関与品・抵当権設定品、質権、差押、仮差押、ローン中等による、正常な取引を行 （11） 　バッテリー動力の機械で、充電が不十分な場合、またはアライＡＡが不十分と判断した場合。

　　　　 うことができない場合。 15　　アライＡＡ検査規程では、出品車両を以下に区分するものとします。    　 

（10）　 セット品として出品する場合。但し、建設機械を出品する場合で、当該の機械用に付属として 車両区分

　　　　 アタッチメントがある場合は、セット品として出品を認めるものとします。

（11）　 バッテリー動力の機械で、充電が不十分な場合、またはアライＡＡが不十分と判断した場合。

15　　アライＡＡ小山建機オークションの出品については、下記のとおりとします。

（１）　　アライＡＡ小山建機オークションの出品は、本条12項から14項を基本とします。

（２）　　アライＡＡ小山建機オークションに出品する機械が搬入時バッテリー上がりの場合は、査定並び

　　　　 に移動の弊害となるため、アライＡＡが新品バッテリーに交換いたします。尚、その際の交換費

 　　　　用をアライＡＡは出品者へ実費請求するものとします。

（３）　　アライＡＡ小山建機オークションでは、機械が汚れたままの状態で出品された場合は、アライＡ

　　　　 Ａが洗車を行います。またその際には、洗車費用としてアライＡＡ小山建機オークション手数料

　　　　 の出品料と同額を出品者に請求するものとします。

（４）　　アライＡＡ小山建機オークションでは、出品する全機械に対し、放射線量の規定値を「0.3μシー

　　　　 ベルト/時間未満」と定めると共に、検査機関による放射線量の測定を実施します。また、測定

　　　　 の結果、規定値を超えた機械については、出品を認めないものとします。

（５）　　本条（４）号における測定結果については、測定箇所や経過時間により変化が生ずる可能性       

　　　　 も あることより、アライＡＡ小山建機オークションでは、測定結果及び輸入国側の数値基準に対

　　　　　し、一切の責を負わないものとします。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

中型Ⅱ
積載量４ｔ以上５ｔ未満（車両総重量８t未満・４tベース車含む）

バス（乗車定員11人以上30人未満・バン、特殊車両等）

特　大
ラフタークレーン（２０t吊り以上のもの）・クローラークレーン

（クレーンが組み立て式のもの）・重ダンプトラック

小　型 軽自動車・小型自動車・普通自動車　積載量０．７５t未満

中型Ⅰ
積載量０．７５t以上４t未満のトラック

フレーム付バン　1ナンバー車（４tベース除く）

大　型
積載量５t以上（車両総重量８t以上）

大型バス（乗車定員３０人以上）

産業機械

建設機械

現　　　状



第十一章（旧十章） 第３条 ７項～17項の改定 平成29年4月1日 （６）　　アライＡＡ小山建機オークションでは、出品機が海外使用機の場合、またはアライＡＡ判断により         

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車両規定） 　　　　　海外使用機の疑いがある機械に関しては出品を認めないものとします。

16　建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）に関する出品規程並び       

　 　に 運営は、アライＡＡ各会場毎に定めるものとし、その詳細をアライＡＡホームページ内、各会場

　　 「出品規程内」に掲載するものとします。

17   アライＡＡ検査規程では、出品車両を以下に区分するものとします。    　 

車両区分

第６条 ４項（３）として、トラック 平成26年1月1日 （３）　　アライＡＡが定めるトラックの冠水車両及び冠水歴車両とは、災害等により、水や泥水等がトラッ

（品質基準） 車両の冠水定義を新設 　　　　 ク車両の左右メインフレームの下面を超えたと思われるものまたは、その状態や痕跡が残ると

　　　　 判断されるものとします（アライＡＡ判断）。

１項（７）の改定 平成28年6月10日 （７）　　上記（１）項から（６）項までについて交換または修正・補修した状態が事故に起因したもので （７）　　上記（１）項から（６）項までについて交換または修正・補修した状態が事故に起因したもので

　　　　　ある疑いのあるもの（別途細目内規で定めることとします）。 　　　　　ある疑いのあるもの（別途細目内規で定めることとします）。

　　　　　但し、トラックにおける修復基準はトラック検査基準表に準じます。 　　　　　但し、トラック・バスにおける修復基準はトラック・バス検査基準表に準じます。

第７条 軽自動車・小型自動 平成24年6月1日 アライＡＡに出品する出品車は、アライＡＡの基準に基づいてアライＡＡが評価点を付与します。 アライＡＡに出品する出品車は、アライＡＡの基準に基づいてアライＡＡが評価点を付与します。その

（出品車検査基準） 車・普通自動車検査 その評価採点の基準を以下の通りとします。 評価採点の基準を以下の通りとします。

基準の改定

尚、軽自動車（乗用・商用）、普通自動車（乗用・商用）、商用車（積載量1.5ｔ未満のトラック・バン） 軽自動車・小型自動車・普通自動車（積載量0.75ｔ未満のトラックおよびバン形状車両）は「アライＡＡ　

については、「アライＡＡ　４Ｗ検査基準表」による評価採点とし、トラック（積載量1.5ｔ以上の 軽自動車・小型自動車・普通自動車検査基準表」による評価採点とし、積載量0.75ｔ以上のトラックおよび

フレーム付車でキャビン交換が可能なもの）・バン（積載量1.5ｔ以上）・バスについては「アライ バス等については「アライＡＡ　トラック検査基準表」にて評価採点をおこないます（クレーム処理細目も

ＡＡトラック検査基準表」にて評価採点を行います（クレーム処理細目も［トラック専用細目 ［トラック専用細目事項］となります）。

事項］となります。）。

平成24年12月10日 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　検査基準表 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　検査基準表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　                  ・走行10,000ｋｍまで　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　     ・走行50,000ｋｍまで

ネジ留めによる外装部品の交換があるもの　　　 　　 ネジ留めによる外装部品の交換があるもの　　　 　　
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

小　型 軽自動車・小型自動車・普通自動車　積載量０．７５t未満

中型Ⅰ
積載量０．７５t以上４t未満のトラック

フレーム付バン　1ナンバー車（４tベース除く）

中型Ⅱ
積載量４ｔ以上５ｔ未満（車両総重量８t未満・４tベース車含む）

バス（乗車定員11人以上30人未満・バン、特殊車両等）

大　型
積載量５t以上（車両総重量８t以上）

大型バス（乗車定員３０人以上）

特　大
ラフタークレーン（２０t吊り以上のもの）・クローラークレーン

（クレーンが組み立て式のもの）・重ダンプトラック

産業機械

建設機械

現　　　状

評価点 内容 内装評価 評価点 内容

Ｓ点
軽微で目立たない小傷・エクボ等があるもの　　 ・初年度登録より12ヶ月まで　

Ａ評価 Ｓ点
軽微で目立たない小傷・エクボ等があるもの　　           ・初年度登録より12ヶ月まで　

　　・走行10,000ｋｍまで

国産車の職権打刻車　　　　　　　 　　　　　　　　　    

６点
軽微で目立たない小傷・小ヘコミ・補修跡のあるもの・初年度登録より36ヶ月まで

Ａ評価 ６点

外装部品に交換が無いもの     ・走行50,000ｋｍまで

軽微で目立たない小傷・小ヘコミ・補修跡のあるもの  　 ・初年度登録より36ヶ月まで

　 ・走行30,000ｋｍまで 　  ・走行30,000ｋｍまで

５点

外装に軽微な傷・ヘコミのあるもの

B評価以上 ５点

外装に軽微な傷・ヘコミのあるもの

内外装に軽微な加修を施したもの 内外装に軽微な加修を施したもの

外装部品に交換が無いもの

4.5点

内外装に傷・ヘコミのあるもの

B評価以上 4.5点

内外装に傷・ヘコミのあるもの

内外装共に軽微な加修で商品価値が向上するもの ・走行100,000ｋｍまで 内外装共に軽微な加修で商品価値が向上するもの　　　　 ・走行100,000ｋｍまで

国産車の職権打刻車　　　　　　　 　　　　　　　　　    



第十一章（旧十章） 第７条 軽自動車・小型自動 平成24年12月10日 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　検査基準表 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　検査基準表

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車検査基準） 車・普通自動車検査

基準の改定 外装に目立つ傷・ヘコミ・錆等があるもの 外装に目立つ傷・ヘコミ・錆等があるもの

内外装を再加修する事により商品価値が向上するもの 内外装を再加修する事により商品価値が向上するもの

機関・機構に不具合のあるもの ・走行150,000ｋｍまで 機関・機構に不具合のあるもの ・走行150,000ｋｍまで

色替車両　　　　　　　　　　　　　　　                    　 色替車両　　　　　　　　　　　　　　　                    　

があるもの。修復歴としない骨格部位に損傷・加修があるもの。 があるもの。修復歴としない骨格部位に損傷・加修があるもの。

走行不明（♯）車両・メーター改ざん（＊）車両 走行不明（♯）車両・メーター改ざん（＊）車両

色ボケ車両。塩害・雹害車両。 色ボケ車両。塩害・雹害車両。

全体に残存価値の少ないもの。競技車両等。 全体に残存価値の少ないもの。競技車両等。

粗悪車両等。冠水・消化剤散布車両。 粗悪車両等。冠水・消化剤散布車両。

現状車両・特殊車両等・検査基準に該当しない車両 現状車両・特殊車両等・検査基準に該当しない車両

修復車両（骨格部位に交換が無く修復が軽微なもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）

補修記号【ＲＡ点】を用いる 補修記号【ＲＡ点】を用いる

修復車両（骨格部位の交換・修復が軽微でないもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）

補修記号【ＲＢ点】を用いる 補修記号【ＲＢ点】を用いる

※評価点につきましては外装評価及び内装評価を考慮し、付与いたします。

軽自動車・小型自動 平成28年6月10日 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　検査基準表 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　検査基準表

車・普通自動車検査

基準の改定（内装評

価の追加０点及びＲ点

基準の改定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　                  ・走行10,000ｋｍまで　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　     ・走行50,000ｋｍまで

ネジ留めによる外装部品の交換があるもの　　　 　　 ネジ留めによる外装部品の交換があるもの　　　 　　

外装に目立つ傷・ヘコミ・錆等があるもの 外装に目立つ傷・ヘコミ・錆等があるもの

内外装を再加修する事により商品価値が向上するもの 内外装を再加修する事により商品価値が向上するもの

機関・機構に不具合のあるもの ・走行150,000ｋｍまで 機関・機構に不具合のあるもの ・走行150,000ｋｍまで

色替車両　　　　　　　　　　　　　　　                    　 色替車両　　　　　　　　　　　　　　　                    　

があるもの。修復歴としない骨格部位に損傷・加修があるもの。 があるもの。修復歴としない骨格部位に損傷・加修があるもの。

走行不明（♯）車両・メーター改ざん（＊）車両 走行不明（♯）車両・メーター改ざん（＊）車両

色ボケ車両。塩害・雹害車両。 色ボケ車両。塩害・雹害車両。

全体に残存価値の少ないもの。競技車両等。 全体に残存価値の少ないもの。競技車両等。

粗悪車両等。冠水・消化剤散布車両。 粗悪車両等。冠水・消化剤散布車両。

現状車両・特殊車両等・検査基準に該当しない車両 現状車両・特殊車両等・検査基準に該当しない車両

修復車両（骨格部位に交換が無く修復が軽微なもの、骨格部位の損傷・改造、加工等） エンジン・トランスミッションの不具合大車両

補修記号【ＲＡ点】を用いる 走行危険（不可）車両・不動車両

修復車両（骨格部位の交換・修復が軽微でないもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）

補修記号【ＲＢ点】を用いる
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

内外装共に状態が悪く加修を要するもの。骨格部位以外の溶接パネルの交換・加修

４点 C評価以上 ４点

3.5点

内外装共に状態が悪く加修を要するもの。骨格部位以外の溶接パネルの交換・加修

C評価以上 3.5点

３点
内外装共に状態が悪く、錆、腐食の多いもの。全体に大小の加修を要するもの。

D評価以上 ３点
内外装共に状態が悪く、錆、腐食の多いもの。全体に大小の加修を要するもの。

２点 D評価以上 ２点

１点 D評価以上 １点

０点 D評価以上 ０点

Ｒ点 修復車両（骨格部位に交換が無く修復が軽微なもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）
D評価以上

Ｒ点

修復車両（骨格部位の交換・修復が軽微でないもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）
D評価以上

評価点 内容 評価点 内容 内装評価

Ｓ点
軽微で目立たない小傷・エクボ等があるもの　　           ・初年度登録より12ヶ月まで　

Ｓ点
軽微で目立たない小傷・エクボ等があるもの　　 ・初年度登録より12ヶ月まで　

Ａ評価
　　・走行10,000ｋｍまで

６点
軽微で目立たない小傷・小ヘコミ・補修跡のあるもの  　 ・初年度登録より36ヶ月まで

６点
軽微で目立たない小傷・小ヘコミ・補修跡のあるもの・初年度登録より36ヶ月まで

Ａ評価
　  ・走行30,000ｋｍまで 　 ・走行30,000ｋｍまで

外装に軽微な傷・ヘコミのあるもの

５点

外装に軽微な傷・ヘコミのあるもの

B評価以上
内外装に軽微な加修を施したもの 内外装に軽微な加修を施したもの

外装部品に交換が無いもの 外装部品に交換が無いもの     ・走行50,000ｋｍまで

４点 ４点 C評価以上

国産車の職権打刻車　　　　　　　 　　　　　　　　　    国産車の職権打刻車　　　　　　　 　　　　　　　　　    

4.5点

内外装に傷・ヘコミのあるもの

4.5点

内外装に傷・ヘコミのあるもの

５点

３点
内外装共に状態が悪く、錆、腐食の多いもの。全体に大小の加修を要するもの。

D評価以上

B評価以上内外装共に軽微な加修で商品価値が向上するもの　　　　 ・走行100,000ｋｍまで 内外装共に軽微な加修で商品価値が向上するもの ・走行100,000ｋｍまで

１点 １点 D評価以上

3.5点

内外装共に状態が悪く加修を要するもの。骨格部位以外の溶接パネルの交換・加修

3.5点

内外装共に状態が悪く加修を要するもの。骨格部位以外の溶接パネルの交換・加修

C評価以上

３点
内外装共に状態が悪く、錆、腐食の多いもの。全体に大小の加修を要するもの。

２点

０点

０点 D評価以上Ｒ点

２点 D評価以上



第十一章（旧十章） 第７条 軽自動車・小型自動 平成28年6月10日 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　検査基準表 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　検査基準表

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車検査基準） 車・普通自動車検査

基準の改定（内装評 ＲＡ点：

価の追加０点及びＲ点 修復車両（骨格部位に交換が無く修復が軽微なもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）

基準の改定 ＲＢ点：

修復車両（骨格部位の交換・修復が軽微でないもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）

Ｒ１点：

修復車両でかつ、瑕疵車両（冠水・消火剤散布車両）と重複した場合の車両

※評価点につきましては外装評価及び内装評価を考慮し、付与いたします。

※検査基準内容に示す評価点はあくまでも上限評価とする。

アライＡＡ　トラック・バス 平成23年7月1日 トラック　検査基準表　『1点』

検査基準の一部改定 　　⇒　各所の腐食穴及び（フレーム腐食穴・腐食大により交換を要するものは評価点0点とする）を削除

内装が粗悪なもの。 ・冠水・消化剤散布車両 　　⇒　内装が粗悪なものを内外装が粗悪なものへ変更

フレームの錆大・各所の腐食穴。 トラック　検査基準表　『0点』　

（フレーム腐食穴・腐食大により交換を要するものは評価点0点とする） 　　⇒　『フレーム腐食穴』を追記

現状車両・特殊車両等、検査基準に該当しない車両。

ボディ交換を要するものでアライAA判断によるもの。 内外装が粗悪なもの・フレームの錆大。　・冠水・消化剤散布車両

現状車両・特殊車両等、検査基準に該当しない車両。

フレーム腐食穴・ボディ交換を要するものでアライAA判断によるもの。

トラック基準表、記載文 平成24年6月1日 アライＡＡ　トラック　検査基準表 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表

の改定 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。

　　（バン等は4Ｗ検査基準表に準ずる）。 　　　

　※アライＡＡの定めるトラックとは、トラック車両区分に定めるものとします。 　※アライＡＡの定めるトラックとは、トラック車両区分に定めるものとします。

トラック・バス基準表、 平成27年11月1日 　※アライＡＡの定めるトラックとは、トラック車両区分に定めるものとします。

記載文の一部削除

トラック・バス検査基準 平成28年6月10日 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表

の改定 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。

　※アライＡＡ　トラック・バス　検査基準を適用する車両とは、第十一章〔Ⅰ〕検査規程、第３条（出品規

　　程）17項の車両区分表で区分する「中型Ⅰ」以上のトラック形状車両及びバスを対象とします。

内　容

内外装共に新車の状態に等しいもの　 ・初年度登録より6ヶ月まで　 内外装の状態が良好で、無修正に近く良好なもの　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・走行15,000ｋｍまで 上物（ボディ）に、多少の使用感があるもの

商品状態が良好なもの　　　　　　　 ・初年度登録より12ヶ月まで 中Ⅰ：走行50,000㎞まで　　中Ⅱ・大型・特大：走行100,000㎞まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・走行30,000ｋｍまで 外装に多少の凹み、傷、鈑金修理跡があるが修復せずに十分使用可能なもの

内外装共に軽微な加修で済むもの。 ・中Ⅰまで、50,000㎞まで 上物（ボディ）各部に曲り、捻れ、凹みが少なく、状態が良好なもの

・中Ⅱ以上、100,000㎞まで 中Ⅰ：走行200,000㎞まで　中Ⅱ：走行500,000㎞まで　大型・特大：走行800,000㎞まで

中古の上物を装着したもので商品状態が良好なもの 通常摩耗などがあり、修理・修正を必要とするもの

・初年度登録より36ヶ月まで 目立つ錆、腐食があるもの

キャブ交換（新車３年未満で交換）で良好なもの。 エンジン・トランスミッションに不具合があるもの

フレーム・クロスメンバーに歪があるもの（歪大は評価０点）

走行不明（＃）車両・メーター改ざん（＊）車両。 フロントパネル・キャブバックパネルの交換

キャブ交換（新車３年以降で交換）で良好なもの。 上物（ボディ）に瑕疵があるもの（ボディ取付けに不具合のあるもの）

キャブフロントピラー、フロントパネル、インナーパネル修正・交換が良好 キャブフロアーより下位置に歪・修正・交換があるもの

なもので、４点評価に近いもの。 走行不明（＃）車両、メーター改ざん（*）車両

車両状態が悪く、商品価値の低いもの
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

0点 D評価以上

４点

６点評価に近いもの。

Ｒ点 D評価以上

評価点 内　　　容 内装評価

【削除】

1点 D評価以上

内装評価

1点 D評価以上

0点 D評価以上

３点

評価点

評価点 内　　　容

５点

評価点 内容 内装評価

Ｓ点

５点 B評価以上

A評価

６点 B評価以上

4.5点 C評価以上

3.5点 C評価以上

２点

４点 C評価以上
ボディー各部の曲り、捻れ、凹みが少なく、荷台の状態が良好なもの。



第十一章（旧十章） 第７条 トラック・バス検査基準 平成28年6月10日 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車検査基準） の改定 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。

　※アライＡＡ　トラック・バス　検査基準を適用する車両とは、第十一章〔Ⅰ〕検査規程、第３条（出品規

　　程）17項の車両区分表で区分する「中型Ⅰ」以上のトラック形状車両及びバスを対象とします。

外装の仕上げが良好でないもの（外装の仕上げをしていないもの）。 冠水・消火剤散布車両などの瑕疵車両

キャブフロントインナーパネル及びフロントパネル交換でフロアーの修正 粗悪車両

　が良好なもの

キャブリアコーナーパネル及びバックパネルの修正・交換が良好なもの。 キャブ・上物（ボディ）の腐食穴大

ボディー床板及び床鉄板の部分修正がきくもの。 現状車両等、検査基準に該当しない車両

エンジン・トランスミッションの不具合大車両

キャブ・ボディ・フレームに錆が多いもの。 走行危険（不可）車両・不動車両

ボディ鳥居・煽りの曲り大・ボディー捻れ大・ダンプ前立曲がり大。 Ｒ 　点：　修復車両（骨格部位の損傷・改造・加工等）

機関・電装系の機能不具合が大きいもの。 Ｒ１ 点：　修復車両でかつ、瑕疵車両（冠水・消化剤散布車両）と重複した場合の車両

内外装が粗悪なもの・フレームの錆大。・冠水・消化剤散布車両。 Ｒ２ 点：　修復車両であり、車両状態が悪く、鈑金・修理等の必要な箇所が多数あり、

　　　　　 商品価値の低いもの

現状車両・特殊車両等・検査基準に該当しない車両。 アライＡＡで定めるトラック・バス修復車両とは、下記車両とします。

フレーム腐食穴・ボディー交換を要するものでアライＡＡの判断によるもの。 ①　キャブ交換。

②　キャブルーフパネルの交換。

補修記号【ＲＡ点】を用いる ③　キャブサイドパネルの交換。

④　キャブフロント・リアピラーの歪・修正・交換（外部露出部分の損傷及び修正は修復としない）。

補修記号【ＲＢ点】を用いる ⑤　キャブフロアーの歪・修正・交換（フロアーメンバーも同様）

※修復としない箇所 ⑥　キャブフロントインナーパネルの歪・修正・交換（ボンネットタイプの内側部分）。

キャブフロアー･ピラー･フロントパネル及びインナー･ルーフ･バックパネルの修正、交換、曲り。 ⑦　メインフレームの修正、クロスメンバーの修正・交換。

ボディ、サブフレームの曲がり（亀裂は修復としない。但し、状態によりアライＡＡ判断とする）。 ⑧　バスの修復については、上記①～⑦項に記載する内容と同様の基準とする。

牽引等よる第一メンバーフック部分の曲がり（表示し評価点を入れる。） ※④・⑤については、腐食穴・亀裂が有る場合は修復とする。

キャビン交換の申告がある場合。 ※検査基準内容に示す評価点はあくまでも上限評価とする。

【補足】

・出品者によるキャビン交換の申告が無い車両が検査時に発覚した場合、修復車両とみなす。

・出品者による職権打刻の申告及び打刻理由の申告が無い車両が検査時に発覚した場合、修復

 車とみなす。

・修復車両で且つ、瑕疵車両（冠水・消化剤散布車両）と重複した場合の車両を修復車両評価点

 【Ｒ点】と瑕疵車両評価点【１点】を連動し、《Ｒ１点》とする。

・検査基準内容に示す評価点はあくまでも上限評価とする。

・５点評価点内容枠の中Ⅰ・中Ⅱ区分はトラック車両区分表に準ずる。

平成29年3月4日 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表

　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。

　※アライＡＡ　トラック・バス　検査基準を適用する車両とは、第十一章〔Ⅰ〕検査規程、第３条（出品規 　※アライＡＡ　トラック・バス　検査基準を適用する車両とは、第十一章〔Ⅰ〕検査規程、第３条（出品規

　　程）17項の車両区分表で区分する「中型Ⅰ」以上のトラック形状車両及びバスを対象とします。 　　程）17項の車両区分表で区分する「中型Ⅰ」以上のトラック形状車両及びバスを対象とします。

内　容 内　容

内外装の状態が良好で、無修正に近く良好なもの　 内外装の状態が良好で、無修正に近く良好なもの　 

上物（ボディ）に、多少の使用感があるもの 上物（ボディ）に、多少の使用感があるもの

中Ⅰ：走行50,000㎞まで　　中Ⅱ・大型・特大：走行100,000㎞まで 中Ⅰ：走行50,000㎞まで　　中Ⅱ・大型・特大：走行100,000㎞まで

外装に多少の凹み、傷、鈑金修理跡があるが修復せずに十分使用可能なもの 外装に多少の凹み、傷、鈑金修理跡があるが修復せずに十分使用可能なもの

上物（ボディ）各部に曲り、捻れ、凹みが少なく、状態が良好なもの 上物（ボディ）各部に曲り、捻れ、凹みが少なく、状態が良好なもの

中Ⅰ：走行200,000㎞まで　中Ⅱ：走行500,000㎞まで　大型・特大：走行800,000㎞まで 中Ⅰ：走行200,000㎞まで　中Ⅱ：走行500,000㎞まで　大型・特大：走行800,000㎞まで
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

3点 D評価以上
１点

フレーム・クロスメンバーに亀裂・腐食穴があるもの

０点

２点

キャブフロアー、ルーフの修正が良好でないもの。

D評価以上

Ｒ点

１点 D評価以上

０点 D評価以上

Ｒ点 修復車両（修復が軽微なもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）
D評価以上

修復車両（修復が軽微でないもの、骨格部位の損傷・改造、加工等）
D評価以上

評価点 評価点

５点 ５点

４点 ４点



第十一章（旧十章） 第７条 トラック・バス検査基準 平成29年3月4日 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表 アライＡＡ　トラック・バス　検査基準表

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車検査基準） の改定 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。 　※アライＡＡの定めるトラックとは、フレーム付車（キャビン交換可能なもの）であることとします。

　※アライＡＡ　トラック・バス　検査基準を適用する車両とは、第十一章〔Ⅰ〕検査規程、第３条（出品規 　※アライＡＡ　トラック・バス　検査基準を適用する車両とは、第十一章〔Ⅰ〕検査規程、第３条（出品規

　　程）17項の車両区分表で区分する「中型Ⅰ」以上のトラック形状車両及びバスを対象とします。 　　程）17項の車両区分表で区分する「中型Ⅰ」以上のトラック形状車両及びバスを対象とします。

通常摩耗などがあり、修理・修正を必要とするもの リアフレーム及びリアフレームに接合されているクロスメンバーに歪があるもの

目立つ錆、腐食があるもの （歪大は評価点0点）

エンジン・トランスミッションに不具合があるもの けん引フック部の歪

フレーム・クロスメンバーに歪があるもの（歪大は評価０点） キャブフロアーより下位置に歪・修正・交換があるもの

フロントパネル・キャブバックパネルの交換 走行不明（＃）車両、メーター改ざん（*）車両

上物（ボディ）に瑕疵があるもの（ボディ取付けに不具合のあるもの） 凹みや傷等があり、修理・修正を必要とするもの

キャブフロアーより下位置に歪・修正・交換があるもの 目立つ錆、腐食があるもの

走行不明（＃）車両、メーター改ざん（*）車両 エンジン・トランスミッションに不具合があるもの

車両状態が悪く、商品価値の低いもの フロント・センターフレーム、クロスメンバーに歪があるもの（歪大は評価点0点）

キャブフロントパネル（ボンネットタイプを除く）、バックパネルの交換

冠水・消火剤散布車両などの瑕疵車両 上物（ボディ）に、瑕疵があるもの（ボディ取付に不具合があるもの）

粗悪車両 フレーム・クロスメンバーの亀裂・腐食穴

キャブ・上物（ボディ）の腐食穴大

キャブ・上物（ボディ）の腐食穴大 粗悪車両

現状車両等、検査基準に該当しない車両 冠水・消火剤散布車両等の瑕疵車両

エンジン・トランスミッションの不具合大車両

走行危険（不可）車両・不動車両 現状車両・検査基準に該当しない車両

Ｒ 　点：　修復車両（骨格部位の損傷・改造・加工等） エンジン・トランスミッションの不具合大車両

Ｒ１ 点：　修復車両でかつ、瑕疵車両（冠水・消化剤散布車両）と重複した場合の車両 走行危険（不可）車両・不動車両

Ｒ２ 点：　修復車両であり、車両状態が悪く、鈑金・修理等の必要な箇所が多数あり、 Ｒ 　点：修復車両（骨格部位の損傷・改造・加工等）

　　　　　 商品価値の低いもの Ｒ１ 点：修復車両であり、、評価1点の内容と重複する車両

アライＡＡで定めるトラック・バス修復車両とは、下記車両とします。 Ｒ２ 点：修復車両であり、車両状態が悪いもの、評価点2点の内容と重複する車両

①　キャブ交換。 アライＡＡで定めるトラック・バス修復車両とは、下記車両とします。

②　キャブルーフパネルの交換。 ①　キャブ交換。

③　キャブサイドパネルの交換。 ②　キャブルーフパネルの交換。

④　キャブフロント・リアピラーの歪・修正・交換（外部露出部分の損傷及び修正は修復としない）。 ③　キャブサイドパネルの交換。

⑤　キャブフロアーの歪・修正・交換（フロアーメンバーも同様） ④　キャブフロント・リアピラーの歪・修正・交換（外部露出部分・フロアー面より下位置にある損傷

⑥　キャブフロントインナーパネルの歪・修正・交換（ボンネットタイプの内側部分）。 　　　及び修正は修復としない）。

⑦　メインフレームの修正、クロスメンバーの修正・交換。 ⑤　キャブフロアーの歪・修正・交換（フロアーメンバーも同様）

⑧　バスの修復については、上記①～⑦項に記載する内容と同様の基準とする。 ⑥　キャブフロントインナーパネルの歪・修正・交換（ボンネットタイプの内側部分）。

※④・⑤については、腐食穴・亀裂が有る場合は修復とする。 ⑦　メインフレームの修正、クロスメンバーの修正・交換。

※検査基準内容に示す評価点はあくまでも上限評価とする。 ⑧　バスの修正については、上記①～⑦項に記載する内容と同様の基準とする。

※④・⑤については、腐食穴・亀裂が有る場合は修復とする。

※検査基準内容に示す評価点はあくまでも上限評価とする。

アライAA　重建機 平成22年4月3日 【実施内容】

検査基準表の新設 機関・作業機等のカテゴリ別の項目評価と、項目評価の内容を総合的に評価

アライＡＡ　重建機　検査基準表

項目評価

 「機関・作業機・足回り」で異常のないもの、「内・外装」でリペイントでなく小傷

 のもの

 欠品のないもの

 損傷のあるもの
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

２点フレーム・クロスメンバーに亀裂・腐食穴があるもの

内　容

A点

B点

評価点

３点

3.5点

３点

２点

１点

C点
 「機関・作業機・足回り」で修理または部品交換を要する不具合、「内・外装」で著しい

０点
１点

０点

Ｒ点

Ｒ点

 「機関・作業機・足回り」で作業上支障のない範囲の不具合、「内・外装」で腐食穴、割れ、



第十一章（旧十章） 第７条 アライAA　重建機 平成22年4月3日 総合評価

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車検査基準） 検査基準表の新設

 部品交換または修理をせずに商品化可能なもの（項目評価の全ての項目が

 「A」評価のもの）

アライAA　重建機 平成27年1月1日 機関・作業機等のカテゴリ別の項目評価と、項目評価の内容を総合的に評価

検査基準表の削除 アライＡＡ　重建機　検査基準表

項目評価

 「機関・作業機・足回り」で異常のないもの、「内・外装」でリペイントでなく小傷

 のもの

 欠品のないもの

 損傷のあるもの

総合評価

 部品交換または修理をせずに商品化可能なもの（項目評価の全ての項目が

 「A」評価のもの）

軽自動車・小型自動 平成24年12月10日 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車・　外装評価基準表

車・普通自動車　

外装評価点の新設

・数ヶ所に瑕疵はあるが、修理をすることにより商品価値が向上すると思われる

※外装評価基準につきましてはクレーム対象外となります。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

B点
 不具合はあるものの部品交換または修理をせずに作業可能なもの（項目評価の「内・

 外装」が「C」評価でも、「機関・作業機・足回り」が「B」評価以上のもの）

C点
 部品交換または修理を要するもの、全ての項目評価が出来ないもの（項目評価の「機関・

 作業機・足回り」のうち「C」評価のあるもの）

【削除】

評価点 内　容

評価点 内　容

A点

A点

B点
 「機関・作業機・足回り」で作業上支障のない範囲の不具合、「内・外装」で腐食穴、割れ、

C点
 「機関・作業機・足回り」で修理または部品交換を要する不具合、「内・外装」で著しい

評価点 内　容

A点

B点
 不具合はあるものの部品交換または修理をせずに作業可能なもの（項目評価の「内・

 外装」が「C」評価でも、「機関・作業機・足回り」が「B」評価以上のもの）

C点
 部品交換または修理を要するもの、全ての項目評価が出来ないもの（項目評価の「機関・

 作業機・足回り」のうち「C」評価のあるもの）

・外板パーツに交換無し

・瑕疵はあるが軽微である

・極めて良好な修理跡

Ａ
・瑕疵が数ヶ所にある

・軽微な修理をすることにより商品価値が向上すると思われる良好な修理跡

Ｂ
・目立つ瑕疵が数ヶ所にある

Ｃ

・修理を要する瑕疵が各所にある

・目立つ変色、色褪せ、色ボケがある

・錆、腐食が多い

評価点 基準内容

Ｓ

Ｄ

・著しく状態が悪い

・大幅な修理を必要とする状態

・Ｃ評価以下と判断される状態



第十一章（旧十章） 第７条 軽自動車・小型自動 平成24年12月10日 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　内装評価基準表 アライＡＡ　軽自動車・小型自動車・普通自動車　内装評価基準表

　〔Ⅰ〕検査規程 （出品車検査基準） 車・普通自動車　

内装評価点の改定

第十一章（旧十章） 第２条 ６項、７項の新設 平成27年8月1日 ６　　アライＡＡの裁定に従わない場合、アライＡＡは出品者名、落札者名を相手方に開示する場合があ

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （方　法） 　　　ります。

規定 ７　　アライＡＡの裁定に従わない場合、出品者及び落札者は、オークションにおける売買契約が出品者

　　　と落札者の間に成立していることを理解し、アライＡＡを紛争の当事者とすることなく、出品者と落

　　　札者の間で紛争を解決するものとする。

第３条 ６項の改定 平成24年6月1日 ６　　部品に対しての免責金額を単品単価で４ＷＡＡの場合20,000円以上、ＶＴＡＡの場合30,000円以上 ６　　単品単価（新品）が軽自動車・小型自動車・普通自動車の場合で20,000円未満、トラックの場合で

（処理基準） 　　　とします。また交換、修理等に付随する工賃は含まないものとします。 　　　30,000円未満の部品の瑕疵についてはノークレームと致します。また、単品単価（新品）が上記金

　　　額以上である場合にはクレームを申し立てることができますが、出品車両相応の価格値引・中古

　　　部品供給による解決を基本とし、瑕疵のある部品の交換または修理等に付随する工賃・技術料は

　　　クレーム対象の範囲に含まれないものとします（但し、工賃・技術料が著しく高額であり、クレーム

　　　対象の範囲に含めることが相当であるとアライＡＡが判断したときを除きます）。

　　　

８項の改定 平成24年6月1日 ８　　クレーム等の有効期限は開催日当日（含む）より４ＷＡＡの場合４日以内、ＶＴＡＡの場合５日以内 ８　　クレーム等の有効期限は開催日当日（含む）より軽自動車・小型自動車・普通自動車の場合４日以

　　　で４ＷＡＡ、ＶＴＡＡ共に午後５時までの受付とします。但し、期間内の日曜は除きます。受付最終 　　　内、トラックの場合５日以内で軽自動車・小型自動車・普通自動車・トラック共に午後５時までの受付

　　　日がアライＡＡ休館日の場合は翌日までとします。また、アライＡＡが認めた特殊事情（遠隔地・災 　　　とします。但し、期間内の日曜は除きます。受付最終日がアライＡＡ休館日の場合は翌日までとしま

　　　害上の問題等）の場合はこの限りではありません。上記以外でのクレームに関する期限に関して 　　　す。また、アライＡＡが認めた特殊事情（遠隔地・災害上の問題等）の場合はこの限りではありませ

　　　は、クレーム処理細目に準じます。アライＡＡが定める遠隔地によるクレーム期限延長とは、搬出 　　　ん。上記以外でのクレームに関する期限に関しては、クレーム処理細目に準じます。アライＡＡが

　　　期限内の搬出及びクレーム期限内にアライＡＡ事務局への事前連絡を必要とします。 　　　定める遠隔地によるクレーム期限延長とは、搬出期限内の搬出及びクレーム期限内にアライＡＡ

　　　また、対象地域は離島及び中国地方とし、４ＷＡＡの場合４日プラス２日、ＶＴＡＡの場合５日プラ 　　　事務局への事前連絡を必要とします。また、対象地域はアライAA会場毎に定めた地域とし、軽自

　　　ス２日の午後５時までとします。 　　　動車・小型自動車・普通自動車の場合４日プラス２日、トラックの場合５日プラス２日の午後５時まで

　　　とします。

　　　（遠隔地対応地域表　別紙あり）

15項の改定 平成24年6月1日 15　　商談落札の場合、商談時に確認できることはノークレームとなります（エンジンはノークレーム）。 15　　商談落札の場合、商談時に確認できることはノークレームとなります。なお、商談時に確認できる

　　　 但し、セールスポイントの記載事項に対してはクレームの対象とする場合があります。 　　　 こととは、目視により確認できるもののほか、軽自動車・小型自動車・普通自動車・トラックについ

　　　 ては現車が停止された状態で確認できる不具合（走行状態でなければ判明しない不具合以外の

　　 　不具合）等、重建機・産業機械については機械が出品されている場所で確認できる動作の不具合

　　　 等をいうものとします。

34/58

規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

Ａ

　ダメージほぼなし
Ｓ

ダメージほぼなし

　新車の状態に近く、　部分的な汚れ小、　革シートシワ小、　 新車の状態に近く、各部の汚れ等が小

  糊跡小

Ａ

ダメージ軽微

Ｂ

　ダメージは軽微 各部の汚れ、焦げ、糊跡、擦れ等が小

　部分的な焦げ小、　ダッシュ浮き小、　トリム切れ小、 簡易清掃にて商品価値が高まる状態

　改造、　加工、　ペイント等のないもの

Ｂ

ダメージ小

Ｃ

　ダメージあり 焦げ穴、浮き、切れ等が小

　部分的な穴、　焦げ穴、　ダッシュ切れ、　ハンドルの擦れ、 糊跡、傷、擦れ等が少数

　臭いあり 軽微な改造、加工、ペイント等

Ｄ

　ダメージ目立つ

Ｃ

ダメージ中

　各所に切れ、　ヘタリ、　日焼け、　変色あり、　ハンドルの緩み、 焦げ穴、浮き、切れ、ヘタリ等が中

　ダッシュ歪み、　異臭あり 簡易清掃で落ちない汚れ

動物毛、臭い

Ｄ

ダメージ大

Ｃ評価内容が大、異臭

強い異臭あり



第十一章（旧十章） 第３条 15項の改定 平成27年8月1日 15　　商談落札の場合、商談時に確認できることはノークレームとなります。なお、商談時に確認でき 15　　商談落札の場合、商談時に確認できることはクレーム対象外とします。なお、商談時に確認でき

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （処理基準） 　　　 ることとは、目視により確認できるもののほか、軽自動車・小型自動車・普通自動車・トラックにつ 　　　 ることとは、目視により確認できるもののほか、軽自動車・小型自動車・普通自動車・トラックにつ

規定 　　　 いては現車が停止された状態で確認できる不具合（走行状態でなければ判明しない不具合以外 　　　 いては現車が停止された状態で確認できる不具合（走行状態でなければ判明しない不具合につ

　　　 の不具合）等、重建機・産業機械については機械が出品されている場所で確認できる動作の不具 　　　 いてはクレーム対象）等、建設機械・産業機械については、機械が出品されている場所で確認で

　　 　合等をいうものとします。 　　 　き る動作の不具合等をいうものとします。但し、アライ小山建機オークションでの商談落札につ い

　　　ては、原則、クレーム対象外とします。

30項の改定 平成27年8月1日 30　　後日送付によるラジコン・リモコン・ナビロム等での動作確認によるクレームの受付けは落札者に 30　　後日送付によるラジコン・リモコン・ナビロム等での動作確認によるクレームの受付けは落札者に

　　　 送付品が到着した日の翌日までを受付期間とします。 　　　 送付品が到着した日の翌日17時までを受付期間とします。尚、産業機械に出品のクレーン単体に

　　 　付属となるラジコン・リモコンについては、オークション開催日を含む13日間（日曜 日は除く）と し、

　　　 期間最終日の１７時までを受付期間とします。

35項の改定 平成24年6月1日 35　　機関、機構系の不具合により搬出不能とアライＡＡが判断した場合、キャンセル等の対応を行う場 35　　落札後、車両の機関・機構系の不具合により搬出不能とアライＡＡが判断した場合、キャンセル等

　　　 合があります。 　　 　の対応を行う場合があります（但し、アライＡＡが定める搬出期限内にクレーム申請があった場合

　　　 に限ります）。

38項の改定 平成24年6月1日 38　　第７条（クレーム処理細則）に定めるトラック専用細目事項、「機関・機構」に関しては、新車登録 38　　第７条（クレーム処理細則）に定めるトラック専用細目事項、「機関・機構」に関しては、新車登録よ

　　 　より15年未満の車両を対象とし、処理を細目事項備考欄内設定に準じます。また、新車登録 　　　 り１５年未満・走行　中Ⅰ４０万㎞・中Ⅱ７０万㎞・大型100万㎞未満の車両を対象とし、処理を細目

　　 　15年以上の車両に関しては、会場からの搬出前及び搬出不能な場合に限りクレーム対応としま 　　　 事項備考欄内設定に準じます。また、新車登録１５年以上・走行不明・メーター改ざん車両に関し

　　 　すが、対応については以下のとおりとします。 　　 　ては、会場からの搬出前及び搬出不能な場合に限りクレーム対応としますが、対応については以

（１）　　搬出前に発覚した場合、規定金額の設定が有る場合は規定に準じます。 　　 　下のとおりとします。

（２）　　搬出不能であった場合、キャンセル対応とします（但し、値引きの場合、規定金額に設定が有 （１）　　搬出前に発覚した場合、本規約の細目事項の備考欄に記載された金額の値引きにて対応します。

　　　　 る場合は規定金額に準じます）。 （２）　　搬出不能であった場合、キャンセル対応とします（但し、落札者が値引きを希望する場合、本規

　　　　 約の細目事項の備考欄に記載された金額の値引きにて対応します）。

重建機の処理基準内 平成22年4月3日 40　　原則として非クレーム対象とします。但し、出品票の表記違い（型式、稼働時間等）の発覚及び機

容を40項、41項に新設 　　 　械の重大な不具合（油圧ポンプ故障、走行不良、ブーム・アームの亀裂等）の発覚により、アライ

　　　 ＡＡが作業上支障があると判断した場合は除きます。また非クレーム対象であってもアライＡＡ判

　　　 断によりクレーム対象となる場合があります。

41　　重建機の走行距離及び稼働時間は参考目安（走行不明車・稼働時間不明扱い）となります。但し、

　　　 改ざん歴が発覚した場合はクレーム対象となります（クレーム期間30日、キャンセル時ノーペナ

　　 　ルティ、陸送代のみ対応）。

40項の改定 平成27年1月1日 40　　原則として非クレーム対象とします。但し、出品票の表記違い（型式、稼働時間等）の発覚及び 40　　建設機械については非クレーム対象と致します。但し「盗難履歴等の出品事前確認義務における

　　 　機械の重大な不具合（油圧ポンプ故障、走行不良、ブーム・アームの亀裂等）の発覚により、ア 　　　 誓約書」の内容に違反する場合、またはアライＡＡ規約 第七章　出品 第27条（出品の申込み）１　　 

　　 　ライAAが作業上支障があると判断した場合は除きます。また非クレーム対象であってもアライＡＡ 　　　 項にアライＡＡ判断にて該当する場合はクレーム対象とします。　　　

　　　 判断によりクレーム対象となる場合があります。

平成27年8月1日 40　　建設機械については非クレーム対象と致します。但し「盗難履歴等の出品事前確認義務におけ 40　　建設機械・産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）のクレームについては以

　　　 る誓約書」の内容に違反する場合、またはアライＡＡ規約 第七章　出品 第27条（出品の申込み）　　 　　　 下の基準にて処理を行うものとします。

　　 　１項にアライＡＡ判断にて該当する場合はクレーム対象とします。　　　 （１）　　年式、製造年月、製造番号、車体番号、その他、譲渡書類により出品票との相違が確認できる事

　　　　 項についての違い。

　　　　　・当該オークションより書類発送10日間（日曜、祭日を含む）以内とし、期間最終日の17時まで

　　　　　 を受付けとします。

（２）　　走行距離及び稼働時間

　　　　　・走行距離及び稼働時間については参考目安するもので、実際の走行距離・稼働時間との間

 　　　　　 に相違があった場合であっても非クレーム対象として扱います。（以下「走行不明・稼働時間

 　　　　　 不明扱い」といいます。）が改ざん歴が発覚した場合にはクレーム対象とします。クレーム期

　　　　　  間については、オークション開催日を含む13日間以内（日曜日は除く）とし、期間最終日の

　　　　　 17時までを受付けとします。また、クレーム処理にてキャンセルとする場合は、ペナルティー

　　　　　 50,000円＋実費を出品者は支払うものとします。
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第十一章（旧十章） 第３条 40項の改定 平成27年8月1日 （３）　　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」に於ける記載内容に違反する場合。

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （処理基準） 　　　　　・第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規程、第４条（違法車処理基準）２項に準じ処理を行うものと

規定 　　　　　　します。

（４）　　機械として区分する出品物

           ・オークション開催日を含む５日間（日曜日は除く）以内とし、期間最終日の17時まで受付けとし

　　　　　　ます。

（５）　　物品（パーツ）として区分する出品物

           ・非クレーム対象とします。但し、クレーン単体及びクレーン単体に付属となるリモコン・ラジコン

　          （後日送付の場合も含む）については、オークション開催日を含む13日間（日曜日は除く）とし、

　　　　　期間最終日の１７時までを受付けとします。なお、本項（１）号から（３）号に関する項目は、各号

            のとおりとなります。

（６）　　第七章 出品 第27条（出品の申込み）１項及び第十一章の〔Ⅰ〕検査規程、第２条（出品者義務）

 　        １項に該当するとアライＡＡが判断する場合は、クレームの対象として処理を行うものとします。

　　　  

41項の改定 平成27年8月1日 41　　重建機の走行距離及び稼働時間は参考目安（走行不明車・稼働時間不明扱い）となります。但し、 41　　アライＡＡ小山建機オークションでのクレームについては、本条40項にかかわらず、原則、非クレー

　　　 改ざん歴が発覚した場合はクレーム対象となります（クレーム期間30日、キャンセル時ノーペナ 　　　 ム対象とします。但し、下記項目については、クレームの対象として処理を行うものとします。

　　　 ルティ、陸送代のみ対応）。 （１）　　走行距離及び稼働時間

           ・本条40項（２）号に準じて処理を行うものとします。

（２）　　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」に於ける記載内容に違反する場合

　　　　　・第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規程、第4条（違法車処理基準）2項に準じて処理を行うも

             のとします。

29項～41項（１）の 平成27年11月1日 29　　出品者は、後日送付によるラジコン、リモコン、ナビロム等を書類同様、開催日当時を含む８日以 29　　出品者は、車両の付属品等を後日送付とする場合には、書類同様、開催日当時を含む８日以内

改定 　　　 内に事務局へ提出するものとし、落札者による後日送付でのラジコン、リモコン、ロムナビ等の受 　　　 に当該開催事務局へ提出しなければならないものとします。また、落札者による後日送付品の受

　　 　取りの確認期間を書類発送後10日以内とします。 　　　 取り確認は書類発送後10日以内（受取り未確認の場合は同期間内による落札者からの申告を必

　　 　また、落札車両に付随する大型部品等が出品者よりアライＡＡへ後日届けられた場合、落札者へ 　　 　要）とします。

      　送付する際に発生する費用をアライＡＡは出品者へ請求するものとします。 30　　落札車両に付随する大型部品等が出品者よりアライＡＡへ後日届けられた場合、落札者へ送付す

30　　後日送付によるラジコン・リモコン・ロムナビ等での動作確認によるクレームの受付は落札者に送 　　 　る際に発生する費用をアライＡＡは出品者へ請求するものとします。

　　　 付品が到着した日の翌日１７時までを受付期間とします。尚、産業機械に出品のクレーン単体に 31　　本条29項に記載する落札者からの受取り未確認の申請を受けた場合は、出品者は、アライＡＡが

　　 　付属となるラジコン・リモコンについては、オークション開催日を含む13日間（日曜日は除く）とし、 　　　 受付をした日より８日以内に提出しなければならないものとし、提出ができない場合は、原則、値引

　　 　期間最終日の17時までを受付期間とします。 　　　 対応（新品部品の８割を上限）とします。また値引対応ができない場合にはキャンセル対応するも

31　　クレームキャンセル車の陸送代の最長は店舗までとし、キャンセル時における【実費】とはアライ 　　 　のとし、この場合、キャンセルペナルティ10,000円＋実費を請求するものとします。

　　 　ＡＡが相当と認めた費用及び販売利益を含まないものとします。 32　　後日送付による付属品等での動作確認によるクレームは、アライＡＡが付属品を発送した日から

32　　キャンセル時に発生するペナルティの処理に関しては、他会場などで発生したペナルティと重複 　　　 ５日間（日曜、祭日を除く）とし、期間最終日の17時までを受付期間とします。尚、産業機械に出　

　　 　したペナルティの処理をしないものします。 　　 　品のクレーン単体に付属となるラジコン・リモコンについては、オークション開催日を含む13日間

33　　ワンボックスカー・ライトバン・特殊車両等において２人乗り車両等の明記及びトラックにおいて積 　　　 （日曜日は除く）とし、期間最終日の17時までを受付期間とします。

　　 　載量の誤記入がある場合。 33　　クレームキャンセル車の陸送代の最長は店舗までとし、キャンセル時における【実費】とはアライ

34　　後日部品支給については開催日を含む10日以内までに落札者へ届くように手配すること（送料 　　 　ＡＡが相当と認めた費用及び販売利益を含まないものとします。

　　 　は出品者負担）。届かない場合は新品の８割の値引処理をもって解決します。 34　　キャンセル時に発生するペナルティの処理に関しては、他会場などで発生をしたペナルティと重複

　　　：ノーマル部品後日支給のものを、アライＡＡへ届けられた場合の送付手数料は以下の通りとしま 　　　  したペナルティの処理をしないものとします。

        す。 35　　ワンボックスカー・ライトバン・特殊車両等においての２人乗り車両等の明記及びトラックにおいて積

　　　 載量の誤記入がある場合。

36　　規格外乗せ替え、保安基準緩和措置による記載事項及び保安基準適合装置の取外し等による

　　　 保安基準法令に適合せず、車検取得時等に弊害が発生する場合は出品者にその旨を申告する

　　　 義務があり、第4条（違法車処理基準）に抵触しないものであってもクレームの対象とします。

37　　車両区分｢小型｣に該当する車両で、成約金額200,000円未満の車両については、低価格車両と定

35　　落札後、車両の機関・機構系の不具合により搬出不能とアライＡＡが判断した場合、キャンセル 　　　 めたうえで対応、処理を行うものとします。

　　　 等の対応を行う場合があります（但し、アライＡＡが定める搬出期限内にクレーム申請があった 38　　その他、出品規定、検査規定等に定めた事項にそぐわぬ品質状況があったもの。

　　   場合に限ります）。
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足回り部品（サス、ショック） 10,000円

その他小物部品 5,000円

大物部品（手で持てるものに限る） 10,000円

タイヤ又はホイル1本あたり 5,000円

マフラー1本あたり 10,000円



第十一章（旧十章） 第３条 29項～41項（１）の 平成27年11月1日 36　　規格外乗せ替え、保安基準緩和措置による記載事項及び保安基準適合装置の取外し等による 39　　建設機械及び産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）のクレームについて

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （処理基準） 改定 　　　 保安基準法令に適合せず、車検取得時等に弊害が発生する場合は出品者にその旨を申告する 　　　 は、以下の基準にて処理を行うものとします。

規定 　　　 義務があり、第4条（違法車処理基準）に抵触しないものであってもクレームの対象とします。 （１）　　年式、製造年月、製造番号、車体番号、その他、譲渡書類により出品票との相違が確認できる

37　　低価格車両（成約金額200,000円未満の車両）についてはペナルティ金額の取り扱いを通常金額 　　　　 事項についての違い。

　　　 の半額とします（但し、違法車両についてはペナルティ金額は通常とします）。 　　　　　・当該オークションより書類発送後10日間（日曜、祭日を含む）以内とし、期間最終日の17時ま

（１）　　成約金額100,000円未満の車両については、違法車両ならび書類上で判別するもの、搬出不 　　　　　 でを受付とします。

　　　　 不能（E/G・M/T等）な場合以外ノークレームとします。 （２）　　走行距離及び稼働時間

（２）　　成約金額100,000円以上200,000円未満の車両については、不具合が大と認められるもの（E/ 　　　　　・走行距離及び稼働時間については参考目安とするもので、実際の走行距離・稼働時間との間

　　　　 G・M/T等）ならび第十二章 第45条に当てはまる車両以外をノークレームとします。 　 　　　　 に相違があった場合であっても非クレーム対象として扱います。（以下「走行不明・稼働時間不

38　　第7条（クレーム処理細則）に定めるトラック専用細目事項、「機関・機構」に関しては、新車登録よ 　　　　　  明扱い」といいます。）が、改ざん歴が発覚した場合にはクレームの対象とします。クレーム期

　　　 り１５年未満・走行　中Ⅰ４０万㎞・中Ⅱ７０万㎞・大型100万㎞未満の車両を対象とし、処理を細 　　　　　  間については、オークション開催日を含む13日間以内（日曜日は除く）とし、期間最終日の17時

　　 　目事項備考欄内設定に準じます。また、新車登録15年以上・走行不明・メーター改ざん車両に関 　　　　　  までを受付とします。また、クレーム処理にてキャンセルとする場合は、ペナルティー50,000

　　　 しては、会場からの搬出前及び搬出不能な場合に限りクレーム対応としますが、対応については 　　　　　  円＋実費を出品者は払うものとします。

　　 　以下のとおりとします。 （３）　　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」に於ける記載内容に違反する場合。

（１）　　搬出前に発覚し場合、本規約の細目事項の備考欄に記載された金額の値引きにて対応します。 　　　　　・第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規定、第４条（違法車処理基準）２項に準じ処理を行うもの

　　　　 　 　　　　 とします。　

（２）　　搬出不能あった場合、キャンセル対応とします（但し、落札者が値引を希望する場合、本規約 （４）　　機械として区分する出品物

　　　　 の細目事項の備考欄に記載された金額の値引きにて対応します。） 　　　　　・オークション開催日を含む５日間（日曜日は除く）以内とし、期間最終日の１７時までをを受付

39　　その他、出品規定、検査規定等に定めた事項にそぐわぬ品質状況があったもの。  　　　　　 けとします。

40　　建設機械及び産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）のクレームについて （５）　　物品（パーツ）として区分する出品物

 　     は、以下の基準にて処理を行うものとします。 　　　　　・非クレーム対象とします。但し、クレーン単体及びクレーン単体に付属となるリモコン・ラジコ

（１）　　年式、製造年月、製造番号、車体番号、その他、譲渡書類により出品票との相違が確認できる 　　　　　 ン（後日送付の場合も含む）については、オークション開催日を含む13日間（日曜日は除く）と

　　　　 事項についての違い。 　　　　　 し、期間最終日の17時までを受付とします。なお、本項（１）号からから（３）号に関する項目は、

　　　　　・当該オークションより書類発送後10日間（日曜、祭日を含む）以内とし、期間最終日の17時 　　　　　 各号のとおりとなります。

　　　　　 までを受付とします。 （６）　　第七章　出品　第27条（出品の申込み）１項及び第十一章の〔Ⅰ〕検査規程、第２条（出品者義

（２）　　走行距離及び稼働時間 　　　　 務）１項に該当するとアライＡＡが判断する場合は、クレームの対象として 処理を行うものとし

　　　　　・走行距離及び稼働時間については参考目安とするもので、実際の走行距離・稼働時間との 　　　　 ます。

　 　　　　 間に相違があった場合であっても非クレーム対象として扱います。（以下「走行不明・稼働時 40　　アライＡＡ小山建機オークションでのクレームについては、本条39項にかかわらず、原則、非クレー

 　　　　　 間不明扱い」といいます。）が、改ざん歴が発覚した場合にはクレームの対象とします。 　　　 ム対象とします。但し、下記項目については、クレームの対象として処理を行うものとします。

　 　　　　 クレーム期間については、オークション開催日を含む13日間以内（日曜日は除く）と し、期 （１）　　走行距離及び稼働時間

　 　　　　 間最終日の１７時までを受付とします。また、クレーム処理にてキャンセルとする場合は、ペ 　　　　　・本条39項（２）号に準じて処理を行うものとします。　　　

　 　　　　 ナルティー50,000円＋実費を出品者は払うものとします。 （２）　　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」に於ける記載内容に違反する場合　　　

（３）　　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」に於ける記載内容に違反する場合。 　　　　　・第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規程、第４条（違法車処理基準）２項に準じて処理するも

　　　　　・第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規定、第4条（違法車処理基準）２項に準じ処理を行うもの　 　　　　　 のとします。

　　　　　 とします。

（４）　　機械として区分する出品物

　　　　　・オークション開催日を含む５日間（日曜日は除く）以内とし、期間最終日の17時までをを受付 

　　　　　 けとします。

（５）　　物品（パーツ）として区分する出品物

　　　　　・非クレーム対象とします。但し、クレーン単体及びクレーン単体に付属となるリモコン・ラジ 

　　　　　  コン（後日送付の場合も含む）については、オークション開催日を含む13日間（日曜日は除

　　　　　  く）とし、期間最終日の17時までを受付とします。なお、本項（１）号からから（３）号に関する

　　　　　　項目は、各号のとおりとなります。

（６）　　第七章　出品　第27条（出品の申込み）１項及び第十一章の〔Ⅰ〕検査規程、第２条（出品者義

　　　　 務）１項に該当するとアライＡＡが判断する場合は、クレームの対象として処理を行うものとしま

　　　　 す。 

41　　アライＡＡ小山建機オークションでのクレームについては、本条40項にかかわらず、原則、非クレ

　　 　ーム対象とします。但し、下記項目については、クレームの対象として処理を行うものとします。 

（１）　　走行距離及び稼働時間

　　　　　・本条40項（２）号に準じて処理を行うものとします。
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第十一章（旧十章） 第３条 40項（１）の改定 平成28年6月10日 （１）　　走行距離及び稼働時間 （１）　　出品申込みについての記載漏れ

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （処理基準） 　　　　　・本条39項（２）号に準じて処理を行うものとします。　　　 　　　　　・アライＡＡ規約 第七章 出品 第27条（出品の申込み）１項にてアライＡＡ判断により該当すると

規定 　　　　　 見做した場合はクレーム対象とします。

40項（３）の新設 平成28年6月10日 （３）　　成約後の重大な瑕疵

　　　　　・成約機が重大な瑕疵により自走不可とアライＡＡが判断した場合はクレーム対象とします。

　　　　　 

（処理基準）の改定 平成29年4月1日 クレーム及びトラブルの対象事項は以下のとおりとし、クレームの処理は出品車両相応の価格値引・ クレーム及びトラブルの対象事項は以下のとおりとし,クレームの処理は出品車両相応の価格値引・部

中古部品供給をもって解決することを基本とします（この場合の中古部品とは成約車両の相応の部品 品供給をもって解決することを基本とします。但し、価格値引・部品供給による解決ができなかった場合

とします）。但し、当該車の欠陥または違法部分等を落札以前に知り、これを承知し、落札されたもの は、売買契約の解除をもって解決するものとします。また、部品の供給については、中古部品の供給を

はクレーム対象外とし、アライＡＡの判断で当該会員に対し取引制限を行う場合があります。 基本とし、価格値引をする場合は、成約車両の価格をもとにアライＡＡが決定します。

但し、当該車の欠陥または違法部分等を落札以前に知り、これを承知し、落札されたものはクレーム対

象外とし、アライＡＡの判断で当該会員に対し取引制限を行う場合があります。

39以降の改定 平成29年4月1日 39　　建設機械及び産業機械（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）のクレームについ 39　建設機械及び産業機械のクレームについては、以下の基準にて処理を行うものとします。

　　　 ては、以下の基準にて処理を行うものとします。 （１）　　年式、製造年月、製造番号、車体番号、その他、譲渡書類により出品票との相違が確認できる

（１）　　年式、製造年月、製造番号、車体番号、その他、譲渡書類により出品票との相違が確認できる 　　　　 事項についての違い。

　　　　 事項についての違い。 　　　　　・当該オークションより書類発送後10日間（日曜、祭日を含む）以内とし、期間最終日の17時

　　　　　・当該オークションより書類発送後10日間（日曜、祭日を含む）以内とし、期間最終日の17時 　　　　　 までを受付とします。

　　　　　  までを受付とします。 （２）　　走行距離及び稼働時間

（２）　　走行距離及び稼働時間 　　　　　・走行距離及び稼働時間については参考目安とするもので、実際の走行距離・稼働時間との間

　　　　　・走行距離及び稼働時間については参考目安とするもので、実際の走行距離・稼働時間との 　　　　　 に相違があった場合であっても非クレーム対象として扱います。（以下「走行不明・稼働時間不

 　　　　　 間に相違があった場合であっても非クレーム対象として扱います。（以下「走行不明・稼働時 　　　　　 明扱い」といいます。）が、改ざん歴が発覚した場合にはクレームの対象とします。クレーム期

 　　　　　 間不明扱い」といいます。）が、改ざん歴が発覚した場合にはクレームの対象とします。クレー 　　　　　 間については、オークション開催日を含む13日間以内（日曜日は除く）とし、期間最終日の17時

　 　　　　ム期間については、オークション開催日を含む13日間以内（日曜日は除く）とし、期間最終日 　　　　　 までを受付とします。また、クレーム処理にてキャンセルとする場合は、ペナルティー50,000円

　 　　　　の17時までを受付とします。また、クレーム処理にてキャンセルとする場合は、ペナルティー 　　　　　 ＋実費を出品者は払うものとします。

　 　　　　 50,000円＋実費を出品者は払うものとします。 （３）　　「誓約書兼販売証明書」に於ける記載内容に違反する場合。

（３）　　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」に於ける記載内容に違反する場合。 　　　　　・第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規定、第４条（違法車処理基準）２項に準じ処理を行うもの

　　　　　・第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規定、第４条（違法車処理基準）２項に準じ処理を行うもの 　　　　　 とします。　

　　　　　 とします。　 （４）　　機械として区分する出品物

（４）　　機械として区分する出品物 　　　　　・オークション開催日を含む５日間（日曜日は除く）以内とし、期間最終日の17時までをを受付け

　　　　　・オークション開催日を含む５日間（日曜日は除く）以内とし、期間最終日の17時までをを受付  　　　　　 とします。

 　　　　　 けとします。 （５）　　物品（パーツ）として区分する出品物

（５）　　物品（パーツ）として区分する出品物 　　　　　・非クレーム対象とします。但し、クレーン単体及びクレーン単体に付属となるリモコン・ラジコ

　　　　　・非クレーム対象とします。但し、クレーン単体及びクレーン単体に付属となるリモコン・ラジコ  　　　　　 ン（後日送付の場合も含む）については、オークション開催日を含む13日間（日曜日は除く）と

　　　　　 ン（後日送付の場合も含む）については、オークション開催日を含む13日間（日曜日は除く）と  　 　　　　 し、期間最終日の１７時までを受付とします。なお、本項（１）号から（３）号に該当する場合は、

　　　　　 し、期間最終日の17時までを受付とします。なお、本項（１）号から（３）号に関する項目は、各 　 　　　　 クレームの対象と致します。

　　　　　 号のとおりとなります。 （６）　　第七章　出品　第27条（出品の申込み）１項及び第十一章の〔Ⅰ〕検査規程、第２条（出品者義

（６）　　第七章　出品　第27条（出品の申込み）１項及び第十一章の〔Ⅰ〕検査規程、第２条（出品者義 　 　　　務）１項に該当するとアライＡＡが判断する場合は、クレームの対象として 処理を行うものとし

　　　　 務）１項に該当するとアライＡＡが判断する場合は、クレームの対象として 処理を行うものとし 　　　　 ます。

　　　　 ます。 40　　その他、出品規定、検査規定等に定めた事項にそぐわぬ品質状況があったもの。

40　　アライＡＡ小山建機オークションでのクレームについては、本条39項にかかわらず、原則、非クレ

　　　 ーム対象とします。但し、下記項目については、クレームの対象として処理を行うものとします。

（１）　　出品申込みについての記載漏れ

　　　　　・アライＡＡ規約 第７章 出品 第27条（出品の申込み）１項についてアライＡＡ判断により該当　　

　　　　　する見做した場合はクレーム対象とします。

（２）　　「盗難履歴等の出品事前確認義務における誓約書」に於ける記載内容に違反する場合　　　

　　　　　・第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規程、第4条（違法車処理基準）２項に準じて処理するも

　　　　　 のとします。

（３）　　成約後の重大な瑕疵

　　　　　・成約機が重大な瑕疵により自走不可とアライＡＡが判断した場合はクレーム対象とします。
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第十一章（旧十章） 第４条 「８．タコグラフメータ 平成24年1月1日 タコグラフメーターは社外メーター扱いといたします。但し、車両総重量８トン以上の車両は除きます。 車両総重量８トン未満の車両で積算距離計（オドメーター）とタコグラフメーターが一体式となったメータ

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （違法車処理基準） ーの扱いについて」 （タコグラフ装着車において、新車時より装着の証明ができるもの、または、初回車検時より現在まで法 ーを装着した車両についてはタコグラフメーターを新車時に装着しているとみなし、実走行扱いとします。

規定 を改定 定点検記録簿が全て揃っているものに関しましては、実走行とみなします。）期限は開催日当日から７ 但し、タコグラフメーター装着車両の初年度登録とタコグラフメーター製造年月にずれがある場合で、車

日以内とし、原則、キャンセル対応といたします。また、キャンセル時はペナルティ50,000円を出品者は 両の初年度登録よりタコグラフメーター製造年月が新しい場合は原則メーター改ざん車とし、キャンセル

支払うものとします。 対応といたします。期限は開催日当日から７日以内で、ぺナルティ50,000円を出品者は支払うものとい

タコグラフメーター装着車両の初年度登録とタコグラフメーター製造年月にずれがある場合で、車両の たします。尚、タコグラフメーター装着の有無及び製造年月については出品者にて出品票に申告・記載

初年度登録よりタコグラフメーターのほうが新しい場合は原則メーター改ざん車とし、キャンセル対応 することとします。

といたします。期限は開催日当日から７日以内で、ぺナルティ50,000円を出品者は支払うものといたし

ます。

３項の改定 平成27年8月1日 ３　　走行距離数の違法車両に関する処理基準は以下に定めます。 ３　　走行距離数の違法車両に関する処理基準は以下に定めます。また、開催当日の走行距離に関す

　　　る訂正は一切受付けしないものとします。（但し、アライＡＡ小山ＶＴ・アライ小山建機オークションは

　　　除くもとします。）

平成29年4月1日 ３　　走行距離数の違法車両に関する処理基準は以下に定めます。また、開催当日の走行距離に関す ３　　走行距離数の違法車両に関する処理基準は以下に定めます。また、オークション開催当日の走行

　　　る訂正は一切受付けしないものとします。（但し、アライＡＡ小山ＶＴ・アライ小山建機オークションは 　　　距離に関する訂正は一切受付けしないものとします。（アライＡＡ小山バン・トラックオークションは

　　　除くもとします。） 　　　除く）

「４．走行不明車の 平成27年8月1日 何らかの理由でやむを得ず走行不明車を仕入し、出品票に明確に「走行不明車」の記載をし、アライＡ 何らかの理由でやむを得ず走行不明車を仕入し、出品票に明確に「走行不明車」の記載をし、アライＡ

扱いについて」 Ａに出品し落札された車両であっても、開催日当日より１４日以内であれば記録簿等での立証により落 Ａに出品し落札された車両であっても、開催日当日より１４日以内であれば記録簿等での立証により落札

を改定 札者は当該車両をキャンセルすることができます。但し、その際のキャンセルはノーペナルティとし（落 者は当該車両をキャンセルすることができます。但し、その際のキャンセルはノーペナルティとし（落札

札者も同意の上で落札した理由による）陸送費は出品者負担、実費は落札者負担とします。また、上 者も同意の上で落札した理由による）陸送費は出品者負担、実費は落札者負担とします。また、上記

記のように走行不明車の記載をしても出品者が改ざんしていない証明ができない場合は、直接改ざん のように走行不明車の記載をしても出品者が改ざんしていない証明ができない場合は、直接改ざんとみ

とみなします。走行不明車の記載忘れについても同じくメーター改ざん車としてクレーム処理をします。 なします。走行不明車の記載忘れについても同じくメーター改ざん車としてクレーム処理をします。

尚、開催日当日の訂正は一切受付しないものとします。

「５．メーター改ざん 平成27年8月1日 何らかの理由でやむを得ずメーター改ざん車を仕入し出品する場合は、その改ざん理由を明確に記 何らかの理由でやむを得ずメーター改ざん車を仕入し出品する場合は、その改ざん理由を明確に記載

車の扱いについて」 載する事を基本とします。また書類等で現車の現メーターより明らかな過去の最長距離数が確認でき する事を基本とします。また書類等で現車の現メーターより明らかな過去の最長距離数が確認できる改

を改定 る改ざん車両に関しては、その時の最長距離数を明確に記載することとします。改ざん理由の無明 ざん車両に関しては、その時の最長距離数を明確に記載することとします。改ざん理由の無明記、明確

記、明確な理由のない改ざん車両の出品に関しては走行不明車同様、書類等の立証により開催日当 な理由のない改ざん車両の出品に関しては走行不明車同様、書類等の立証により開催日当日より１４日

日より２週間以内であれば、落札者は当該車両をキャンセルする事ができます。但し、その際のキャン 以内であれば、落札者は当該車両をキャンセルする事ができます。但し、その際のキャンセルはノーペ

セルはノーペナルティーとし（落札者も同意の上での落札とみなす）、陸送費は出品者負担、実費に関 ナルティーとし（落札者も同意の上での落札とみなす）、陸送費は出品者負担、実費に関しては落札者

しては落札者負担とします。尚、開催日当日の訂正は一切受付しないものとします。 負担とします。

第５条 ９項の新設 平成24年4月1日 ９　　書類等での確認が可能なクレームについては、クレーム申請前および申請中に名義変更等の登

（非クレーム対象） 　　　録手続きをした場合、非クレーム対象とします。

１項の改定 平成24年6月1日 １　　落札者が落札車両を再販売（小売・業販）したときまたは、他のオークションに出品して成約したと １　　落札者が落札車両を再販売（小売・業販）したとき、または、他のオークションでセリにかけたとき

　　　き（但し、違法車両・瑕疵車両及び書類上でしか判明出来ない場合は除く）。 　　　（但し、違法車両・瑕疵車両及び書類上でしか判明出来ない場合は除く）。

平成28年6月10日 １　　落札者が落札車両を再販売（小売・業販）したとき、または、他のオークションでセリにかけたとき １　　落札者が落札車両を再販売（小売・業販）したとき、またはオークションでセリにかけたとき（但し、違

　　　（但し、違法車両・瑕疵車両及び書類上でしか判明出来ない場合は除く）。 　　　法車両・瑕疵車両及び書類上でしか判明出来ない場合は除く）。

10項の新設 平成24年6月1日 10　　トラック車両区分に該当する輸入車（但し、出品者による申告違い・書類上で判別するものは

　　　 除く）。 　

11項の新設 平成27年1月1日 11　　建設機械については非クレーム対象と致します。但し、「盗難履歴等の出品事前確認義務におけ

　　　 る誓約書」の内容に違反する場合またはアライＡＡ規約 第七章 出品　第27条（出品の申込み）１項

　　　 にアライＡＡ判断にて該当する場合は、クレーム対象とします。

５項の改定 平成27年8月1日 ５　　落札者によるアライＡＡクレーム申請受付け日から７日以上連絡がないとき。 ５    落札者がアライＡＡに対しクレーム申立て、アライＡＡがその申立てに対し受付けをした日より７日

　　　間以内に落札者からクレームの詳細説明がない場合。
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第十一章（旧十章） 第５条 11項の改定 平成27年8月1日 11　　建設機械については非クレーム対象と致します。但し、「盗難履歴等の出品事前確認義務にお 11　　アライＡＡ小山建機オークションに出品する出品物並びに建設機械及び産業機械（農業機械・フ

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （非クレーム対象）  　　　ける誓約書」の内容に違反する場合またはアライＡＡ規約 第七章 出品　第27条（出品の申込み） 　　　 ォークリフト・建機系機械・車両系機械）の出品物で、物品に区分される出品物（クレーン単体及

規定 　　　 １項にアライＡＡ判断にて該当する場合は、クレーム対象とします。 　　　 びクレーン単体に付属するラジコン・リモコン（後日送付の場合も含む）は除く）は非クレームとし

　　　 ます。

　　　 但し、走行距離及び稼働時間に改ざん歴が発覚した場合、「盗難履歴等の出品事前確認義務に

　　　 おける誓約書」に記載の項目に違反する場合は、クレームの対象とします。

９項～11項の改定 平成27年11月1日 ９　　書類等での確認が可能なクレームについては、クレーム申請前および申請中に名義変更等の登 ９　　クレーム申請前または申請中にアライＡＡの確認をとることなく名義変更等の登録行為をした場合。

12項～18項を新設 　　　録手続きをした場合、非クレーム対象とします。 10　　車両区分「小型」に該当する車両で、成約金額が200,000円未満の車両。ただし、修復の発覚、セ

10　　トラック車両区分に該当する輸入車（但し、出品者による申告違い・書類上で判別するものは除 　　　 ールスポイント等、記載事項の相違、エンジン・ミッション・ハイブリッドシステム等主要箇所の不具

　　　 く）。  　　　合大についてはクレームの対象とします。また、値引対応を行う場合には、成約金額の半額を上

11　　アライＡＡ小山建機オークションに出品する出品物並びに建設機械及び産業機械（農業機械・フ 　　　 限とします。

　　　 ォークリフト・建機系機械・車両系機械）の出品物で、物品に区分される出品物（クレーン単体及 11　　車両区分「小型」に該当する車両で、成約金額が100,000円未満の車両（修復の発覚含む）。ただ

　　　 びクレーン単体に付属するラジコン・リモコン（後日送付の場合も含む）は除く）は非クレームとし 　　　 し、セールスポイント等、記載事項の相違についてはクレームの対象とします。

　　　 ます。 12　　下記車両区分に記載する内容に該当する車両（ただし、セールスポイント等、記載事項の相違は

　　　 但し、走行距離及び稼働時間に改ざん歴が発覚した場合、「盗難履歴等の出品事前確認義務に 　 　　対象）。

　　　 おける誓約書」に記載の項目に違反する場合は、クレームの対象とします。 （1）　　「中型Ⅰ」　成約金額300,000円未満、走行距離200,000㎞以上（走行不明、メーター改ざん含む）

（２）　　「中型Ⅱ」　成約金額500,000円未満、走行距離500,000㎞以上（走行不明、メーター改ざん含む）

（３）　　「大型」以上　成約金額500,000円未満、走行距離800,000㎞以上（走行不明、メーター改ざん含

　　　　　む）

13　　本条10項、11項、12項に該当する車両が、第十二章　第45条に該当する場合には、クレームの対

　　 　象とするとともに、ペナルティが発生する場合については通常のペナルティ金額とします。また、第

　　　 十二章　第45条に該当する内容以外で発生するペナルティ金額については、通常金額の半額とし

　　　 ます。

14　　新車登録から12年以上経過した車両区分「中型Ⅰ」以上に該当する車両の機関・機構系

15　　新車登録から7年以上経過した車両区分「中型Ⅰ」以上に該当する車両の電装系

16　　後日送付品受取りによる確認を必要とする場合で、出品者への了解を得ることなく受取り後確認

　　　 前に車両を再販売（小売・業販）、または加修・修理をした場合

17　　車両区分「中型Ⅰ」以上に該当する輸入車（但し、出品者による申告違い・書類上で判別するもの

　　　 は除く。）

18　　アライＡＡ小山建機オークションに出品する出品物並びに建設機械及び産業機関（農業機械・フォ

　　　 ークリフト・建機系機械・車両系機械）の出品物で、物品に区分される出品物（クレーン単体及びク

　　　 レーン単体に付属するラジコン・リモコン（後日送付の場合も含む）は除く ）は非クレームとします。

　　　 但し、走行距離及び稼働時間に改ざん歴が発覚した場合、「盗難履歴等の出品事前確認義務に

　　　 おける誓約書」に記載の項目に違反する場合は、クレームの対象とします。

12項の改定 平成29年4月1日 12　 下記車両区分に記載する内容に該当する車両（ただし、セールスポイント等、記載事項の 12　下記車両区分に記載する内容に該当する車両の機関・機構・電装系

　　　相違は対象）。

18項の改定 平成28年6月10日 18　　アライＡＡ小山建機オークションに出品する出品物並びに建設機械及び産業機関（農業機械・フ 18　　建設機械及び産業機関（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）の出品物で、物品に

　　　 ォークリフト・建機系機械・車両系機械）の出品物で、物品に区分される出品物（クレーン単体及 　　　 区分される出品物（クレーン単体及びクレーン単体に付属するラジコン・リモコン （後日送付の場

　　　 びクレーン単体に付属するラジコン・リモコン（後日送付の場合も含む）は除く ）は非クレームと 　　　 合も含む）は除く）は非クレームとします。

　　　 します。 　　　 但し、走行距離及び稼働時間に改ざん歴が発覚した場合、「盗難履歴等の出品事前確認義務に

　　　 但し、走行距離及び稼働時間に改ざん歴が発覚した場合、「盗難履歴等の出品事前確認義務 　　　 おける誓約書」に記載の項目に違反する場合は、クレームの対象とします。

　　　 における誓約書」に記載の項目に違反する場合は、クレームの対象とします。

平成29年4月1日 18　建設機械及び産業機関（農業機械・フォークリフト・建機系機械・車両系機械）の出品物で、物品 18　建設機械及び産業機関の出品物で、物品に区分される出品物（クレーン単体及びクレーン単

　　 に区分される出品物（クレーン単体及びクレーン単体に付属するラジコン・リモコン （後日送付 　　 体に付属するラジコン・リモコン（後日送付の場合も含む）は除く）は非クレームとします。

　　 の場合も含む）は除く）は非クレームとします。 　　 但し、走行距離及び稼働時間に改ざん歴が発覚した場合、「誓約書件販売証明書」に記載の項

　　 但し、走行距離及び稼働時間に改ざん歴が発覚した場合、「盗難履歴等の出品事前確認義務 　　 目に違反する場合は、クレームの対象とします。

　　 における誓約書」に記載の項目に違反する場合は、クレームの対象とします。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新



第十一章（旧十章） 第５条 19項の新設 平成28年6月10日 19　　アライＡＡ小山建機オークションに出品する出品物。

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （非クレーム対象） 　　　 但し、第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規程 第３条（処理基準）の40項に該当する場合はクレー

規定 　　　 ムの対象とします。

19項の改定 平成29年4月1日 19　　アライＡＡ小山建機オークションに出品する出品物。 19　本条12、14、15項に該当する車両であっても、不具合により搬出ができないとアライＡＡが判断

20項の新設 　　　 但し、第十一章の〔Ⅱ〕　裁定（クレーム）規程 第３条（処理基準）の40項に該当する場合はクレー 　　 した場合は、クレームの対象とします。またこの場合のクレーム申立てにかかる費用（見積もり

　　　 ムの対象とします。 　　 費用等）については落札者負担とします。

20　非クレーム対象の車両であっても、セールスポイント等、出品者による出品票の記載事項に相

　　 違がある場合には、クレームの対象とします。

第７条 軽自動車・小型自動車 平成24年6月1日 　軽自動車・普通自動車・商用車・バン　クレーム処理細目事項 　軽自動車・小型自動車・普通自動車　クレーム処理細目事項

（クレーム処理細則） ・普通自動車の改定

第７条 【内装】枠 平成29年4月1日 軽自動車・普通自動車・商用車・バン　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

（クレーム処理細則） ⑤標準部品の欠品・外

軽自動車・小型自 品（ﾈｼﾞ止め固定装備

動車・普通自動車 されたもの）

クレーム対象の有無＆

期間「外部落札」の

改定

【電装】枠 平成24年6月1日 軽自動車・普通自動車・商用車・バン　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

⑥ｵﾄﾞﾒｰﾀｰの不良

　備考内容を改定

【機関】枠 平成24年6月1日 軽自動車・普通自動車・商用車・バン　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の不良

　備考内容を改定

41/58

規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

低価格車

内
装

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

内
装

クレーム内容
一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑤標準部品の欠
品・外品（ﾈｼﾞ止め
固定装備されたも
の）

－ ４日 － ４日 ＊ －

部品支給を基本とし値引の
場合は相応額とする
左記事項は重要保安部品
を除く

⑤標準部品の欠
品・外品（ﾈｼﾞ止め
固定装備されたも
の）

－ ４日 － ４日 ４日 －

部品支給を基本とし値引の
場合は相応額とする
左記事項は重要保安部品
を除く

電
装

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
電
装

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑥ｵﾄﾞﾒｰﾀｰの不良
４日

ﾉｰﾍﾟｷｬﾝｾﾙもあります（但
し、実走行車に限る）

⑥ｵﾄﾞﾒｰﾀｰの不良
４日

ﾉｰﾍﾟｷｬﾝｾﾙ（ﾒｰﾀｰ改ざん・
走行不明はﾉｰｸﾚｰﾑ）

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の不
良

４日 ４日 ４日 ４日 ４日 ー

新車登録より10年未満及び
走行10万ｷﾛ未満（但し搬出
不能の場合はこの限りでは
ない）
ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ跡、白煙、黒煙、
異音、記載有りは除く。但
し、低価格車の場合、圧縮
不足、ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ抜け、ﾒﾀ
ﾙ系不良、焼き付き不良の
み対応。

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の不
良

４日 ４日 ４日 ４日 ４日 ー

新車登録より10年未満及び
走行10万ｷﾛ未満（但し、搬
出不能はの場は合この限り
ではない）ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ跡、白
煙、黒煙、異音、記載有り
は除く。但し、低価格車の
場合、圧縮不足、ﾍｯﾄﾞｶﾞｽ
ｹｯﾄ抜け、ﾒﾀﾙ系不良、焼き
付き不良のみ対応。
※搬出不能の場合、商談
落札でもｸﾚｰﾑ対象とします



第十一章（旧十章） 第７条 【機関】枠 平成27年11月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・普通自動車・商用車・バン　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ①ｴﾝｼﾞﾝ内部の不良の

規定 　備考内容を改定

軽自動車・小型自

動車・普通自動車

④ﾀｰﾎﾞ、ｽｰﾊﾟｰﾁｬｰｼﾞｬｰ平成24年6月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・普通自動車・商用車・バン　　クレーム処理細目事項

　等の過給機器系不良

　ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾙ不良による

　白煙の備考内容を

改定

⑪として「ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ　 平成27年11月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・普通自動車・商用車・バン　　クレーム処理細目事項

　ｼｽﾃﾑ」枠を新設

【誤記入】枠 平成24年6月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

⑦クレーム内容を改定

⑧ｸﾞﾚｰﾄﾞの書き間違え 平成24年6月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

　の備考内容を改定

⑩車検期限の書き間 平成24年1月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

　違いの備考内容を

　改定
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

輸入車 外部落札 商談

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

クレーム内容
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の不
良

４日 ４日 ４日 ４日 ４日 ー

新車登録より10年未満及び
走行10万ｷﾛ未満（但し、搬
出不能はの場は合この限り
ではない）
ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ跡、白煙、黒煙、
異音、記載有りは除く。但
し、低価格車の場合、圧縮
不足、ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ抜け、ﾒﾀ
ﾙ系不良、焼き付き不良の
み対応。
※搬出不能の場合、商談
落札でもｸﾚｰﾑ対応とします

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の不
良

４日 ４日 ４日 ４日 ４日 ー

新車登録より10年未満及び
走行10万ｷﾛ未満（但し搬出
不能の場合この限りではな
い）ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ跡、白煙、黒
煙、異音、記載有りは除く。
但し、低価格車の場合、圧
縮不足、ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ抜け、
ﾒﾀﾙ系不良、焼きつき不良
のみ対応。

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

④ﾀｰﾎﾞ、ｽｰﾊﾟｰ
ﾁｬｰｼﾞｬｰ等の過給
器系不良、ﾊﾞﾙﾌﾞ
ｼｰﾙ不良による白
煙

ー ４日 ４日 ４日 ４日 ー

新車登録より６年未満及び
走行10万ｷﾛ未満。白煙、ｴ
ﾝｼﾞﾝ異音等不具合記載は
除く

④ﾀｰﾎﾞ、ｽｰﾊﾟｰ
ﾁｬｰｼﾞｬｰ等の過給
器系不良、ﾊﾞﾙﾌﾞ
ｼｰﾙ不良による白
煙

ー ４日 ４日 ４日 ４日 ー

新車登録より10年未満及び
走行10万ｷﾛ未満。白煙、ｴ
ﾝｼﾞﾝ異音等不具合記載は
除く

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑪ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ　ｼｽﾃﾑ
－ ４日 ４日 ４日 ４日 －

新車登録より10年未満及び
走行10万ｷﾛ未満

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考 誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑦ﾄﾞｱ・形状の書き
間違い ４日 ４日 ４日 ４日 ４日 －

⑦ﾄﾞｱ枚数・形状の
書き間違い ４日 ４日 ４日 ４日 ４日 －

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考 誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑧ｸﾞﾚｰﾄﾞの書き間
違い 書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨとしま
す

⑧ｸﾞﾚｰﾄﾞの書き間
違い 書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨ＋実費
とします

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑩車検期限の書き
間違い

書類発送後10日

（軽）3,000円/1ヶ月、（普）
5,000円/1ヶ月。6ヶ月未満
はｷｬﾝｾﾙ対象。ｷｬﾝｾﾙ時、
（軽）15,000円＋実費・（普）
30,000円＋実費｡但し、新
車登録より6ヶ月未満につ
いては現車確認ができない
場合、（軽）・（普）共に
10,000円/1ヶ月

⑩車検期限の書き
間違い

書類発送後10日

（軽）3,000円/1ヶ月、（普）
5,000円/1ヶ月。6ヶ月以上
はｷｬﾝｾﾙ対象。ｷｬﾝｾﾙ時、
（軽）15,000円＋実費・（普）
30,000円＋実費｡但し、新
車登録より6ヶ月未満につ
いては現車にて確認ができ
ない場合、（軽）・（普）共に
10,000円/1ヶ月



第十一章（旧十章） 第７条 【誤記入】枠 平成24年6月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ⑪として「車検証形状

規定 軽自動車・小型自 　書き間違い」を新設

動車・普通自動車

「⑪車歴の書き間違い」 平成24年6月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

　以降を⑫以降に改定

以降、順位を繰り下げ

⑬（旧⑫）年式・月（国内 平成24年1月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

　初年度登録）の書き

　間違いの備考内容を

　改定

⑭（旧⑬）乗車定員の 平成29年4月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

　書き間違い・申告も

　れより「クレーム内容」

　を改定

⑳（旧⑲）走行ﾒｰﾀｰ 平成24年6月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

　ﾀﾞｳﾝの備考内容

  を改定

㉒（旧㉑）走行距離と 平成24年6月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

　車検証記載距離の相

　違より備考を改定

【その他】枠 平成24年6月1日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

⑫として「構造変更を必

　要とし申告がない場

　合」枠を新設
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑪車検証形状の書
き間違い

書類発送後10日
ｷｬﾝｾﾙ時ﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨとしま
す

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考 誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑪車歴の書き間違
い

書類発送後10日
ｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨとし
ます

⑫車歴の書き間違
い

書類発送後10日
ｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨとし
ます

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑫年式・月（国内初
年度登録）の書き
間違い 書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費。但し、上級年式及
び月違いのｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰ
ﾍﾟﾅﾙﾃｨ+実費

⑬年式・月（国内初
年度登録）の書き
間違い 書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費。但し、年式が新し
い場合及び月違いのｷｬﾝｾ
ﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨ+実費

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考 誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑬乗車定員の書き
間違い・申告漏れ 書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費

⑭乗車定員の書き
間違い 書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談 低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑲走行ﾒｰﾀｰﾀﾞｳﾝ

180日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ50,000円
＋実費（外部落札は車両到
着24時間）。他会場との重
複ﾍﾟﾅﾙﾃｨは認めません。

⑳走行ﾒｰﾀｰﾀﾞｳﾝ

180日

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

誤
記
入

クレーム内容
低価格車 修復車 輸入車 外部落札

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ50,000円
＋実費。他会場との重複ﾍﾟ
ﾅﾙﾃｨは認めません。

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

修復車 輸入車 外部落札 商談

㉑走行距離と車検
証記載距離の相違

書類発送後30日

訂正不可であった場合、ｷｬ
ﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ50.000円＋
実費（但し、書類発送後11
日以上30日以内はﾍﾟﾅﾙﾃｨ
50.000円'+陸送費

㉒走行距離と車検
証記載距離の相違

書類発送後30日

一般車 商談 低価格車

そ
の
他

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
低価格車 一般車 修復車 輸入車 外部落札 商談

⑫構造変更を必要
とし申告が無い場
合

書類発送後10日

基本として車検取得時にお
いて弊害があると認められ
たもの

訂正不可であった場合、ｷｬ
ﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ50.000円＋
実費（但し、書類発送後11
日以上30日以内はﾍﾟﾅﾙﾃｨ
50.000円'+陸送費）名義変
更後はｸﾚｰﾑ対象外となり
ます

一般車



第十一章（旧十章） 第７条 【その他】枠 平成29年3月4日 軽自動車・小型自動車・普通自動車　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ⑬として「福祉車両の福

規定 軽自動車・小型自 　祉装置を新設」を新設

動車・普通自動車

第７条 処理細目事項及び車両 平成24年6月1日 トラック専用　細目事項 トラック専用　細目事項

（クレーム処理細則） 区分を改定 第十章の〔Ⅱ〕　第７条（クレーム処理細則） 第十一章の〔Ⅱ〕　第７条（クレーム処理細則）

トラック専用　 *この細目事項はアライオートオークショングループへ出品されたトラックの下記区分を *この細目事項はアライオートオークショングループへ出品されたトラックの下記区分を

処理細目事項 　対象としたものです。 　対象としたものです。

*ＶＴＡＡ車両区分の小型Ⅰに関しては、4ＷＡＡのクレームに関する細目事項に準じ *トラック車両区分の小型に関しては、軽自動車・小型自動車・普通自動車のクレーム
　ます。 　に関する細目事項に準じます。

トラック車両区分 トラック車両区分

積載量１．５ｔ以上～４ｔ未満のトラック、バン

1ナンバー車　（４ｔベース車は除く）

積載量４ｔ以上～５ｔ未満（車両総重量８ｔ未満・４ｔベース車含む） 積載量４ｔ以上～５ｔ未満（車両総重量８ｔ未満・４ｔベース車含む）

速度表示灯の装置がない車両 速度表示灯の装置がない車両

バス（乗車定員１１以上３０人未満） バス（乗車定員１１以上３０人未満）

積載量５ｔ以上（車両総重量８ｔ以上） 積載量５ｔ以上（車両総重量８ｔ以上）

速度表示灯の装置が付いている車両 速度表示灯の装置が付いている車両

大型バス（乗車定員３０人以上） 大型バス（乗車定員３０人以上）

ラフタークレーン（２０ｔ吊り以上のもの）・クローラークレーン ラフタークレーン（２０ｔ吊り以上のもの）・クローラークレーン

（クレーンが組立式のもの）・重ダンプトラック （クレーンが組立式のもの）・重ダンプトラック

重建機・特殊機械類・オートバイ・事故現状車その他、

　評価点０点で上記に属さない物

処理細目事項の改定 平成27年11月1日 トラック専用　細目事項 トラック専用　細目事項

及びトラック車両区分 第十一章の〔Ⅱ〕　第７条（クレーム処理細則） 第十一章の〔Ⅱ〕　第７条（クレーム処理細則）

を削除 *この細目事項はアライオートオークショングループへ出品されたトラックの下記区分を *この細目事項はアライオートオークショングループへ出品された車両区分『中型Ⅰ』以上の車両

　対象としたものです。 　を対象としたものです。

*トラック車両区分の小型に関しては、軽自動車・小型自動車・普通自動車のクレーム
　に関する細目事項に準じます。

トラック車両区分

積載量４ｔ以上～５ｔ未満（車両総重量８ｔ未満・４ｔベース車含む）

速度表示灯の装置がない車両

バス（乗車定員１１以上３０人未満）

積載量５ｔ以上（車両総重量８ｔ以上）

速度表示灯の装置が付いている車両

大型バス（乗車定員３０人以上）

ラフタークレーン（２０ｔ吊り以上のもの）・クローラークレーン

（クレーンが組立式のもの）・重ダンプトラック
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

修復車 輸入車 外部落札 商談

⑬福祉車両の福祉
装置 － ４日 ４日 ４日 ４日 －

低価格車 一般車

新車登録より10年未満及び
走行10万ｷﾛ未満

中型Ⅰ
小型 積載量０．７５ｔ未満

中型Ⅰ 積載量０．７５ｔ以上～４ｔ未満

そ
の
他

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

中型Ⅱ 中型Ⅱ

大型 大型

特大 特大

産業
機械
＆

現状

産業
機械
＆

現状

重建機・特殊機械類・オートバイ・事故現状車その他、
評価点０点で上記に属さない物

小型 積載量０．７５ｔ未満

中型Ⅰ 積載量０．７５ｔ以上～４ｔ未満

中型Ⅱ

大型

特大

産業
機械
＆

現状

重建機・特殊機械類・オートバイ・事故現状車その他、
評価点０点で上記に属さない物



第十一章（旧十章） 第７条 【電装】枠 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ②ACｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ｴﾊﾞﾎﾟ

トラック専用　 　ﾚｰﾀｰの不良

処理細目事項 ③ﾀﾞｲﾅﾓ、ｾﾙﾓｰﾀｰ､ｷｬ

　ﾌﾞﾁﾙﾄﾓｰﾀｰの不良

　備考内容を改定

⑤オドメーターの不良 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　備考内容を改定

⑥ＡＣ不良（ﾊﾞｽ） 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　備考内容を改定

【修復】枠 平成28年6月10日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

②ｷｬﾋﾞﾝ交換

　備考内容を改定

②ｷｬﾋﾞﾝ交換 平成29年3月4日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　クレーム対象の有無

　＆期間の改定

①修復歴の発覚より 平成29年4月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　備考内容を改定

③として「再検査による

　評価点1.5点以上の誤

　差」を新設

④として「ﾌﾚｰﾑ・ｸﾛｽ　

　ﾒﾝﾊﾞｰの亀裂・腐食

　穴」を新設
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

電
装

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

電
装

クレーム内容
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

②ACｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ｴ
ﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰの不良 ５日 ５日 ５日 － ５日 －

新車登録より10年未満及び
走行距離10万ｷﾛ未満ま
で、走行10万ｷﾛ以上は、一
律20,000円

②ACｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ｴ
ﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰの不良

５日 ５日 ５日

－ ③ﾀﾞｲﾅﾓ、ｾﾙﾓｰ
ﾀｰ､ｷｬﾌﾞﾁﾙﾄﾓｰﾀｰ
の不良 ５日 ５日

－ ５日 －

新車登録より7年未満及び
走行距離10万ｷﾛ未満(中
Ⅰ:10万ｷﾛ以上20万ｷﾛ未
満一律20,000円)(中Ⅱ:10万
ｷﾛ以上50万ｷﾛ未満一律
20000円)(大型・特大:10万
ｷﾛ以上80万ｷﾛ未満一律
20,000円)

③ﾀﾞｲﾅﾓ、ｾﾙﾓｰ
ﾀｰ､ｷｬﾌﾞﾁﾙﾄﾓｰﾀｰ
の不良

５日 ５日 ５日 － ５日

５日 － ５日 －

電
装

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
電
装

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑤オドメーターの不
良 ４日

ﾉｰﾍﾟｷｬﾝｾﾙもあります（但
し、実走行車に限る）

⑤オドメーターの不
良 ５日

ﾉｰﾍﾟｷｬﾝｾﾙ（ﾒｰﾀｰ改ざん・
走行不明はﾉｰｸﾚｰﾑ）

電
装

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

電
装

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑥AC不良（ﾊﾞｽ）

５日 ５日 ５日 － ５日 －

新車登録より10年未満、中
Ⅱ 20万ｷﾛ未満まで、20万
ｷﾛ以上は一律30,000円。
大型・特大 30万ｷﾛ未満ま
で　、30万ｷﾛ以上は一律
60,000円

⑥ＡＣ不良（ﾊﾞｽ）

５日 ５日 ５日 － ５日 －

新車登録より7年未満
中Ⅱ：20万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ
以上50万ｷﾛ未満一律
30,000円）大型・特大：30万
ｷﾛ未満（30万ｷﾛ以上80万
ｷﾛ未満一律60,000円）

修
復

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
修
復

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

②ｷｬﾋﾞﾝ交換

５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

自己申告がない場合には
修復車両とします。修正で
評価点1.5点以上の差が生
じたものはｸﾚｰﾑとなりま
す。

②ｷｬﾋﾞﾝ交換
５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日

修
復

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
修
復

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

②ｷｬﾋﾞﾝ交換
５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日

②ｷｬﾋﾞﾝ交換
７日 ７日 ７日 ７日 ７日 ７日

修
復

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

修
復

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ

①修復歴の発覚
７日 ７日 ７日 －

クレーム内容

７日

中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

③再検査による評
価点1.5点以上の
誤差

５日 ５日 ５日 －

７日 ７日
商談でのキャンセル陸送費
は折半とします。

①修復歴の発覚
７日

５日

７日 － ７日 ７日
評価点1点の場合は除く

５日 ５日

④ﾌﾚｰﾑ・ｸﾛｽﾒﾝ
ﾊﾞｰの亀裂・腐食穴 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日

評価点　2点・1点・R1点・R2
点は除く



第十一章（旧十章） 第７条 【機関】枠 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ①ｴﾝｼﾞﾝ内部の不良

トラック専用　 　（ﾒﾀﾙ・ﾋﾟｽﾄﾝ・圧縮）

処理細目事項 　備考内容を改定

平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

②ｴﾝｼﾞﾝﾍｯﾄﾞド・ｶﾞｽｹｯﾄ 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　抜け備考内容を改定

③ｴﾝｼﾞﾝ前後ｸﾗﾝｸｼｬﾌ、 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　ｵｲﾙｼｰﾙ不良　

　備考内容を改定

④過給器系の不良 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　備考内容を改定
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

備　　　　考
中Ⅱ 大型・特大

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

修復車 外部落札 商談中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ

５日 ５日

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の
不良（ﾒﾀﾙ・ﾋﾟｽﾄﾝ・
圧縮）

５日 ５日 ５日 ５日
５日 ５日 －

走行10万ｷﾛ以上でのE/G
ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾙ（白煙）はﾉｰｸﾚｰ
ﾑ※搬出不能の場合、商談
落札でもｸﾚｰﾑ対象としま
す。

５日 ５日 ５日 －

備　　　　考
外部落札

備　　　　考

機
関

５日
５日 －

走行10万ｷﾛ以上でのE/G
ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾙ（白煙）はﾉｰｸﾚｰ
ﾑ

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の
不良（ﾒﾀﾙ・ﾋﾟｽﾄﾝ・
圧縮）

５日 ５日

中Ⅱ中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

商談

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の
不良（ﾒﾀﾙ・ﾋﾟｽﾄﾝ・
圧縮） ５日 ５日 ５日 ５日

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

中Ⅰ

①ｴﾝｼﾞﾝ内部の
不良（ﾒﾀﾙ・ﾋﾟｽﾄﾝ・
圧縮）

大型・特大 修復車中Ⅰ

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

大型・特大 修復車

新車登録より12年未満（走
行10万ｷﾛ以上でのE/Gﾊﾞﾙ
ﾌﾞｼｰﾙによる白煙はﾉｰｸﾚｰ
ﾑ）

新車登録より12年未満
中Ⅰ：10万ｷﾛ未満（10万ｷﾛ
以上20万ｷﾛ未満一律
30,000円）中Ⅱ：20万ｷﾛ未
満（20万ｷﾛ以上50万ｷﾛ未
満一律30,000円※Ｖ型ﾌﾟﾗｽ
20,000円）大型・特大20万ｷ
ﾛ未満（20万ｷﾛ以上80万ｷﾛ
未満一律30,000円※Ｖ型ﾌﾟ
ﾗｽ20,000円）

５日 －

走行10万ｷﾛ以上でのE/G
ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾙ（白煙）はﾉｰｸﾚｰ
ﾑ※搬出不能の場合、商談
落札でもｸﾚｰﾑ対象としま
す。

中Ⅰ
クレーム内容

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅱ 外部落札 商談中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

②ｴﾝｼﾞﾝﾍｯﾄﾞド・ｶﾞｽ
ｹｯﾄ抜け

５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

中Ⅰ 10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上は一律30,000
円。中Ⅱ・大型・特大20万ｷ
ﾛ以上は一律30,000円。Ｖ
型ｴﾝｼﾞﾝは50,000円

②ｴﾝｼﾞﾝﾍｯﾄﾞド・ｶﾞｽ
ｹｯﾄ抜け

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅰ

５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

クレーム内容
中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

③ｴﾝｼﾞﾝ前後ｸﾗﾝｸ
ｼｬﾌﾄ、ｵｲﾙｼｰﾙ
不良

５日 ５日 ５日 － ５日 －

中Ⅰ 10万ｷﾛ未満まで、中
Ⅱ・大型・特大20万ｷﾛ未満
まで

③ｴﾝｼﾞﾝ前後ｸﾗﾝｸ
ｼｬﾌﾄ、ｵｲﾙｼｰﾙ
不良 ５日 ５日

クレーム対象の有無＆期間

５日 － ５日 －

新車登録より12年未満
中Ⅰ 10万ｷﾛ未満まで
中Ⅱ・大型・特大20万ｷﾛ未
満まで

備　　　　考

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

クレーム内容
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

５日

④過給器系の不良

５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

中Ⅰ　10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上は一律15,000
円。中Ⅱ・大型・特大20万ｷ
ﾛ未満まで、20万ｷﾛ以上
は、一律60,000円

－

中Ⅰ　10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上は一律15,000
円。中Ⅱ・大型・特大20万ｷ
ﾛ未満まで、20万ｷﾛ以上
は、一律15,000円

④過給器系の不良

５日 ５日



第十一章（旧十章） 第７条 【機関】枠 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ④過給器系の不良

トラック専用　 　備考内容を改定

処理細目事項

⑤噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ不良、燃料 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　漏れ（ﾉｽﾞﾙ含む）

　備考内容を改定

⑥ﾗｼﾞｴﾀｰ、ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ、平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　ｵｲﾙｸｰﾗｰ不良

　備考内容を改定

⑦ｴﾝｼﾞﾝ規格外品の乗 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 機関枠「⑦ｴﾝｼﾞﾝ規格外品の乗せ換え」項目を「その他」枠⑫として移行、機関枠「⑧ﾏｳﾝﾄﾌﾞｯｼｭ

　せ換えを『その他』項 類の不良」、「⑨ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ不良」を⑦、⑧に順位を繰り上げ

　目枠に移行

⑧（旧⑨）ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ不良平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　備考内容を改定
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

クレーム内容

－

中Ⅰ　10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上は一律15,000
円。中Ⅱ・大型・特大20万ｷ
ﾛ未満まで、20万ｷﾛ以上
は、一律60,000円

④過給器系の不良

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

④過給器系の不良

５日 ５日 ５日 ５日 ５日

５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

新車登録より12年未満
中Ⅰ：10万ｷﾛ未満（10万ｷﾛ
以上20万ｷﾛ未満一律
15,000円）中Ⅱ：20万ｷﾛ未
満（20万ｷﾛ以上50万ｷﾛ未
満一律60,000円）大型・特
大：20万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ以
上80万ｷﾛ未満一律60,000
円）

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑤噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ　不
良、燃料漏れ（ﾉｽﾞ
ﾙ含む） ５日 ５日 ５日 －

新車登録より12年未満
中Ⅰ：10万ｷﾛ未満（10万ｷﾛ
以上20万ｷﾛ未満一律
30,000円）中Ⅱ：20万ｷﾛ未
満（20万ｷﾛ以上50万ｷﾛ未
満一律60,000円）大型・特
大：20万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ以
上80万ｷﾛ未満一律60,000
円）

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
関

５日 －

中Ⅰ10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上は一律30,000
円。　中Ⅱ・大型・特大20万
ｷﾛ未満まで、20万ｷﾛ以上
は、一律60,000円

⑤噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ　不
良、燃料漏れ（ﾉｽﾞ
ﾙ含む）

５日 ５日 － ５日 －５日

外部落札 商談

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ
クレーム内容

⑥ﾗｼﾞｴﾀｰ、ｳｫｰﾀｰ
ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｵｲﾙｸｰﾗｰ不

良

５日 ５日

中Ⅱ 大型・特大 修復車

５日 ５日 ５日 －

新車登録より12年未満
（※搬出前に限り原則キャ
ンセル対応）
中Ⅰ：10万ｷﾛ未満（10万ｷﾛ
以上20万ｷﾛ未満一律
10,000円）中Ⅱ：20万ｷﾛ未
満（20万ｷﾛ以上50万ｷﾛ未
満一律20,000円）大型・特
大：20万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ以
上80万ｷﾛ未満一律20,000
円）

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑦ｴﾝｼﾞﾝ規格外品
の乗せ換え 30日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
機
関

５日 －

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑧コンピューター不
良 ５日 ５日 ５日 －

⑧コンピューター不
良 ５日 ５日 ５日 － ５日 －

新車登録より12年未満

５日

⑥ﾗｼﾞｴﾀｰ、ｳｫｰﾀｰ
ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｵｲﾙｸｰﾗｰ不
良機

関

中Ⅰ10万ｷﾛ未満まで、
10万ｷﾛ以上は一律10,000
円。中Ⅱ・大型・特大20万
ｷﾛ未満まで、20万ｷﾛ以上
は、一律20,000円（但し、
搬出前に限り原則キャンセ
ル対応）

－５日５日５日５日



第十一章（旧十章） 第７条 【機関】枠 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ⑨として「ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｼｽ

トラック専用　 　ﾃﾑ」を新設

処理細目事項

【機構】枠 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

②ｸﾗｯﾁ滑り（M/T）　

　備考内容の改定

④M/T不良 平成24年1月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　「クレーム内容」を

　改定

④M/T不良 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　備考内容を改定
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

機
関

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑨ハイブリットシス
テム ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

新車登録より12年未満

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

②ｸﾗｯﾁ滑り（M/T）

５日 ５日 ５日 ５日 ５日 当日

原則ｷｬﾝｾﾙ対応、但し搬出
後はﾉｰｸﾚｰﾑとなります。値
引きの場合、中Ⅰ 10万ｷﾛ
未満まで、10万ｷﾛ以上は
上限30,000円。中Ⅱ 20万ｷ
ﾛ未満まで　20万ｷﾛ以上は
上限60,000円。大型・特大
20万ｷﾛ未満まで、20万ｷﾛ
以上は上限85,000円。

②ｸﾗｯﾁ滑り（M/T）

５日 ５日 ５日 ５日 ５日 当日

新車登録より12年未満
原則ｷｬﾝｾﾙ対応（※搬出後
はﾉｰｸﾚｰﾑ）　中Ⅰ：10万ｷﾛ
未満（10万ｷﾛ以上20万ｷﾛ
未満、上限30,000円）　中
Ⅱ：20万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ以
上50万ｷﾛ未満、上限
60,000円）　大型・特大：20
万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ以上80
万ｷﾛ未満、上限85,000円）

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

④Ｍ/Ｔ不良

５日

ｵｲﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ。ｼﾝｸ
ﾛ・ｶｳﾝﾀｰB/G不良の場合、
中Ⅰ　10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上20万ｷﾛ未満は上
限30,000円、20万ｷﾛ以上
はﾉｰｸﾚｰﾑ。中Ⅱ・大型・特
大20万ｷﾛ未満まで、20万ｷ
ﾛ以上40万ｷﾛ未満は上限
60,000円、40万ｷﾛ以上は
ﾉｰｸﾚｰﾑ。修復車・商談落
札車は停止状態で確認が
できる場合はﾉｰｸﾚｰﾑ

④Ｍ/Ｔ不良
　（トクSを含む）

５日

ｵｲﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ。ｼﾝｸ
ﾛ・ｶｳﾝﾀｰB/G不良の場合、
中Ⅰ　10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上20万ｷﾛ未満は上
限30,000円、20万ｷﾛ以上
はﾉｰｸﾚｰﾑ。中Ⅱ・大型・特
大20万ｷﾛ未満まで、20万ｷ
ﾛ以上40万ｷﾛ未満は上限
60,000円、40万ｷﾛ以上は
ﾉｰｸﾚｰﾑ。修復車・商談落
札車は停止状態で確認が
できる場合はﾉｰｸﾚｰﾑ

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

④Ｍ/Ｔ不良
　（トクSを含む）

５日

ｵｲﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ。ｼﾝｸ
ﾛ・ｶｳﾝﾀｰB/G不良の場合、
中Ⅰ　10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上20万ｷﾛ未満は上
限30,000円、20万ｷﾛ以上
はﾉｰｸﾚｰﾑ。中Ⅱ・大型・特
大20万ｷﾛ未満まで、20万ｷ
ﾛ以上40万ｷﾛ未満は上限
60,000円、40万ｷﾛ以上は
ﾉｰｸﾚｰﾑ。修復車・商談落
札車は停止状態で確認が
できる場合はﾉｰｸﾚｰﾑ

④Ｍ/Ｔ不良
　（トクSを含む）

５日

中Ⅱ

新車登録より12年未満（ｵｲ
ﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ、修復車・
商談落札車は停止状態で
確認可能な場合も、ﾉｰｸﾚｰ
ﾑ）　中Ⅰ：10万ｷﾛ未満（10
ｷﾛ以上20万ｷﾛ未満、上限
30,000円、20万ｷﾛ以上は
ﾉｰｸﾚｰﾑ）中Ⅱ・大型・特大：
20万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ以上
40万ｷﾛ未満、上限60,000
円、40万ｷﾛ以上はﾉｰｸﾚｰ
ﾑ）



第十一章（旧十章） 第７条 【機構】枠 平成28年1月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ④M/T不良

トラック専用　 　備考内容を改定

処理細目事項

⑤A/T滑り、変速ｼｮｯｸ、 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　ﾀｲﾑﾗｸﾞ等の不良

　備考内容を改定

⑥ﾃﾞﾌ不良より備考を 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　改定

⑦ﾐｯｼｮﾝ乗せ換え（AT 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 機構枠「⑦ﾐｯｼｮﾝ乗せ換え（AT→MT）及び規格外等　明記無き場合」項目を「その他」枠⑬とし

　→MT）及び規格外等 て移行、機構枠「⑧ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ、ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄの不良」以下、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬について順位

　、明記無き場合 を繰り上げ

　『その他』項目枠へ

　移行

⑦（旧⑧）ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ、 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｼｬﾌﾄの不良

　備考内容を改定

49/58

規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅰ

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

④Ｍ/Ｔ不良
　（トクSを含む）

５日

新車登録より12年未満（ｵｲ
ﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ、修復車・
商談落札車は停止状態で
確認可能な場合も、ﾉｰｸﾚｰ
ﾑ）　中Ⅰ：10万ｷﾛ未満（10
ｷﾛ以上20万ｷﾛ未満、上限
30,000円、20万ｷﾛ以上は
ﾉｰｸﾚｰﾑ）中Ⅱ・大型・特大：
20万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ以上
40万ｷﾛ未満、上限60,000
円、40万ｷﾛ以上はﾉｰｸﾚｰ
ﾑ）

④Ｍ/Ｔ不良
　（トクSを含む）

５日

新車登録より12年未満（ｵｲ
ﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ、修復車・
商談落札車は停止状態で
確認可能な場合も、ﾉｰｸﾚｰ
ﾑ）ｼﾝｸﾛ･ｶｳﾝﾀｰB/G不良
の場合、中Ⅰ：10万ｷﾛ未満
（10ｷﾛ以上20万ｷﾛ未満、
上限30,000円、20万ｷﾛ以
上はﾉｰｸﾚｰﾑ）中Ⅱ・大型・
特大：20万ｷﾛ未満（20万ｷﾛ
以上40万ｷﾛ未満、上限
60,000円、40万ｷﾛ以上は
ﾉｰｸﾚｰﾑ）

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑤A/T滑り、変速
ｼｮｯｸ、ﾀｲﾑﾗｸﾞ等の
不良

５日

ｵｲﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ。中Ⅰ
10万ｷﾛ未満まで、中Ⅱ・大
型・特大20万ｷﾛ未満まで、
修復車・商談落札車は停止
状態で確認ができる場合は
ﾉｰｸﾚｰﾑ

⑤A/T滑り、変速
ｼｮｯｸ、ﾀｲﾑﾗｸﾞ等の
不良

５日

新車登録より12年未満（ｵｲ
ﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ、修復車・
商談落札車は停止状態で
確認可能な場合も、ﾉｰｸﾚｰ
ﾑ）中Ⅰ：10万ｷﾛ未満、中
Ⅱ・大型・特大：20万ｷﾛ未
満

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑥ﾃﾞﾌ不良

５日

ｵｲﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ。中Ⅰ
10万ｷﾛ未満まで、中Ⅱ・大
型・特大20万ｷﾛ未満まで、
修復車・商談落札車は停止
状態で確認ができる場合は
ﾉｰｸﾚｰﾑ

⑥ﾃﾞﾌ不良

５日

新車登録より12年未満（ｵｲ
ﾙ漏れはﾉｰｸﾚｰﾑ、修復車・
商談落札車は停止状態で
確認可能な場合も、ﾉｰｸﾚｰ
ﾑ）中Ⅰ：10万ｷﾛ未満、中
Ⅱ・大型・特大：20万ｷﾛ未
満

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑦ﾐｯｼｮﾝ乗せ換え
（AT→MT）及び規
格外等、明記無き
場合

書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

⑧ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ、ﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾗｼｬﾌﾄの不良

５日

中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

中Ⅰ 中Ⅱ
備　　　　考

大型・特大 修復車 外部落札

中Ⅰ 10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上は一律一本につ
き15,000円。中Ⅱ・大型・特
大 20万ｷﾛ未満まで、20万
ｷﾛ以上は一律一本につき
15,000円。

⑦ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ、ﾌﾟﾛ
ﾍﾟﾗｼｬﾌﾄの不良

５日

新車登録より12年未満、中
Ⅰ：10万ｷﾛ未満（10ｷﾛ以上
20万ｷﾛ未満、一本につき
15,000円）、中Ⅱ：20ｷﾛ未
満（20万ｷﾛ以上50ｷﾛ未
満、1本につき15,000円）
大型・特大：20万ｷﾛ未満
（20万ｷﾛ以上80万ｷﾛ未満1
本につき15,000円）

商談



第十一章（旧十章） 第７条 【機構】枠 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ⑧（旧⑨）ﾌﾞﾚｰｷ系の

トラック専用　 　不良（ﾃﾞｨｽｸﾊﾟｯﾄ、ﾃﾞｨ

処理細目事項 　ｽｸﾛｰﾀｰは除く）、ｴｱｰ

　ﾏｽﾀｰ、ﾊｲﾄﾞﾛﾏｽﾀｰ、

　自動ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰｷABS

　不良備考内容を改定

⑪（旧⑫）PS不良 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　（ﾎﾞｯｸｽ、ﾎﾟﾝﾌﾟ、4WS

　含む）備考内容を

　改定

⑫（旧⑬）ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　（ﾊﾞｷｭｰﾑ含む）

　備考内容を改定

⑬ｴｱｻｽ不良（ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　含む）の新設

【誤記入】枠 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

④ﾐｯｼｮﾝの機構表示違

　い（段数）
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

外部落札 商談

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車

⑨ﾌﾞﾚｰｷ系の不良
（ﾃﾞｨｽｸﾊﾟｯﾄ、ﾃﾞｨｽｸ
ﾛｰﾀｰは除く）、ｴｱｰ
ﾏｽﾀｰ、ﾊｲﾄﾞﾛﾏｽ
ﾀｰ、自動ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰ
ｷABS不良

５日 ５日 ５日 － ５日 －

中Ⅰ 10万ｷﾛ未満まで、10
万ｷﾛ以上15万ｷﾛ未満は
10,000円、15万ｷﾛ以上は
ﾉｰｸﾚｰﾑ。中Ⅱ・大型・特大
20万ｷﾛ未満まで、20万ｷﾛ
以上30万ｷﾛ未満は25,000
円、30万ｷﾛ以上はﾉｰｸﾚｰ
ﾑ。

⑨ﾌﾞﾚｰｷ系の不良
（ﾃﾞｨｽｸﾊﾟｯﾄ、ﾃﾞｨｽｸ
ﾛｰﾀｰは除く）、ｴｱｰ
ﾏｽﾀｰ、ﾊｲﾄﾞﾛﾏｽ
ﾀｰ、自動ｻｲﾄﾞﾌﾞﾚｰ
ｷABS不良

５日 ５日 ５日 － ５日 －

新車登録より12年未満
中Ⅰ：10万ｷﾛ未満（10ｷﾛ以
上15万ｷﾛ未満10,000円、
15万ｷﾛ以上はﾉｰｸﾚｰﾑ）、
中Ⅱ・大型・特大：20ｷﾛ未
満（20万ｷﾛ以上30ｷﾛ未
満、25,000円、30万ｷﾛ以上
はﾉｰｸﾚｰﾑ）

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑫PS不良（ﾎﾞｯｸｽ、
ﾎﾟﾝﾌﾟ、4WS含む）

５日 ５日 ５日 － ５日 －

走行10万ｷﾛ未満、10万ｷﾛ
以上のPS/BOXの場合、中
Ⅰ 30,000円、中Ⅱ・大型・
特大60,000円、10万ｷﾛ以
上のPS/ﾎﾟﾝﾌﾟの場合、中Ⅰ
15,000円、中Ⅱ・大型・特大
30,000円

⑪PS不良（ﾎﾞｯｸｽ、
ﾎﾟﾝﾌﾟ、4WS含む）

５日 ５日 ５日 － ５日 －

新車登録より12年未満、走
行10万ｷﾛ未満
※PS/BOXの場合、
中Ⅰ：10万ｷﾛ以上20万ｷﾛ
未満30,000円　中Ⅱ：10万
ｷﾛ以上50万ｷﾛ未満60,000
円　大型・特大：10万ｷﾛ以
上80万ｷﾛ未満60,000円
※PS/ﾎﾟﾝﾌﾟの場合
中Ⅰ：10万ｷﾛ以上20万ｷﾛ
未満15,000円　中Ⅱ：10万
ｷﾛ以上50万ｷﾛ未満30,000
円　大型・特大：10万ｷﾛ以
上80万ｷﾛ未満30,000円

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑬ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
（ﾊﾞｷｭｰﾑ含む）

５日 ５日 ５日 － ５日 －

走行10万ｷﾛ未満、10万ｷﾛ
以上、中Ⅰ20,000円、中
Ⅱ・大型・特大40,000円

⑫ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
（ﾊﾞｷｭｰﾑ含む）

５日 ５日 ５日 －

機
構

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大

－ ５日 －

５日 －

新車登録より12年未満、走
行10万ｷﾛ未満、中Ⅰ：10ｷ
ﾛ以上20万ｷﾛ未満20,000
円、中Ⅱ：10ｷﾛ以上50万ｷ
ﾛ未満40,000円　大型・特
大：10万ｷﾛ以上80万ｷﾛ未
満40,000円

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅰ

新車登録より10年未満。ｺﾞ
ﾑ部品等に関しては、新車
登録より３年未満

大型・特大 修復車中Ⅰ

修復車 外部落札 商談

⑬ｴｱｻｽ不良（ｺﾝﾄ
ﾛｰﾗｰ含む）

５日 ５日 ５日

外部落札 商談
誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

誤
記
入

クレーム内容

④ﾐｯｼｮﾝの機構表
示違い（段数）

５日 ５日 ５日 ５日

中Ⅱ 大型・特大 修復車

５日

中Ⅱ

５日 －

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費、Low・High機能付
き、特殊ﾐｯｼｮﾝ車（M/Tｸﾗｯﾁ
ﾚｽ車等、未記入）

④ミッションの機構
表示違い（段数）

外部落札 商談

５日 ５日 －

ｷｬﾝｾﾙ時ﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨ
Low・High機能付き、特殊ﾐｯ
ｼｮﾝ車（M/Tｸﾗｯﾁﾚｽ車等、
未記入）

５日 ５日



第十一章（旧十章） 第７条 【誤記入】枠 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ⑤ACの書き間違い

トラック専用　 ⑥ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄの書き間

処理細目事項 　違い（有・無）

　クレーム対象の有無

　＆期間及び備考内容

　を改定

⑦「クレーム内容」の 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　改定

⑧ｸﾞﾚｰﾄﾞの書き間違い 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　備考内容を改定

⑩として「車検証形状の 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　書き間違い」を新設及

　び⑪車歴の書き間違

　い（営業車・ﾚﾝﾀｶｰを

　除く）以降の順位を

　繰り下げ

⑪（旧⑩）車歴の書き間 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　違い（営業車・ﾚﾝﾀｶｰ

　を除く）クレーム対象

　の有無＆期間の改定

　及び備考内容を改定

㉑（旧⑳）走行距離と トラック専用　　クレーム処理細目事項 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　車検証記載距離の

　相違の備考内容を

　改定

【その他】枠 平成24年6月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項

⑪として「構造変更を必

　要とし申告が無い場

　合」を新設
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

備　　　　考
商談 中Ⅰ

クレーム対象の有無＆期間

中Ⅱ 大型・特大 修復車

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

誤
記
入

クレーム内容

５日 －

⑥セールスポイント
の書き間違い（有・
無）

外部落札 商談中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札

５日
⑤ＡＣの書き間違
い ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費

５日

－
ｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅｷｬﾝｾﾙと
します。

⑤ＡＣの書き間違
い ５日 ５日 ５日

５日 ５日 ５日

５日

５日

⑥セールスポイント
の書き間違い（有・
無）

５日 ５日 ５日 ５日 ５日

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
誤
記
入

クレーム内容

⑦ﾄﾞｱ枚数・形状の
書き間違い（上物
含む）

－

ｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅｷｬﾝｾﾙと
します

５日

ｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨｷｬﾝ
ｾﾙとします

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ 大型・特大 修復車 外部落札 商談中Ⅱ

⑦ﾄﾞｱ・形状の書き
間違い

５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考 誤
記
入

クレーム内容

⑧ｸﾞﾚｰﾄﾞの書き間
違い 書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅｷｬﾝｾﾙと
します

⑧ｸﾞﾚｰﾄﾞの書き間
違い

ｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨ＋実
費

クレーム対象の有無＆期間
備　　　　考

中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談 中Ⅰ

修復車 外部落札 商談

大型・特大 修復車 外部落札 商談

書類発送後10日

中Ⅱ

⑩車検証形状の書
き間違い 書類発送後10日

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ

ｷｬﾝｾﾙ時はﾉｰﾍﾟﾅﾙﾃｨｷｬﾝ
ｾﾙとします

中Ⅱ 大型・特大

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
誤
記
入

⑩車歴の書き間違
い（営業車・ﾚﾝﾀｶｰ
を除く）

書類発送後10日
ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費

修復車 外部落札

⑪車歴の書き間違
い（営業車・ﾚﾝﾀｶｰ
を除く）

－

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 商談 中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談
備　　　　考

誤
記
入

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考

誤
記
入

クレーム内容

⑳走行距離と車検
証記載距離の相違

書類発送後30日

訂正不可であった場合、ｷｬ
ﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ50,000円＋
実費、但し、書類発送後11
日以上30日以内はﾍﾟﾅﾙﾃｨ
50,000円+陸送費

㉑走行距離と車検
証記載距離の相違

中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

訂正不可であった場合、ｷｬ
ﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ50,000円＋
実費、但し、書類発送後11
日以上30日以内はﾍﾟﾅﾙﾃｨ
50,000円+陸送費。名義変
更後はｸﾚｰﾑ対象外となり
ます

中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談
備　　　　考

クレーム対象の有無＆期間

書類発送後30日

中Ⅰ

そ
の
他

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑪構造変更を必要
とし申告が無い場
合

書類発送後10日

基本として車検取得時にお
いて弊害があると認められ
たもの



第十一章（旧十章） 第７条 【その他】枠 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） ⑫として、「ｴﾝｼﾞﾝ

トラック専用　 　規格外品の乗せ

処理細目事項 　換え」を機関枠⑧

　より移設

⑬として「ﾐｯｼｮﾝ乗せ換 平成27年11月1日 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　え（AT→MT）及び

　規格外等、明記無き

　場合」を機構枠より

　移設

⑭として「福祉車両の 平成29年3月4日 トラック専用　　クレーム処理細目事項

　福祉装置を新設」を

　新設

トラック専用（特殊・ 平成28年1月1日 　＊危険物運送車両の特殊車両、３トン吊りのクレーン車等を出品する場合は別途必要書類の有無を 　＊危険物運送車両の特殊車両、３トン吊りのクレーン車等を出品する場合は別途必要書類の有無の

特装）細目事項の 　　 明記して下さい（期限切れとみなします）。 　　 明記を必要とします。有無の明記が無い場合や期限切れでの出品につきましては「書類無し」とみ

改定 　　 なします。また、クレーン検査証の有効期限が翌月末以内である場合の出品につきましても「書類

　　 無し」とみなします。

　＊特殊燃料（ＬＰＧ，ＣＮＧ等）を使用する車両の出品時は、燃料タンクの容器証明書類の有無の明記 　＊特殊燃料（ＬＰＧ，ＣＮＧ等）を使用する車両を出品する場合は、燃料タンク使用に於ける容器証明

 　  を必要とします（使用期限切れは書類無しとみなします）。 　   書類の有無の明記を必要とします。有無の申告が無い場合や使用期限切れでの出品につきまして

  　 は「書類無し」とみなします。

平成29年4月1日 　＊上物機能の状態については、正常に作動することが基本であり、正常に作動しないものについては 　＊上物機能の状態については、正常に作動することが基本であり、正常に作動しないものについては

　　  クレームになることがあります。 　　 クレームなることがあります。

　＊危険物運送車両の特殊車両、３トン吊りのクレーン車等を出品する場合は別途必要書類の有無の 　＊危険物運送車両等の特殊車両、3トン吊り以上のクレーン車等を「書類有り」として出品する場合は、

　　 明記を必要とします。有無の明記が無い場合や期限切れでの出品につきましては「書類無し」とみ 　　 所轄官庁での移転登録手続きができる譲渡書類を提出するものとします。但し、３トン吊り以上の

　　 なします。また、クレーン検査証の有効期限が翌月末以内である場合の出品につきましても「書類 　　 クレーン車両の場合は、クレーン検査証の有効期限が翌月末以上あるものとします。

　　 無し」とみなします。 　＊特殊燃料（LPG・CNG等）を使用する車両を出品する場合は、燃料タンク使用に於ける容器証明書

　＊特殊燃料（ＬＰＧ，ＣＮＧ等）を使用する車両を出品する場合は、燃料タンク使用に於ける容器証明 　　 類等を書類有りとして出品する場合は、燃料タンクは使用期限内であり、その旨を証明できるもの

　   書類の有無の明記を必要とします。有無の申告が無い場合や使用期限切れでの出品につきまして 　　 とします（使用期限切れでの出品については、書類無しとみなします）。

  　 は「書類無し」とみなします。
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

そ
の
他

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑫ｴﾝｼﾞﾝ規格外品
の乗せ換え 30日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費

そ
の
他

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑬ﾐｯｼｮﾝ乗せ換え
（AT→MT）及び規
格外等、明記無き
場合

書類発送後10日

ｷｬﾝｾﾙ時ﾍﾟﾅﾙﾃｨ30,000円
＋実費

そ
の
他

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　　　考
中Ⅰ 中Ⅱ 大型・特大 修復車 外部落札 商談

⑬福祉車両の福祉
装置 ５日 ５日 ５日 ５日 ５日 －

特
殊
・
特
装

○ﾎﾞﾃﾞｨｰ及び上物
乗せ換え表示無し

新車登録より10年未満及び
走行10万ｷﾛ未満

クレーム対象の有無＆期間 備　　　　考 クレーム対象の有無＆期間 備　　　　考

5日（商談は除く）
上物の年式が車両年式よ
り2年以上古い場合。

○ﾀﾞﾝﾌﾟ 5日（商談は除く）

三転式等、特殊機構につい
ての記載がない場合。土砂
禁止についてのｸﾚｰﾑは書
類発送後10日以内

○ﾎﾞﾃﾞｨｰ及び上物
乗せ換え表示無し

5日（商談は除く）

上物の年式の古い場合　2
年以上。低年式でも正常に
機能すること。年式に関わ
らず作動部品が無い為ﾃｽﾄ
ができない場合明記

○ﾄﾗｸﾀｰ、ﾄﾚｰﾗ －
必要書類についてのｸﾚｰﾑ
は書類発送後10日以内

○ﾘﾓｺﾝ操作機能
が有るもので表示

5日（商談は除く）

特
殊
・
特
装

○成約金額
￥200,000以下の
車両

－

基本的にﾉｰｸﾚｰﾑとするが
不具合大の場合にはｱﾗｲ
AAの裁定により判断しま
す。ｷｬﾝｾﾙﾍﾟﾅﾙﾃｨの取り
扱いは半額とします。



第十一章（旧十章） 第７条 トラック専用（特殊・特装）平成29年4月1日

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） 細目事項の改定

トラック専用　

処理細目事項

重建機専用のクレーム 平成22年4月3日 重建機専用　細目事項

細目事項を新設 ※ｱﾗｲAA小山

ﾊﾞﾝﾄﾗより順次）
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

クレーム対象の有無＆期間 備　　　　考

特
殊
・
特
装

○冷凍　冷蔵 5日（商談は除く）

冷凍車-5℃～-30℃（低温
仕様）
冷凍冷蔵車-5℃～+25℃
（中温仕様）
冷蔵車（蓄冷式)

○ﾊﾞｯｶｰ車 5日（商談は除く）
回転ﾀﾞﾝﾌﾟ式排出・　強制排
出・プレス式積込

○ｸﾚｰﾝ車 5日（商談は除く） ﾋﾟﾝ式を明記

○ｸﾚｰﾝ車3ﾄﾝ吊り
以上

5日（商談は除く）
ｸﾚｰﾝ検査証 有効期限（必
要書類についてのｸﾚｰﾝは
書類発送後10日以内）

○ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ等 5日（商談は除く）
容器証明等明記（必要書類
についてのｸﾚｰﾑは書類発
送後10日以内）

○ﾀﾞﾝﾌﾟ 5日（商談は除く）

土砂運搬廃止届、自重計
適合証（必要書類について
の　ｸﾚｰﾑは書類発送後10
日以内）

○消防車 － 基本的に書類なし

○ﾄﾗｸﾀｰ、ﾄﾚｰﾗ －

ﾄﾗｸﾀｰ積載表示は　第5輪
荷重を明記　ﾄﾚｰﾗｰｾｯﾄ出
品時 現車ﾄﾗｸﾀｰで引ける
か明記（必要書類について
のｸﾚｰﾑは書類発送後10日
以内）

クレーム内容
クレーム対象の有無＆期間

備　　考
重建機 外部落札 商談

機
関

作業上支障のある不具合
の発覚(E/G内部不良・油圧
ポンプ不良等）

５日 ５日 -

作
業
機

作業上支障のある不具合
の発覚（アームヒビ・切れ

等）

５日 ５日 -

足
回
り

作業上支障のある不具合
の発覚（走行モーター・Ｔ/
Ｍ・クラッチ不良等）

５日 ５日 -

外
装

キズ・錆・凹み・腐食・穴・割
れ等

- ノークレーム対応　（評価点違い含む）

内
装

キズ・破れ・汚れ・穴・雨漏
り・割れ等

- ノークレーム対応　（評価点違い含む）

誤
記
入

出品店申告欄の書き間違
い

書類発送後10日

セールスポイントの書き間
違い

５日 ５日 -

そ
の
他

差し押さえ・抵当権設定車・
盗難車・犯罪関与車

無期限
キャンセル時ペナルティ100,000円'+ 全
諸経費

車体No.が不鮮明なもの
（錆・打ち直し等）

30日



第十一章（旧十章） 第７条 重建機専用のクレーム 平成27年1月1日 重建機専用　細目事項

〔Ⅱ〕裁定（クレーム） （クレーム処理細則） 細目事項を削除

瑕疵記号 瑕疵記号の追加・変更 平成24年1月1日 瑕疵記号 瑕疵記号
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

【削除】
クレーム内容

クレーム対象の有無＆期間
備　　考

重建機 外部落札 商談

機
関

作業上支障のある不具合
の発覚(E/G内部不良・油圧
ポンプ不良等）

５日 ５日 -

作
業
機

作業上支障のある不具合
の発覚（アームヒビ・切れ

等）

５日 ５日 -

足
回
り

作業上支障のある不具合
の発覚（走行モーター・Ｔ/
Ｍ・クラッチ不良等）

５日 ５日 -

外
装

キズ・錆・凹み・腐食・穴・割
れ等

- ノークレーム対応　（評価点違い含む）

内
装

キズ・破れ・汚れ・穴・雨漏
り・割れ等

- ノークレーム対応　（評価点違い含む）

誤
記
入

出品店申告欄の書き間違
い

書類発送後10日

セールスポイントの書き間
違い

５日 ５日 -

そ
の
他

差し押さえ・抵当権設定車・
盗難車・犯罪関与車

無期限
キャンセル時ペナルティ100,000円'+ 全
諸経費

車体No.が不鮮明なもの
（錆・打ち直し等）

30日

記号 ポイント 内容 記号 ポイント 内容

Ａ １，　２，　３ 線キズ Ａ １，２，３，大，多 線キズ

Ｕ １，　２，　３ ヘコミ Ｕ １，２，３，大，多 凹み・窪み

Ｂ １，　２，　３ 他の瑕疵を伴う凹み Ｂ １，２，３，大，多 他の瑕疵を伴う凹み

Ｐ １，　２，　３ 要塗装，塗装剥げ，色褪せ Ｓ １，２，３，大，多 錆

Ｗ １，　２，　３ 補修跡 Ｃ １，２，３，大，多 腐食

Ｓ １，　２，　３ 錆 Ｔ １，２，３，大，多 切れ

Ｃ １，　２，　３ 腐食 D １，２，３，大，多 割れ

Ｘ １，　２，　３，　Ｘ 要交換，交換済み P １，２，３，大，多 ペイント

W １，　２，　３ 補修跡・塗装跡

H １，　２，　３ 変色・色褪せ

F １，　２，　３ 塗装剥げ

L ずれ

O 押され

X １，　２，　３ 要交換

XX 交換済み

Ｒ 事故現状



瑕疵記号 瑕疵記号の追加・変更 平成24年1月1日

小 小

中 中

大 大

小

中

大 小

小 中

中 大

大

小

中 小

大 中

小 大

中

大

小 小

中 中

大 大

小

中

大 小

中

大

小

中

大

小

中

大
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

瑕疵 記号 範囲，　程度 瑕疵 記号 範囲，　程度

線キズ

Ａ１ 　手のひらで隠れる程度の線キズ

線キズ

Ａ１ 　ゴルフボール大程度

Ａ２ 　Ａ１を越える線キズ Ａ２ 　手のひら範囲内　（A１程度が複数ある場合）

Ａ３ 　全面的な線キズ、Ａ２程度が複数あるもの Ａ３ 　サッカーボール大程度　（A２程度が複数ある場合）

キズのないヘ
コミ

Ｕ１ 　ゴルフボール大程度のヘコミ Ａ大 　「３」を超える場合　

Ｕ２ 　テニスボール大程度の目立つヘコミ Ａ多 　複数個所に及ぶ場合

Ｕ３ 　サッカーボール大程度の大きなヘコミ　（数個以内）

凹み・窪み

Ｕ１ 　ゴルフボール大程度の凹み・窪み

　他のダメージ３＆Ｕ１～３程度のヘコミ Ｕ大

キズを伴うヘコ
ミ

Ｂ１ 　他のダメージ１＆Ｕ１程度のヘコミ Ｕ２ 　テニスボール大程度の目立つ凹み・窪み

Ｂ２ 　他のダメージ２＆Ｕ１～２程度のヘコミ Ｕ３ 　サッカーボール大程度の大きな凹み・窪み　

Ｂ３ 　「３」を超える場合　

要塗装

Ｐ１ 　色ズレ小、　塗装剥げ小程度 Ｕ多 　複数個所に及ぶ場合

Ｐ２ 　色違い、　部分的な色褪せ、　塗装剥げ中程度

他の瑕疵を伴
う凹み

Ｂ１ 　ゴルフボール大程度

Ｐ３ 　全体的な色褪せ、　大きなパネルの大きな塗装剥げ Ｂ２ 　手のひら範囲内　（B１程度が複数ある場合）

補修跡

Ｗ１ 　すかして見て確認できる補修跡、　補修波小 Ｂ３ 　サッカーボール大程度　（B２程度が複数ある場合）

Ｗ２ 　容易に確認できる補修跡、　補修波中 Ｂ大 　「３」を超える場合　

Ｗ３ 　全体的で再加修の必要な補修跡 Ｂ多 　複数個所に及ぶ場合

錆

Ｓ１ 　５００円玉程度の錆

錆

S１ 　ゴルフボール大程度の錆

Ｓ２ 　テニスボール大程度の錆 S２ 　テニスボール大程度の目立つ錆

Ｓ３ 　サッカーボール大程度の錆 S３ 　サッカーボール大程度の大きな錆　

腐食

Ｃ１ 　５００円玉程度の腐食 S大 　「３」を超える場合　

Ｃ２ 　テニスボール大程度の腐食 S多 　複数個所に及ぶ場合

Ｃ３ 　サッカーボール大程度の腐食　

腐食

Ｃ１ 　５００円玉程度の腐食

　要交換　（ヘコミ大、　１０ｃｍ以上の亀裂等） Ｃ大

バンパー

Ｘ１ 　部分的交換要する　（分割タイプで一部のみ） Ｃ２ 　テニスボール大程度の腐食

Ｘ２ 　部分的交換要する　（分割タイプで両サイド） Ｃ３ 　サッカーボール大程度の腐食　

Ｘ３ 　「３」を超える場合　

幌

Ｘ１ 　５ｃｍ以内の切れ、補修小、　焦げ小 Ｃ多 　複数個所に及ぶ場合

Ｘ２ 　５～２０ｃｍ以内の切れ、　又はその補修跡

切れ

T１ 　ゴルフボール大程度の切れ

Ｘ３ 　要交換　（２０ｃｍ以上の切れ、　補修不良大等）　 T２ 　テニスボール大程度の目立つ切れ

スクリーン
Ｘ１ 　５ｃｍ以内の切れ、　補修跡小、　焦げ小、　くもり小～中程度 T３ 　サッカーボール大程度の大きな切れ

Ｘ２ 　要交換　（５ｃｍ以上の切れ、　くもり大）　 T大 　「３」を超える場合　

Ｆガラス

Ｘ１ 　良好な補修跡、　飛び石大多数、　気泡小、　キズ小　 T多 　複数個所に及ぶ場合

Ｘ２ 　３ｃｍ以内の割れ、　気泡中、　キズ中　

割れ

Ｄ１ 　５００円玉程度の割れ

Ｘ３ 　要交換　（１０ｃｍ以内の割れ、　補修不良、　気泡大、　キズ大） Ｄ２ 　テニスボール大程度の割れ

Ｄ多 　複数個所に及ぶ場合

サイドガラス Ｘ１ 　交換を要するキズ Ｄ３ 　サッカーボール大程度の割れ　

交換済み ＸＸ Ｄ大 　「３」を超える場合　



瑕疵記号 瑕疵記号の追加・変更 平成24年1月1日

小

中

大

小

中

大

小

中

大

部位名称対比表 部位名称対比表

第一メンバー、フロントクロスメンバー 第一メンバー

フロントインサイドパネル Ｆインナー

ラジエーターアッパーサポート

ライトバッフル、ラジエーターコアサポート

フロントサイドメンバー Ｆサイドメンバー

バルクヘッド、ダッシュパネル トゥーボード

フロントピラー Ｆピラー Ｆサイドメンバー

センターピラー センターピラー トゥーボード

リヤピラー Ｒピラー Ｆピラー

リアタイヤハウス Ｃーピラー

クォーターインサイドパネル Ｒインナー Ｒピラー

リアサイドメンバー Ｒサイドメンバー

トランクフロア Ｒフロア Ｒタイヤハウスアウター

スペアタイヤハウス Ｓハウス Ｒインナー

バックパネル、エンドパネル バックパネル Ｒサイドメンバー

フロアーメンバー フロアメンバー Ｒフロアー

リアクロスメンバー、エンドメンバー スペアタイヤハウス

フレーム バックパネル

フロアーメンバー

フレーム
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

ペイント

Ｐ１ 　ゴルフボール大程度

Ｐ２ 　手のひら範囲内　（P１程度が複数ある場合）

Ｐ３ 　サッカーボール大程度　（P２程度が複数ある場合）

Ｐ多 　複数個所に及ぶ場合

補修跡・塗装
跡

W１

W２ 　容易に確認できる補修跡・塗装跡、補修波中・塗装跡中

W３ 　全体的で再加修の必要な補修跡・塗装跡

　すかして見て確認できる補修跡・塗装跡、補修波小・塗装跡小

変色･色褪せ

Ｈ１ 　対象部位全体の３分の１程度範囲

Ｈ２ 　対象部位全体の３分の２程度範囲

Ｈ３ 　対象部位全体に及ぶ場合

塗装剥げ

Ｆ１ 　対象部位全体の３分の１程度範囲

Ｆ２ 　対象部位全体の３分の２程度範囲

Ｆ３ 　対象部位全体に及ぶ場合

ずれ Ｌ

押され Ｏ

要交換

Ｘ１ 　部分的交換要する　（分割タイプで一部のみ）

Ｘ２ 　部分的交換要する　（分割タイプで両サイド）

Ｘ３ 　要交換　（ヘコミ大、　１０ｃｍ以上の亀裂等）

交換済み ＸＸ

事故現状 Ｒ

一般呼称 統一用語 一般呼称 統一用語

第一メンバー 第一メンバー、フロントクロスメンバー

Ｆインナー（先）、Ｆインナー フロントインサイドパネル

アッパーサポート
ラジエーターアッパーサポート

コアサポートアッパー、
コアサポートアッパー・ネジ留めコアサポート、ライトバッフル

ライトバッフル、ラジエーターコアサポート
コアサポートASSY、コアサポー
ト・ネジ留め、ライトバッフル

フロントサイドメンバー

バルクヘッド、ダッシュパネル

フロントピラー

Ｒタイヤインナー、アウター センターピラー

バックパネル、エンドパネル

フロアーメンバー

リアクロスメンバー、エンドメンバー

リヤピラー

リアタイヤハウス
Ｒタイヤハウスインナー、

クォーターインサイドパネル

リアサイドメンバー

トランクフロア

Ｒクロスメンバー、

Ｒクロスメンバーアウター

フレーム

Ｒクロスメンバー（アウター） スペアタイヤハウス

フレーム



瑕疵記号 瑕疵記号の追加・変更 平成24年1月1日

シート シート シート シート

運転席 Ｄシート 右ハンドルの場合（右Ｆシート）

助手席 Ｎシート 左ハンドルの場合（左Ｆシート）

リアシート Ｒシート 右ハンドルの場合（右Ｆシート）

セカンドシート セカンドシート 左ハンドルの場合（左Ｆシート）

サードシート サードシート リアシート Ｒシート

インストルメンタルパネル、ダッシュボード ダッシュ セカンドシート 2ｎｄシート

天張り 天張り サードシート 3ｒｄシート

ドアトリム トリム インストルメンタルパネル、ダッシュボード ダッシュ

ハンドル、ステアリングホィール ハンドル 天張り 天張り

センターコンソール コンソール ドアトリム トリム

フロアカーペット カーペット ハンドル、ステアリングホィール ハンドル：ハンドルグリップ

シフトノブ シフトノブ センターコンソール Cコンソール

サイドブレーキレバー サイドＢレバー フロアカーペット フロアーカーペット

室内 室内 シフトノブ シフトノブ

サイドブレーキレバー Ｐブレーキ

室内 室内

外板パネル 外板パネル

フロントバンパーフェイス Ｆバンパー フロントバンパーフェイス Fバンパー

フロントスカート Ｆスカート フロントスカート Fスカート

ボンネット、フロントエンジンフード ボンネット、Ｂダンパー ボンネット、フロントエンジンフード ボンネット、ボンネットダンパー

フェンダーパネル、ガードパネル フェンダー フェンダーパネル、ガードパネル フェンダー

ドアパネル ドア ドアパネル ドア

ルーフパネル ルーフ ルーフパネル ルーフ

センターピラーアウター、センターパネル センターピラー センターピラーアウター、センターパネル Cピラー　

リアフェンダー、クォーターパネル クォーター リアフェンダー、クォーターパネル Rフェンダー

バックパネル、エンドパネル バックパネル トランクリッド、トランクフード トランク

トランクリッド、トランクフード トランク リアバンパーフェイス Rバンパー

リアバンパーフェイス Ｒバンパー リアスカート、エンドロアパネル Rスカート

リアスカート、エンドロアパネル Ｒスカート フロントウィンドウスクリーン Fガラス

フロントウィンドウスクリーン ＦＷ リアガーニッシュ Rガーニッシュ

リアガーニッシュ Ｒガーニッシュ リアゲート、バックドア Rゲート

リアゲート、バックドア Ｒゲート、バックドア

その他 その他

ヘッドレスト Ｈレスト ヘッドレスト Ｈレスト

レギュレターハンドル レギュレターハンドル レギュレターハンドル レギュレターハンドル

Ａ/Ｃダクト 吹出し口 Ａ/Ｃダクト ＡＣ吹出し

グローブＢＯＸ グローブボックス グローブＢＯＸ グローブＢＯＸ

トノカバー トノカバー トノカバー トノカバー

バイザー バイザー バイザー サンバイザー

保護棒 保護棒 保護棒 保護棒

仕切棒 仕切棒 仕切棒 仕切棒

トノカバー トノカバー リアボード リアボード

リアボード Ｒボード フロアパネル

フロアパネル フロアー フロアパネル

１ボックス等のフロントフロア Ｆフロア
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

一般呼称 統一用語

統一用語

運転席

助手席

一般呼称 統一用語一般呼称

一般呼称

一般呼称 統一用語 一般呼称 統一用語

Ｆフロアー、Ｃフロアー、Ｒフロアー

Ｆフロアー、Ｃフロアー、Ｒフロアー

統一用語



瑕疵記号 瑕疵記号の追加・変更 平成24年1月1日

フロントパネル Ｆパネル フロントパネル Fパネル、ボンネット

リアパネル、サイドパネル Ｒパネル リアパネル、サイドパネル キャブSパネル

キャビンバックパネル バックパネル キャビンバックパネル キャブバックパネル

フロントコーナーパネル コーナーパネル フロントコーナーパネル キャブコーナーパネル

フロントフェンダー Ｆパネルフェンダー フロントフェンダー Fホイルハウス

リアフェンダー Ｒフェンダー リアフェンダー Rフェンダー

サイドバンパー Ｓバンパー サイドバンパー Sバンパー

フロントピラー Ｆピラー フロントピラー Fピラー

リアピラー Ｒピラー リアピラー Rピラー

ルーフピラー ルーフピラー ルーフピラー ルーフピラー

フロントフレーム Ｆフレーム フロントフレーム Fフレーム

フロントクロスメンバー 第一メンバー フロントクロスメンバー 第一メンバー

リアクロスメンバー Ｒメンバー リアクロスメンバー Rクロスメンバー

サブフレーム サブフレーム サブフレーム サブフレーム

縦ネタ タテネタ 縦ネタ メインシル

横ネタ ヨコネタ 横ネタ クロスシル

平ボディ、ダンプ 荷台 ボディー

トリイ ガードフレーム

前立 プロテクター

アオリ Sゲート

高アオリ 高Sゲート

自動シート 自動シート

手動シート 手動シート

鉄板バリ 鉄板バリ

板バリ 板バリ

クレーン付 フック フック

ブーム ブーム

ポスト ポスト

アウトリガー アウトリガー

ロングジャッキ ロングジャッキ

Ｒアウトリガー Ｒアウトリガー

ラジコン、リモコン

バン（箱）、冷蔵冷凍 荷箱 荷箱

前カベ 前カベ

横カベ 右カベ：左カベ

ラッシングレール ラッシングレール

スタンバイコード スタンバイコード

二層・三層式 二層・三層式

ジョルダー ジョルダー
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規　　約/章 対象/条 対象/項・内容 施行年月日 旧 新

バン（箱）、冷蔵冷凍

平ボディ、ダンプ

クレーン付

ラジコン、リモコン

統一用語 一般呼称 統一用語一般呼称


